
No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

1 人事課

実
績

(1)夏季において、「インターネットにおける人権侵害」を
テーマに実施し、81名の職員が受講した。
(2)冬季においては、男女共同参画をテーマとして３月に実施
予定。

1 人事課

評
価

(1)インターネットにおける人権侵害の特徴や関係法令、被害
にあった場合の相談窓口等を実例を交えながら外部講師に講
義いただき、講義によって職員が理解し今後を考えるきっか
けとなる研修となった。

1 人権･男
女共同
参画課

実
績

①岸和田市人権施策推進プラン推進本部職員研修「性的マイ
ノリティの現在と人権教育・啓発の課題」◆性
[日程]8月20日、8月28日[講師]石元清英氏[人数]102人
②人権問題専門講座「犯罪被害者とその家族の人権」◆犯被
[日程]11月12日[講師]伸子氏、福西毅氏[人数]71人

1 人権･男
女共同
参画課 評

価

①②市職員及び教職員に対して、人権問題に関する認識を深
め、人権感覚の向上を図る機会を提供することができた。

1 産業高
等学校

実
績

（1）教職員人権研修会(6/24)
    「人権・道徳教育アンケート結果報告」及び人権映画視
聴
    ［参加人数］60人
（2）教職員人権研修会(10/2)
     岸和田市ｽｸｰﾙﾛｲﾔｰ 澤田 裕和先生
    「子どもの人権
       ～いじめ対応と懲戒･体罰･不適切指導のポイント」
    ［参加人数］80人
（3）芸術鑑賞/人権･道徳教育講演会(10/15)
     染谷 西郷氏   於:浪切ﾎｰﾙ
    ［参加人数］60人

1 産業高
等学校

評
価

「同和教育」「いじめ対応」「多文化共生」と、教育現場で
重視される項目について知識理解を深めるための研修として
実施。テーマに関する知見を広げ、専門性と実践力の向上に
つなげることができた。

令和７年度岸和田市人権施策推進プラン実施計画書　人権全般に関わる施策（P.25-26）

(1)
令和７年度取組実績

人
権
全
般

市職員・
教職員へ
の人権研
修の充実

人権問題を理解
し、業務に反映
するための市職
員・教職員への
研修

－ 夏季・冬季に実施している人権問題研修にお
いて、業務に関連づけたテーマで実施する。
また、開催時間等についても職員が受講しや
すくなるよう工夫する。

5 ①

「人権問
題」につい
て毎年様々
なテーマで
研修を実施
すること
で、職員が
日々業務を
行う上での
「気づき」
に繋げる必
要があるた
め。

毎年様々なテーマで実
施しているところであ
るが、どのようなテー
マを扱っていくのかを
計画だてて実施する必
要がある。

人
権
全
般

市職員・
教職員へ
の人権研
修の充実

人権問題を理解
し、業務に反映
するための市職
員・教職員への
研修

－ 人権問題に関する認識を深め、職務遂行に必
要な人権感覚の向上を図る機会を提供する。
（詳細）
①岸和田市人権施策推進プラン推進本部の幹
事及び実務者を対象とした研修会を実施
②市職員・教職員・市民対象の研修会の実施

5 ①

様々な人権
課題や社会
情勢の変化
に対応する
ため、継続
して実施し
ていく必要
がある。

職員研修のテーマとし
て取上げるべき課題は
多く、今後の研修で、
テーマや開催方法等検
討が必要。

人
権
全
般

市職員・
教職員へ
の人権研
修の充実

人権問題を理解
し、業務に反映
するための市職
員・教職員への
研修

－ 人権教育研修を実施し、教職員の人権意識を
高め、人権に配慮した指導実践力の向上を図
る。

5 ①

教職員に対
して、継続
的に研鑽を
重ねる必要
があると考
えられるた
め。

様々な人権課題につい
て、研修を実施した
が、市の研修だけでな
く、校内でも研修を深
めていきたい。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

1 人権教
育課

実
績

（1）「子どもの貧困と人権」
一般社団法人　こもれび 代表理事　　水流添　綾　氏
［参加人数］44人
（2）「人権教育の充実に向けて」
大阪府教育センター　教育企画部
人権教育研究室長　首席指導主事　　森山　伸治　氏
［参加人数］79人
（3）「ちがいを楽しみながら、子どもといっしょに考える多
文化共生の営み――外国にルーツのある子どもたちとともに
学び、創る、わたしたちのマインドセット――」
日本語教育支援グループことのは副理事長   安田　乙世　氏
［参加人数］60人

1 人権教
育課

評
価

「子どもの貧困」「同和教育」「日本語指導・多文化共生」
と、近年の教育現場で、知識理解を深めるための研修とし
て、実施。テーマに関する知見を広げ、専門性と実践力の向
上につなげることができた。

1 関係各
課(建設
管理課) 実

績

建設管理課職員（17人）が人権・男女共同参画課の主催する
研修等に参加するよう呼びかける。（3年に1回）

1 関係各
課(建設
管理課) 評

価

研修の参加について実施計画に記載し、１１月末までに延べ9
名が参加した。

2 市民セ
ンター
課 実

績

所管課から依頼のあったチラシやリーフレット等を配架し、
公民館利用者への積極的な情報発信に努めた。

2 市民セ
ンター
課 評

価

市民が権利の理解を学習する機会となった。

人
権
全
般

市職員・
教職員へ
の人権研
修の充実

人権問題を理解
し、業務に反映
するための市職
員・教職員への
研修

－ 人権教育研修を実施し、教職員の人権意識を
高め、人権に配慮した指導実践力の向上を図
る。

5 ①

教職員に対
して、継続
的に研鑽を
重ねる必要
があると考
えられるた
め。

現代の人権課題は多岐
にわたり、今年度の
テーマ以外にも、本市
で深めるべきテーマが
あるもため、今後も研
修のテーマの精選につ
いて検討が必要であ
る。

人
権
全
般

市職員・
教職員へ
の人権研
修の充実

人権問題を理解
し、業務に反映
するための市職
員・教職員への
研修

－ 所属職員に対し人権研修の受講勧奨に努め
る。

3 ①

継続して受
講すること
が職員の意
識の形成に
つながるた
め。

今年度受講出来なかっ
た職員や異動で所属し
た職員へ受講を促す。

人
権
全
般

権利の理
解のため
の教育と
啓発

権利の理解のた
めの学習機会の
提供

－ ちらしやリ－フレット等を配架し、公民館利
用者に対して人権学習に関する情報提供を行
う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

より多くの方がチラシ
やリーフレット等を手
に取りやすい場所に配
架するなどの効果的な
情報発信を検討する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

2 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)人権を考える市民の集い
「誰もが輝ける場所が必ずある」◆障
[日程]12月6日[アンケート]テーマに対する理解・関心が深
まった93.8％[人数]210人
(2)人権問題専門講座「犯罪被害者とその家族の人権」◆犯被
[日程]11月12日[講師]伸子氏、福西毅氏[人数]71人
(3)校区別人権問題研修「なるほど！人権セミナー」◆子
[日程]10～11月[作品]あなたのいる庭[場所]市内小学校区20
か所[講師]職員
[人数]593人
(4)映画上映会「はあとふるシアター」
1回目◆子、外、性/2回目◆ハン、同、イ/3回目◆北
4回目◆高/5回目◆障、イ、い[実施回数]5回8作品[参加人数]
計26人
(5)出前講座
[実施回数]5回[場所]各地区◆外、障、災、性、子
②各人権課題について、次の広報媒体を用いて啓発を実施し
た。[広報媒体]市ホームページ、広報きしわだ、人権啓発紙
「人の輪」、チラシ･ポスター

2 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が人権問題について認識を深めるきっかけとなった。

2 産業高
等学校

実
績

高校２年生では、公共の学習において、政治、基本的人権な
ど法律や国際社会、経済についてなど１年間で学習を行う。

2 産業高
等学校

評
価

権利の理解については、自由権、社会権、基本的人権など自
分たちの権利を知ることができる。

2 学校教
育課

実
績

定期的な校園長会や指導主事の学校訪問を通じて随時取り組
んでいる

2 学校教
育課

評
価

校園長会や指導主事の学校訪問を通じて内容の更新をするこ
とができた。

人
権
全
般

権利の理
解のため
の教育と
啓発

権利の理解のた
めの学習機会の
提供

－ １人ひとりがお互いの尊厳と権利を尊重する
ことの大切さについて理解を深めるため、権
利の主体に関する学習機会の充実を図る。
（詳細）
①各人権課題をテーマとした研修会・講演会
の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

5 ①

人権を考え
る市民の集
いでは、若
年層の参加
を促すこと
ができた。
また、校区
別セミナー
では昨年の
意見を反映
し開始時
間、日程を
考慮したた
め。引き続
き幅広く市
民が参加で
きるよう、
研修内容等
を検討す
る。

幅広い年代が参加でき
るような研修会を実施
する。

人
権
全
般

権利の理
解のため
の教育と
啓発

権利の理解のた
めの学習機会の
提供

－ 人権教育研修を実施し、教職員の人権意識を
高め、権利に関する研修など人権に配慮した
指導実践力の向上を図る。

4 ①

教職員に対
して、継続
的に研鑽を
重ねる必要
があると考
えられるた
め。

年間のカリキュラムの
編成を行いながら、
様々な人権的なテーマ
を教科、講話などで実
践を行う。

人
権
全
般

権利の理
解のため
の教育と
啓発

権利の理解のた
めの学習機会の
提供

－ 人権課題に関する事項について、随時市内学
校園と共有を行い、子どもへの学習機会の提
供にあたり、内容の更新に努める。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

特記事項なし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

2 人権教
育課

実
績

人権教育担当者会、人権教育研修で、「児童の権利条約」
「こども基本法」について、国や府の動向についての研修を
行う。また、子どもたちが実践できる教材や資料の情報提供
を行う。

2 人権教
育課

評
価

権利の理解のための内容に触れることができた。しかし、子
どもたちへの実践については、今後も各学校での取組み等の
情報交流を深めていく必要がある。

2 生涯学
習課

実
績

短期講座「マンガと偏見の複雑な関係」
［テーマ］：マンガと偏見との関係について考える
［開催日］：１月17日実施予定
［講　師］：吉村　和真氏
［参加者］：30名（定員）
漫画に親しむ機会の多い年齢の子どもと、その保護者のをは
じめ、より多くの皆様に講座に参加いただけるよう周知する2 生涯学

習課

評
価

幼い頃から身近にあるマンガで、どんな価値観や感性が身に
付くのか、マンガの固定観念を利用した表現を知って、偏見
との関係について考える内容である。社会的に影響力を持つ
表現に対して、自らもその影響下にあることを自覚的に捉え
ることが出来るようになれれば、人権理解を促す学習機会と
なる。

人
権
全
般

権利の理
解のため
の教育と
啓発

権利の理解のた
めの学習機会の
提供

－ 人権教育研修を実施し、教職員の人権意識を
高め、権利に関する研修など人権に配慮した
指導実践力の向上を図る。

4 ①

教職員に対
して、継続
的に研修を
重ねる必要
があると考
えられるた
め。

「児童の権利条約」
「こども基本法」につ
いては、今後も教職員
の理解を深めるため、
周知していくことが必
要である。

人
権
全
般

権利の理
解のため
の教育と
啓発

権利の理解のた
めの学習機会の
提供

－ 権利の理解のための講座を実施予定。

4 ①

学習機会を
提供するた
め継続して
事業を実
施。

人権の理解の促進のた
め、関連テーマでの講
座企画を継続して行
う。前年度課題
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

3 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)人権を考える市民の集い
「誰もが輝ける場所が必ずある」◆障
[日程]12月6日[アンケート]テーマに対する理解・関心が深
まった93.8％[人数]210人
(2)人権問題専門講座「犯罪被害者とその家族の人権」◆犯被
[日程]11月12日[講師]伸子氏、福西毅氏[人数]71人
(3)校区別人権問題研修「なるほど！人権セミナー」◆子
[日程]10～11月[作品]あなたのいる庭[場所]市内小学校区20
か所[講師]職員
[人数]593人
(4)映画上映会「はあとふるシアター」
1回目◆子、外、性/2回目◆ハン、同、イ/3回目◆北
4回目◆高/5回目◆障、イ、い[実施回数]5回8作品[参加人数]
計26人
(5)出前講座
[実施回数]5回[場所]各地区◆外、障、災、性、子
②各人権課題について、次の広報媒体を用いて啓発を実施し
た。[広報媒体]市ホームページ、広報きしわだ、人権啓発紙
「人の輪」、チラシ･ポスター
③次の手段でプランの周知・理解促進を図った。
(1)市内公共施設への設置(8か所)
(2)人権関係団体及び研修会等参加者への配布、趣旨説明

3 人権･男
女共同
参画課 評

価

①②市民が人権課題について認識を深めるきっかけとなっ
た。
③多くの市民にプランを周知することができた。また、人権
関係団体や研修会参加者へ、行政との協働と連携について協
力を依頼することができた。

3 生涯学
習課

実
績

短期講座「教えて伊丹先生！発達症（発達障害）って？
　　　　　　～現状理解と向き合い方～」
［テーマ］：特性のある子どもへの向き合い方
［開催日］：４月18日
［講　師］：伊丹　昌一氏
［参加者］：16名

3 生涯学
習課

評
価

思春期、反抗期に入る発達に特性のある子どもへの向き合い
方として、思春期にしてほしいこと、してはいけないことの
具体例と対処方法を学んだ。

人
権
全
般

人権課題
への理解
を促し、
行動につ
なげるた
めの教育
と啓発

人権課題に関す
る学習機会の提
供

－ １人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。
（詳細）
①各人権課題をテーマとした研修会や講演
会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発
③岸和田市人権施策推進プランの周知及び理
解促進

5 ①

人権を考え
る市民の集
いでは、若
年層の参加
を促すこと
ができた。
また、校区
別セミナー
では昨年の
意見を反映
し開始時
間、日程を
考慮したた
め。引き続
き幅広く市
民が参加で
きるよう、
研修内容等
を検討す
る。

幅広い年代が参加でき
るような研修会を実施
する。

人
権
全
般

人権課題
への理解
を促し、
行動につ
なげるた
めの教育
と啓発

人権課題に関す
る学習機会の提
供

－ 短期講座「教えて伊丹先生！発達症（発達障
害）って？」を実施予定。

5 ①

学習機会を
提供するた
め継続して
事業を実
施。

障害理解の促進のた
め、関連テーマでの講
座企画を継続して行
う。

5



No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

3 関係各
課(市民
セン
ター課)

実
績

女性・子ども・高齢者の人権尊重につながる公民館主催講座
の開催に取り組んだ。

3 関係各
課(市民
セン
ター課)

評
価

市民が人権課題への理解を深める機会となった。

3 関係各
課(危機
管理課) 実

績

実施した出前講座のうち、避難所に関して触れる機会におい
て、男女共同参画による防災について言及した。

3 関係各
課(危機
管理課) 評

価

男女等の多角的な視点による避難所運営の必要性について、
受講者が再認識する機会となった。

3 関係各
課(公共
建築マ
ネジメ
ント課)

実
績

テーマ：『性的マイノリティの人権について』
講師：石元 清英氏　参加人数：2名

テーマ：『インターネットにおける人権侵害』
講師：一般財団法人 大阪府人権協会 本郷氏　参加人数：2名

3 関係各
課(公共
建築マ
ネジメ
ント課)

評
価

令和4年から令和7年の4年間で、課長並びに課員が人権課題に
関する職員研修に参加した。

3 関係各
課(産業
高等学
校)

実
績

年度初めに人権教育推進計画を書面で提出している。教職員
の研修も複数回実施している。

3 関係各
課(産業
高等学
校)

評
価

生徒の校内外における事案対応も視野に入れて、教職員が自
分事として捉えられるようになっている。情報共有について
も意識的にできている。

人
権
全
般

人権課題
への理解
を促し、
行動につ
なげるた
めの教育
と啓発

人権課題に関す
る学習機会の提
供

－ 幅広く様々な人権に関わる講座を企画する。

4 ①

引き続き、
幅広く様々
な人権に関
わる講座を
企画する必
要があるた
め。

より多くの方の人権尊
重につながる講座を企
画し、参加者数を維
持、拡充するよう努め
る。

人
権
全
般

人権課題
への理解
を促し、
行動につ
なげるた
めの教育
と啓発

人権課題に関す
る学習機会の提
供

－ 地域団体を対象とした講義を行う場合に、人
権による防災について言及する。

4 ①

若年層の参
加が少ない
ため、さら
なる周知を
図るため。

出前講座の時間的な制
約から、男女共同参画
による防災について触
れる機会が確保できな
いケースが多い。若年
層の参加が少ないた
め、さらなる周知を図
れるように取り組みた
い。

人
権
全
般

人権課題
への理解
を促し、
行動につ
なげるた
めの教育
と啓発

人権課題に関す
る学習機会の提
供

－ 人権課題に関する職員研修に参加し、人権施
策推進プランの趣旨を理解するとともに、人
権施策意識の向上を図る。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

研修参加人数を増やせ
るよう業務の調整を行
う。

人
権
全
般

人権課題
への理解
を促し、
行動につ
なげるた
めの教育
と啓発

人権課題に関す
る学習機会の提
供

－ 人権教育研修を実施し、教職員の人権意識を
高め、人権に配慮した指導実践力の向上を図
るとともに、幼児・児童・生徒の人権意識の
高揚につなげる。

5 ①

教職員に対
して、継続
的に研鑽を
重ねる必要
があると考
えられるた
め。

年間のカリキュラムの
編成を行いながら、
様々な人権的なテーマ
を教科、講話などで実
践を行う。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

3 関係各
課(人権
教育課) 実

績

年度初めに各学校より人権教育推進計画を書面で提出いただ
く。様々な人権課題を教科に重ね合わせたり、総合的な学習
で取り組んだりして、年間の計画を考えている。

3 関係各
課(人権
教育課) 評

価

様々な人権課題の取組みが記載されている。講師からの講話
を通して、より先生方が自分ごととして捉え、子どもたちの
学びの場の機会も視野に入れて、行っている。

3 関係各
課(ス
ポーツ
振興課)

実
績

スポーツ推進委員と合同で開催する事業の際、推進委員及び
参加者に人権問題のチラシを配布した。

3 関係各
課(ス
ポーツ
振興課)

評
価

多くの参加者にチラシを配布できたので啓発活動になったと
思われる。

7 人権･男
女共同
参画課 実

績

(1)各人権課題について関連する図書を設置した。
[貸出数]啓発週間や月間に合わせて関係機関作成のポスター
をセンター内に掲示した。
(2)「岸和田市人権施策推進プラン」について、男女共同参画
センター及び市立図書館(6か所)に設置した。

7 人権･男
女共同
参画課 評

価

センターの出入口や公共スペースに関連図書やポスターを設
置することで、市民が様々な人権課題やプランについてにつ
いて触れる機会となった。

7 図書館

実
績

①人権課題に沿った図書の収集と提供を行った。
②人権・男女共同参画課から情報提供を受け「人権週間
（12/1～12/13）」に関連図書の展示を実施した。

7 図書館

評
価

人権課題に関心を持ってもらい、人権尊重についての理解を
深めてもらうきっかけ作りとなった。

人
権
全
般

人権課題
への理解
を促し、
行動につ
なげるた
めの教育
と啓発

人権課題に関す
る学習機会の提
供

－ 人権教育研修を実施し、教職員の人権意識を
高め、人権に配慮した指導実践力の向上を図
るとともに、幼児・児童・生徒の人権意識の
高揚につなげる。

5 ①

教職員に対
して、継続
的に研鑽を
重ねる必要
があると考
えられるた
め。

年間のカリキュラムの
編成を行いながら、
様々な人権的なテーマ
を教科、講話などで実
践を行う。

人
権
全
般

人権課題
への理解
を促し、
行動につ
なげるた
めの教育
と啓発

人権課題に関す
る学習機会の提
供

－ スポーツイベントにおける人権啓発活動の実
施
（詳細）
地域で行われるイベント会場で、人権問題に
関するチラシの配布やアナウンスする。

5 ①

イベントは
不特定多数
の方に啓発
できる機会
である

特になし

人
権
全
般

人権課題
への理解
を促し、
行動につ
なげるた
めの教育
と啓発

人権課題に沿っ
た図書などの情
報の設置

－ 様々な人権課題についての理解促進を図るた
め、市立男女共同参画センター内において、
関連図書やポスターを設置する。また、岸和
田市人権施策推進プラン周知のため、市内公
共施設に設置する。

4 ①

様々な人権
課題や社会
情勢の変化
に対応する
ため、継続
して実施し
ていく必要
があるた
め。

本の貸出しが可能なこ
とをより多くの方に認
知してもらうため、周
知していく必要があ
る。

人
権
全
般

人権課題
への理解
を促し、
行動につ
なげるた
めの教育
と啓発

人権課題に沿っ
た図書などの情
報の設置

－ ①資料の収集・提供。
②人権・男女共同参画課からの情報提供を受
け、人権に関する関係資料を展示する。

5 ①

情報提供
等、継続す
ることが必
要と考えら
れるため

ホームページはもとよ
り、新たに岸和田市立
図書館公式インスタグ
ラムを開設したので、
情報発信を行ってい
く。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

9 全課

実
績

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」施行後
の各課の対応(要望による合理的配慮の対応)の状況について
調査を実施した。
[対象期間]令和6年10月1日～令和7年9月30日[対応実績]2件

9 全課

評
価

関係課の対応状況を把握することで、抱える課題や今後の方
向性について共通認識を図る機会となった。

9 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

テーマ：『性的マイノリティの人権について』
講師：石元 清英氏　参加人数：2名

テーマ：『インターネットにおける人権侵害』
講師：一般財団法人 大阪府人権協会 本郷氏　参加人数：2名

9 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

令和4年から令和7年の4年間で、課長並びに課員が人権課題に
関する職員研修に参加した。

9 全課
(介護保
険課) 実

績

高齢者が悪質商法・ふりこみ詐欺等の被害に巻き込まれない
ように、保険料の還付依頼書（月次）を発送する際には、還
付金詐欺のビラを同封して、注意喚起を行った。

9 全課
(介護保
険課) 評

価

認知力の低下が被害の主な要因であるため、（引き続き、）
被害解消に向け、啓蒙活動を行っていく。

人
権
全
般

人権課題
に関する
実態の把
握と対応

日常業務におけ
る実態把握

－ 市の業務における人権課題の実態を把握する
ため、必要に応じて調査を実施する。
（詳細）
「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律」施行後の対応状況

5 ①

継続して実
態把握を行
う必要があ
るため。

調査結果をどの様に庁
内で共有するか、検討
が必要。

人
権
全
般

人権課題
に関する
実態の把
握と対応

日常業務におけ
る実態把握

－ 人権課題に関する職員研修に参加し、人権施
策推進プランの趣旨を理解するとともに、人
権施策意識の向上を図る。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

研修参加人数を増やせ
るよう業務の調整を行
う。

人
権
全
般

人権課題
に関する
実態の把
握と対応

日常業務におけ
る実態把握

－ 窓口対応や介護現場における高齢者の人権侵
害の実態把握に努める。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

人権侵害の更なる啓蒙
活動が必要。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

10 各種調
査実施
課(企画
課)

実
績

・市民意識調査において、人権問題に関する市民の感じ方に
ついての設問を設定した。（設定項目：「人権問題は差別を
受けている人の問題であって自分とは関係ない」）
・回答数については、「そう思う」「まあそう思う」を合わ
せた『思う』が83件で全体（1,308件）の6.3％、「あまりそ
う思わない」「そう思わない」を合わせた『思わない』が916
件で全体の70.0％であった。

10 各種調
査実施
課(企画
課)

評
価

・人権問題に関する市民の感じ方を把握することができた。

10 各種調
査実施
課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」施行後
の庁内各課の対応(要望による合理的配慮の対応)の状況につ
いて調査を実施した。[対象期間]令和6年10月1日～令和7年9
月30日[対応実績]2件

10 各種調
査実施
課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

関係課の対応状況を把握することで、抱える課題や今後の方
向性について共通認識を図る機会となった。

11 人権･男
女共同
参画課

実
績

①庁内組織「岸和田市人権施策推進本部」を設置し、本部会
において「岸和田市人権施策推進プラン」の趣旨、進行管理
について共通認識を図った。また、R8プラン見直しに向け、
市民意識調査を実施した（調査：R7.10.15～R7.11.15）
②関係機関･団体に対して、「岸和田市人権施策推進プラン」
の趣旨説明を行い、協働･連携について協力を求めた。

11 人権･男
女共同
参画課 評

価

庁内、及び関係機関･団体との協働･連携により、人権課題の
実態把握及び共有する仕組みを構築することができた。

人
権
全
般

人権課題
に関する
実態の把
握と対応

各種調査におけ
る実態把握

－ 都市政策研究事業で実施している市民意識調
査において、人権問題に関する市民の感じ方
についての設問を設定し、状況を明らかにす
る。

5 ①

引き続き人
権問題に関
する市民の
感じ方を把
握する必要
があるた
め。

例えば「なぜそう思う
のか」というように深
掘りして明らかにした
い事項や、関連して明
らかにしたい事項があ
る場合は、企画課で実
施する市民意識調査と
は別個のアンケート調
査を行うことが必要と
なる。（企画課の市民
意識調査については、
市政全般や数多くの施
策についての設問がす
でに多数設定されてお
り、アンケートの構成
上、深掘りする設問を
追加することが困難な
ため。）

人
権
全
般

人権課題
に関する
実態の把
握と対応

各種調査におけ
る実態把握

－ 各人権課題における実態を把握するため、必
要に応じて調査を実施する。
（詳細）
「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律」施行後の市役所窓口及び市内事業所
における対応状況

5 ①

継続して実
態把握を行
う必要があ
るため。

要望が出る前に、出来
る限り速やかに対応で
きるよう、心がける。

人
権
全
般

人権課題
に関する
実態の把
握と対応

実態の共有と施
策への反映

－ ①令和４年度設置した庁内組織「岸和田市人
権施策推進本部」の効果的な運営を進める。
②関係機関・団体と協働・連携し、人権課題
の実態把握と、施策の推進に努める。
「岸和田市人権施策推進プラン」の中間年及
び満了時期に合わせ、市民を対象とした意識
調査や関係機関・団体を対象とした実態調査
を実施し、プランの見直し及び改訂に反映す
る。

5 ②

プランの効
率的な進行
管理につい
て、引き続
き検討を続
ける必要が
あるため。

効率的な進行管理につ
いて検討していく必要
がある。また、プラン
の見直しに向け検討を
進める。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

11 監査事
務局

実
績

（１）テーマ：性的マイノリティの人権について
　　　講　師：石元　清英氏
　　　参加人数：１人

11 監査事
務局

評
価

研修に参加し、人権問題について知識をアップグレードする
機会となったが、参加人数が少ない。

12 危機管
理課

実
績

情報自動配信サービスの継続運用を行った。また、当該サー
ビスについて、岸和田市総合防災マップに掲載するととも
に、出前講座での周知、広報きしわだへの掲載（R7.11月号）
を行った。

12 危機管
理課

評
価

様々な人に配慮した防災・災害情報の提供手段が確保できて
いる。

12 消防本
部

実
績

市民に対し講習や訓練を実施した。

12 消防本
部

評
価

防災等の対応に対する理解を普及した

12 全課

実
績

各施設の配備職員が避難所管理者と打合せを行い、避難所開
設時の運営や配慮事項について共通認識を図った。打合せ事
項を基に「避難所開設・運営マニュアル」を作成し、引き継
ぎ書として活用した。

12 全課

評
価

避難所開設時の運営や配慮事項について把握することができ
た。

人
権
全
般

人権課題
に関する
実態の把
握と対応

実態の共有と施
策への反映

－ 人権課題に関する研修に参加することで近年
の新たな人権問題について知識をアップグ
レードし、人権尊重の視点を幅広く意識する
ことを図る。

2 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

業務との両立を検討し
ながら、可能な限り研
修に参加するよう事務
局内で周知を図る。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

様々な人に配慮
した防災・災害
対応

－ 視覚障害者や聴覚障害者が、緊急防災メール
やエリアメール以外の手段で防災情報を取得
できるよう防災情報自動配信サービスの利用
を推進する。

5 ①

①継続して
実施してい
く必要があ
るため。

情報弱者を取りこぼさ
ないように、周知徹底
を図りたい。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

様々な人に配慮
した防災・災害
対応

－ 様々な人に配慮した防災・災害対応を円滑に
進められるよう、町会等での訓練の際に、市
民団体と連携して講座等を開催し、１人でも
多くの市民の方々に防災・災害時の対応を理
解していただいたくとともに、救護所等にお
いて何が必要かを検証し、災害活動マニュア
ルの改訂など検討を行っていく。

5 ①

災害時等の
被害を最小
限に抑える
ため、市民
への訓練を
継続する必
要があるた
め。

幅広い市民が参加でき
るよう開催する曜日や
時間等を検討していく
必要がある。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

様々な人に配慮
した防災・災害
対応

－ 公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

5 ①

引き続き実
施していく
必要がある
ため。

特記事項なし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

12 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、様々な人に配慮した防災・災
害対応を考慮し、業務を進める計画をしていたが、今年度は
依頼が無かったため、出来なかった。

12 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、様々な人に配慮した防
災・災害対応を考慮し業務を進めていく。

13 危機管
理課

実
績

関係課に対し、指定避難所配備職員を男女混成とするよう依
頼した。

13 危機管
理課

評
価

指定避難所64箇所中、45か所（約70%）で男女混成による職員
を配置できた。

13 避難所
対応課
(市民セ
ンター
課)

実
績

避難所配備職員と打合せを行い、後任への引継ぎ書も兼ねて
報告書として取りまとめた。また、危機管理課とは情報共有
に努めた。

13 避難所
対応課
(市民セ
ンター
課)

評
価

様々なニーズのある人への配慮の視点をもった避難所運営に
ついて想定することができた。

13 避難所
対応課
(人権･
男女共
同参画
課)

実
績

避難所配備職員との打合せを実施。避難所開設時の運営や配
慮事項について共通認識を図った。避難所の開設実績はな
し。

13 避難所
対応課
(人権･
男女共
同参画
課)

評
価

様々なニーズのある人への配慮の視点をもった避難所運営に
ついて想定することができた。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

様々な人に配慮
した防災・災害
対応

－ 公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

様々な人に配慮
した避難所の整
備と運営

－ 指定避難所配備職員を男女混成とすることを
担当課に促すとともに、編成状況を把握す
る。

4 ①

①継続して
実施してい
く必要があ
るため。

課により、職員の男女
比が異なるため、男性
のみや女性のみの避難
所配備になるのは致し
方無いが、可能な限り
男女混合となるように
継続して依頼していき
たい。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

様々な人に配慮
した避難所の整
備と運営

－ 避難所配備職員との連携を密にし、多様な
ニーズのある人への配慮の視点をもって、避
難所運営や施設ごとの要配慮事項等について
共通認識を図る。避難所開設時においても、
様々な人の視点に立ち、それぞれの特性や
ニーズに配慮した避難所運営に取り組む。
（詳細）
避難所配備職員と打合せを行い、報告書とし
て取りまとめ、避難所運営時のマニュアル及
び後任への引継ぎ書として活用する。また、
運営上の課題について危機管理課と共有す
る。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

引き続き、様々な人の
特性やニーズに配慮し
た避難所運営について
検討する。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

様々な人に配慮
した避難所の整
備と運営

－ 避難所配備職員との連携を密にし、様々な
ニーズのある人への配慮の視点をもって、避
難所運営や施設ごとの要配慮事項等について
共通認識を図る。
（詳細）
避難所配備職員と打合せを行い、報告書とし
て取りまとめ、避難所運営時のマニュアル及
び後任への引継ぎ書として活用する。

5 ①

引き続き実
施していく
必要がある
ため。

万が一に備え、日頃か
ら準備しておくこと。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

13 避難所
対応課
(学校給
食課)

実
績

令和7年度は、男女1名ずつの避難所担当職員の配置を継続
し、様々な立場の人が安心できる避難所運営体制づくりに努
めた。

13 避難所
対応課
(学校給
食課)

評
価

本年度は現時点で避難所の開設実績がなかったものの、男女
のバランスを考慮した担当職員の配置や、災害対応マニュア
ル等の周知を通じて、誰もが安心して避難できる避難所運営
体制づくりを継続して行った。

13 避難所
対応課
(環境保
全課)

実
績

避難場所について、誰でもわかりやすいよう案内図を作成し
た。また、授乳スペースや要配慮者向けスペースについても
施設管理者と打ち合わせを行った。

13 避難所
対応課
(環境保
全課)

評
価

避難時に様々な人に配慮できるよう打ち合わせを行った。

13 避難所
対応課
(生涯学
習課) 実

績

今年度、これまでのところ避難所は開設されていないが、開
設の可能性が浮上した場合に備え、避難所配備職員で運営時
の動線を確認するなどした。
城北小学校ではバリアフリートイレの使用に開ける必要があ
る扉の存在が分かり、その鍵についても危機管理課にスペア
キーとして保管するように要請するなど、スムーズな避難所
開設・運営に備えた。

13 避難所
対応課
(生涯学
習課)

評
価

―

13 避難所
対応課
(スポー
ツ振興
課)

実
績

指定管理者と多様なニーズのある人への配慮の視点を共有
し、必要に応じて部屋を別に用意する等の対応を共有した。

13 避難所
対応課
(スポー
ツ振興
課)

評
価

毎年の避難所準備の際、避難所職員と指定管理者と避難者に
対する配慮について確認できている。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

様々な人に配慮
した避難所の整
備と運営

－ 避難所担当は、様々な人が避難所を利用する
ことを認識し、避難所運営に取り組む。

3 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

令和8年度も引き続き
関係機関と連携しなが
ら、避難所開設時に直
ちに多様性に配慮した
取り組みが実践できる
よう、より良い避難所
運営に努める。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

様々な人に配慮
した避難所の整
備と運営

－ 避難所運営の際は、誰にでもわかりやすい掲
示の実施や、様々な事情を抱える避難者への
合理的配慮を積極的に行う。また、様々な人
に配慮した避難所運営ができるよう、必要に
応じて適宜マニュアルの見直しや施設管理者
との打合せを実施する。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

今後も継続して、様々
な人に配慮した避難所
の運営ができるよう、
継続して改善してい
く。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

様々な人に配慮
した避難所の整
備と運営

－ 避難所配備職員との連携を密にし、多様な
ニーズのある人への配慮の視点をもって、避
難所運営や施設ごとの要配慮事項等について
共通認識を図る。
（詳細）
避難所配備職員と打合せを行い、報告書とし
て取りまとめ、避難所運営時のマニュアル及
び後任への引継ぎ書として活用する。また、
運営上の課題について危機管理課と共有す
る。

4 ①

普段からマニュアルを
熟知しておく必要性が
ある。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

様々な人に配慮
した避難所の整
備と運営

－ 指定管理者や避難所配備職員との連携を密に
し、多様なニーズのある人への配慮の視点を
もって、避難所運営や施設ごとの要配慮事項
等について共通認識を図る。
（詳細）
運営上の課題について危機管理課と共有す
る。

5 ①

安心できる
避難所の運
営のため

特になし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

14 危機管
理課

実
績

前年度は福祉避難所に指定した施設に対し、適切な運営に関
する意見交換を行った。

14 危機管
理課

評
価

関係施設における福祉避難所の適切な運営についての理解拡
大につながった。

15 危機管
理課

実
績

関係課と協力し、一定地域の要支援者20人に対して個別避難
計画作成に係る同意確認を行った。また、当該同意のあった
６人（うち、１名は計画の作成提出済）の個別避難計画を作
成中である。

15 危機管
理課

評
価

予定した地域での個別避難計画の作成、支援制度の普及につ
ながった。

15 障害者
支援課

実
績

「岸和田市避難行動要支援者支援プラン」に基づき、要支援
者名簿を更新し、町会・自治会、民生委員・児童委員、地区
福祉委員会等へ名簿提供の同意者の名簿を配付していく。

15 障害者
支援課

評
価

避難行動要支援者支援制度の普及に貢献した。

15 介護保
険課

実
績

新たな対象者約747名に同意書を送付して名簿を更新した。

15 介護保
険課

評
価

安心・安全に暮らせるよう名簿を活用して各団体に避難訓
練・見守りに活用していただく。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

福祉避難所の確
保

－ 福祉避難所の適切な運営のため、関係施設と
の協議を進める。

4 ①

①継続して
実施してい
く必要があ
るため。

福祉避難所への避難で
きる対象となる方に一
定の条件があるため、
周知徹底が必要であ
る。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

避難行動要支援
者支援制度の普
及

－ 関係課や関係機関と協力して個別避難計画の
作成を推進する。

4 ①

①継続して
実施してい
く必要があ
るため。

市域全体の要支援者に
対する個別避難計画の
作成・更新を見据え、
推進体制を含め実施方
法を検討していく必要
がある。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

避難行動要支援
者支援制度の普
及

－ 「岸和田市避難行動要支援者支援プラン」に
基づき、要支援者名簿を更新し、町会・自治
会、民生委員・児童委員、地区福祉委員会等
へ名簿提供の同意者の名簿を配付する。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

配付した名簿を地域の
避難訓練等に役立てて
いただく周知が必要で
ある。

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

避難行動要支援
者支援制度の普
及

－ 11月の広報きしわだで「岸和田市避難行動要
支援者支援制度」登録の案内するとともに、
新たな対象者に同意書を郵送し、名簿を更新
する。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

制度が複雑であるた
め、更なる周知活動が
必要。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

16 IT推進
課

実
績

共通マニュアル、宛名運用手順書については、現状過不足な
い状況。変化があれば対応する。

16 IT推進
課

評
価

必要に応じて適切に対応できるように状況を把握している。

17 全課

実
績

各課職員とやさしい日本語に関する情報を共有し、その趣旨
について共通認識を図った。

17 全課

評
価

全庁での共通認識を図ることができた。

17 全課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

各課職員とやさしい日本語に関する情報を共有し、その趣旨
について共通認識を図った。

17 全課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

全庁での共通認識を図ることができた。

17 全課(子
育て施
設課) 実

績

保育所には、様々な外国籍の方が入所されているため、全て
の言語に対応することは非常に困難である。スマホの翻訳ア
プリ、地図、イラスト等を活用し、丁寧な対応を行ってい
る。

17 全課(子
育て施
設課) 評

価

多くの外国籍の方に利用者に制度を説明し、周知することが
出来た

人
権
全
般

安心・安
全のため
の連携と
協働

宛名管理システ
ムの管理

－ 宛名管理システムの共通マニュアルの整備に
協力するとともに、課内「宛名運用手順書」
を見直す。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

システム標準化に伴
い、次年度も運用手順
に変更点が無いか確認
が必要。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

日本語の理解が
困難な人へのや
さしい日本語に
よる対応

－ やさしい日本語による情報発信について職員
の理解と意識の向上を図り、実践に努める。

4 ①

引き続き、
実践してい
く必要があ
るため。

行政文書によっては文
量的にやさしい日本語
による発信が困難にな
るケースがあるため、
状況に応じて他の「わ
かりやすい」発信方法
を検討する必要があ
る。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

日本語の理解が
困難な人へのや
さしい日本語に
よる対応

－ 令和５年３月に作成した、やさしい日本語に
配慮した『岸和田市人権施策推進プラン【わ
かりやすい版】』を各公共施設や関係団体に
配架･配布し、周知啓発に努める。

4 ①

引き続き、
実践してい
く必要があ
るため。

行政文書によっては文
量的にやさしい日本語
による発信が困難にな
るケースがあるため、
状況に応じて他の「わ
かりやすい」発信方法
を検討する必要があ
る。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

日本語の理解が
困難な人へのや
さしい日本語に
よる対応

－ やさしい日本語版入所のしおりを作成、保育
所へ配布予定。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

―
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

17 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、日本語の理解が困難な人への
やさしい日本語による対応を考慮し、業務を進める計画をし
ていたが、今年度は依頼が無かったため、出来なかった。

17 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、日本語の理解が困難な
人へのやさしい日本語による対応を考慮し業務を進めてい
く。

17 全課(公
園緑地
課) 実

績

看板掲示件数
25公園

17 全課(公
園緑地
課) 評

価

様々な人にわかりやすい看板になった。

18 全課

実
績

ユニバーサルデザインフォントを使用した行政文書の作成に
努めた。

18 全課

評
価

様々な人に配慮した情報発信の一助になった。

18 全課(建
設管理
課) 実

績

12月12日から「ヘイトスピーチ、許さない」ポスターの掲示
及びチラシを配架。

18 全課(建
設管理
課) 評

価

市内各鉄道駅７駅の周辺自転車等駐車場の利用者に対し掲
示・配架を実施、啓発に寄与した。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

日本語の理解が
困難な人へのや
さしい日本語に
よる対応

－ 公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

日本語の理解が
困難な人へのや
さしい日本語に
よる対応

－ 公園内における注意案内に係る掲示物につい
て、ひらがなやユニバーサルデザイン等の表
記により様々な人にわかりやすい情報発信を
行う。

4 ①

わかりやす
い表記によ
り、市民の
気づきに繋
がっている
ため、継続
して実施す
る。

より効果的な情報発信
ができるように検討す
る。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

様々な人に配慮
した情報発信

－ すべての人が必要な情報を得られるよう、
様々な人に配慮した情報発信に努める。

5 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

特記事項なし

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

様々な人に配慮
した情報発信

－ 市営自転車等駐輪場に啓発チラシ等の配架・
掲示

3 ①

継続して啓
発を実施す
ることによ
り自転車等
駐車場の利
用者（社会
人及び学生
等）に考え
るきっかけ
を与える。

11月の女性や児童虐待
など時期によって内容
の異なるものを掲示・
配架したい。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

18 監査事
務局

実
績

決算審査意見書、定期監査結果報告の作成にあたり、今年度
からフォントをMS明朝からBIZ UD明朝に変更し公表した。
また、それ以外に各通知についても随時BIZ UD明朝に変更を
している。

18 監査事
務局

評
価

ユニバーサルデザインのフォントに変更したことで、より多
くの人に認知しやすいものとなった。

18 全課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

各課職員とやさしい日本語に関する情報を共有し、その趣旨
について共通認識を図った。

18 全課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

全庁での共通認識を図ることができた。

18 関係各
課(環境
保全課) 実

績

情報発信する際は、可能な範囲でUDフォントを使用した。ま
た、ホームページにおいてもアクセシビリティチェックを活
用した。

18 関係各
課(環境
保全課) 評

価

様々な人に配慮した情報発信を行った。

18 全課(障
害者支
援課) 実

績

各会議や研修などで障害者に対する情報保障について説明し
た。

18 全課(障
害者支
援課) 評

価

法の周知に取り組んだ。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

様々な人に配慮
した情報発信

－ 定期監査結果報告、決算審査意見書等の公表
文書について、文章や作表、フォント等が多
くの人に認知しやすくなっているか、配慮し
て作成する。表現に関して疑問点がある場合
は、人権･男女共同参画課と意見交換をす
る。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

定期監査及び決算審査
は実施するごとに必ず
文書を公表するもので
あり、多くの人に認知
しやすい表示・表現に
なっているか検討を続
ける。

人
権
全
般

様々な人に配慮
した情報発信

－ 再掲-17
令和５年３月に作成した、やさしい日本語に
配慮した『岸和田市人権施策推進プラン【わ
かりやすい版】』を各公共施設や関係団体に
配架･配布し、周知啓発に努める。

4 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

行政文書によっては文
量的にやさしい日本語
による発信が困難にな
るケースがあるため、
状況に応じて他の「わ
かりやすい」発信方法
を検討する必要があ
る。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

様々な人に配慮
した情報発信

－ 文書での情報発信の際には、積極的なUDフォ
ントの使用やCUDに配慮する。
またホームページにおいてもアクセシビリ
ティに配慮する。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

課員に対して、情報発
信する際は十分配慮す
るよう、周知を行う。

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

様々な人に配慮
した情報発信

－ 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニ
ケーション施策推進法」の周知に取り組む。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

多くの方に知ってもら
うため、効果的な周知
方法を検討する必要が
ある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

18 関係各
課(観光
課) 実

績

岸和田城パンフレットを多言語対応したものを配布した。
【対象】英語

18 関係各
課(観光
課) 評

価

対象者のニーズに対応できた。

18 関係各
課(公共
建築マ
ネジメ
ント課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、様々な人に配慮した情報発信
できる方法を考慮し、業務を進める計画をしていたが、今年
度は依頼が無かったため、出来なかった。

18 関係各
課(公共
建築マ
ネジメ
ント課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、様々な人に配慮した情
報発信できる方法を考慮し業務を進めていく。

18 全課(公
園緑地
課) 実

績

看板掲示件数
25公園

18 全課(公
園緑地
課) 評

価

様々な人にわかりやすい看板になった。

19 庁舎建
設準備
課 実

績

参加事業者がいなかったため公募を中止。

19 庁舎建
設準備
課 評

価

ー

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

様々な人に配慮
した情報発信

－ 観光案内マップの多言語版の配布
        市内の観光案内マップを多言語対応
したものを配布する。
【対象】英語、中国語（繁体字）、韓国語

3 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

（1）他の言語につい
ても作成する必要があ
る。
（2）記載された情報
を更新する必要があ
る。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

様々な人に配慮
した情報発信

－ 公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

様々な人に配慮
した情報発信

－ 公園内における注意案内に係る掲示物につい
て、イラストを併記することにより様々な人
にわかりやすい情報発信を行う。

4 ①

わかりやす
い表記によ
り、市民の
気づきに繋
がっている
ため、継続
して実施す
る。

より効果的な情報発信
ができるように検討す
る。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

バリアフリー及
びユニバーサル
デザインに配慮
した新庁舎設計

－ バリアフリー・キッズスペース・多目的トイ
レ・授乳室等、様々な人に必要な設備の整備
や、関連性を考慮した利用しやすい課の配置
とするなど、バリアフリー及びユニバーサル
デザインに配慮した新庁舎の設計を行う。令
和７年度は、設計施工事業者の公募を行う。

ー ①

配慮された
設計を継続
して求めて
いく。

より多くの事業者に公
募へ参加してもらう必
要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

19 関係各
課
(公共建
築マネ
ジメン
ト課)

実
績

バリアフリー及びユニバーサルデザインに配慮した新庁舎設
計に関して、協力依頼があれば協力する計画をしていたが、
今年度進展が無かったため、当課としては実施できなかっ
た。

19 関係各
課
(公共建
築マネ
ジメン
ト課)

評
価

今後、進展があり協力依頼があればバリアフリー及びユニ
バーサルデザインに配慮した新庁舎の実現できるよう協力し
ていく。

20 庁舎建
設準備
課 実

績

参加事業者がいなかったため公募を中止。

20 庁舎建
設準備
課 評

価

ー

20 関係各
課
(公共建
築マネ
ジメン
ト課)

実
績

各課窓口や相談室設置など、プライバシーに配慮した新庁舎
設計に関して、協力依頼があれば協力する計画をしていた
が、今年度進展が無かったため、当課としては実施できな
かった。

20 関係各
課
(公共建
築マネ
ジメン
ト課)

評
価

今後、進展があり協力依頼があれば各課窓口や相談室設置な
ど、プライバシーに配慮した新庁舎の実現できるよう協力し
ていく。

21 都市計
画課

実
績

デザイン委員会における協議等件数
総件数：10件（見込み）

21 都市計
画課

評
価

事業者等がバリアフリーやユニバーサルデザインに対する配
慮などを再認識する機会となった。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

バリアフリー及
びユニバーサル
デザインに配慮
した新庁舎設計

－ 新庁舎設計について担当課と連携しながら、
バリアフリー及びユニバーサルデザインに配
慮した新庁舎の実現に協力する。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

各課窓口や相談
室設置など、プ
ライバシーに配
慮した新庁舎設
計

－ 窓口に仕切り板を設けるとともに個別相談室
を充実させるなどプライバシーに配慮した新
庁舎の設計を行う。令和７年度は、設計施工
事業者の公募を行う。

ー ①

配慮された
設計を継続
して求めて
いく。

より多くの事業者に公
募へ参加してもらう必
要がある。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

各課窓口や相談
室設置など、プ
ライバシーに配
慮した新庁舎設
計

－ 公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

バリアフリー及
びユニバーサル
デザインに関す
る事業者への指
導や助言

－ 岸和田市環境デザイン委員会事業において、
協議内容など必要に応じて事業者への指導助
言を行う。

4 ①

継続して実
施する必要
性があるた
め

事業者によっては、バ
リアフリーやユニバー
サルデザインに考慮し
た計画がなされていな
い場合があり、本委員
会を通じて周知してい
く必要性がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

21 建設指
導課

実
績

〔事前協議件数〕：　2件

21 建設指
導課

評
価

事務を行うことによって、民間建築物のバリアフリー化を進
めることができた

21 交通ま
ちづく
り課 実

績

事前協議において開発工事にあわせて人にやさしく移動しや
すい道路整備に努めるよう意見回答

21 交通ま
ちづく
り課 評

価

個別計画により評価

22 広報広
聴課

実
績

「広報きしわだ」に使用する文字の全てをUDフォントとする
ことで可読性や視認性を高め、アクセシビリティの向上を達
成できた。

22 広報広
聴課

評
価

「広報きしわだ」に使用する文字の全てをUDフォントとする
ことで可読性や視認性を高め、アクセシビリティの向上を達
成できた。

22 IT推進
課

実
績

（１）LoGoフォーム操作研修
　　８日間に渡って実施、計92名参加
（２）LoGoフォーム個別相談会
　　４日間に渡って実施、計７件の相談あり。

22 IT推進
課

評
価

フォーム数が874個になり、オンライン化は進んでいる。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

バリアフリー及
びユニバーサル
デザインに関す
る事業者への指
導や助言

－ 公共施設及び民間建築物等のバリアフリー化
を進めるため、大阪府福祉のまちづくり条例
に係る事務を行う。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

市民、事業者、行政に
よる福祉のまちづくり
を進めるため、より効
果的な周知活動を検討
する。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

バリアフリー及
びユニバーサル
デザインに関す
る事業者への指
導や助言

－ バリアフリー重点整備地区内の開発行為に対
し、「岸和田市開発行為等の手続等に関する
条例」に基づく協議及び指示を行う。

5 ①

継続して実
施

法的拘束力がない

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

情報のバリアフ
リーの推進

－ 「広報きしわだ」に使用する文字は、原則、
ユニバーサルデザインフォントを使用し、可
読性、表示適性、視認性、識別性に配慮した
誰もが「見やすく」「読みやすい」ものであ
るよう心掛ける。

5 ①

継続してア
クセシビリ
ティに配慮
する必要が
あるため

UDフォントの利用料高
騰が著しいことが課題

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

情報のバリアフ
リーの推進

－ 電子申請サービス（LoGoフォーム）導入を進
め、来庁なしで電子申請できる公的手続きを
増やす。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

継続して各種手続きの
電子申請化に取組んで
いるが、まだ実施でき
ていない課がある。引
き続き実施に向けた支
援を行う必要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策
個別
事業

担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

(1)
令和７年度取組実績

22 議会事
務局総
務課

実
績

【点字版きしわだ議会だより】
　５月…18部、８月…18部、11月…18部、２月…未発行
【声のきしわだ議会だより】
　５月…47部、８月…46部、11月…46部、２月…未発行
【録画中継への字幕表示】
　利用しているYouTubeの字幕表示機能の仕様変更等により、
字幕表示ができない状況。

22 議会事
務局総
務課

評
価

議会だよりについては、障害のある市民に対しても情報発信
ができたが、録画中継への字幕表示は、代替方法が確立しな
かった。

23 住宅政
策課

実
績

①八木住宅１戸入居一般募集を実施。
②山下住宅１戸入居随時募集を実施。
③入居申込受付において大阪府下で発行された「パートナー
シップ宣誓書受領証」で関係を確認できる方を同居親族とし
ている。申込実績はなし
④相談実績なし　⑤市居住支援協議会が居住支援相談会を実
施。

23 住宅政
策課

評
価

バリアの少ない住まいの供給に取り組んだ。

24 交通ま
ちづく
り課 実

績

道路特定事業、都市公園特定事業について進捗確認を行っ
た。

24 交通ま
ちづく
り課 評

価

整備時期が長期に及ぶものがある

27 人権･男
女共同
参画課 実

績

下記人権啓発推進団体に対して助成金を交付した。
[団体]岸和田市人権協会、岸和田市人権啓発企業連絡会、人
権擁護委員協議会岸和田市地区委員会

27 人権･男
女共同
参画課 評

価

人権啓発推進団体の事業実施にあたり、その活動の一助とす
ることができた。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

情報のバリアフ
リーの推進

－ 視覚、聴覚などの障害で、必要な情報を得に
くい人にも障害のない人と同じ内容をできる
だけ早く得ることができるように、議会だよ
りや定例会・委員会などの録画中継につい
て、点字版の作成や字幕を入れるなどの配慮
を行う。
作成等に関して疑問点がある場合は、人権・
男女共同参画課と意見交換をする。
【作成予定の広報物】議会だより（５月・８
月・11月・２月）
【録画中継予定】各定例会（６月・９月・12
月・３月）の本会議及び常任委員会・特別委
員会

3 ①

障害のある
市民に対し
て、継続し
て情報発信
していく必
要がある。
字幕表示に
関しては、
方法を調
査・検討
中。

録画中継の字幕表示の
手法が課題。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

住まい探しにお
けるバリアフ
リーの推進

－ ①15歳未満の子を扶養する母子世帯用住宅の
入居募集を実施。
②車いす乗用車世帯向けの入居募集を実施。
③大阪府下で発行された「パートナーシップ
宣誓書受領証」で関係を確認できる方を同居
親族とし、市営住宅の入居申し込みの受付を
行う。
④入居拒否・入居差別の相談を対応
⑤要配慮者のための住まい探し相談会を案内
する。

5 ①

公営住宅の
目的に即
し、継続し
て取り組む
必要がある
ため。

①②について、募集可
能住居がなければ実施
できない。

人
権
全
般

様々なバ
リアの解
消とユニ
バーサル
デザイン
の推進

交通環境におけ
るバリアフリー
の推進

－ 岸和田市交通まちづくりアクションプラン
「バリアフリー基本構想編」に定めている特
定事業について事業者の進捗確認を行う。

3 ①

継続して実
施

財政措置が必要

人
権
全
般

人権に関
わる団体
などへの
支援

人権に関わる団
体の活動支援

－ 市民及び企業の人権意識の高揚に寄与するこ
とを目的に活動する人権啓発推進団体の事業
実施にあたり、その活動を支援すため助成金
を交付する。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

関係団体と日頃からの
コミュニケーションを
大切にすること。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

29 人権･男
女共同
参画課 実

績

市内事業所に対して、公正採用に関する国や大阪府の取
組や関係機関が実施する研修会について随時情報提供を
行った。

29 人権･男
女共同
参画課 評

価

市内事業所が公正採用について認識を深める機会となっ
た。

29 産業政
策課

実
績

相談があれば取り次ぎ、ホームページに相談窓口を掲載
した

29 産業政
策課

評
価

女性が抱える不安の解消や問題解決につなげるための相
談体制を周知することができた

30 人権･男
女共同
参画課 実

績

下記の時間帯で相談支援を実施した。
[日時]火曜日～土曜日9:00～17：00(祝日を除く)

30 人権･男
女共同
参画課 評

価

必要に応じ関係機関の紹介を行い、相談者の抱える不安
の解消や問題解決につなげることができた。

令和７年度岸和田市人権施策推進プラン実施計画書　人権全般に関わる施策（P.25-26）

女
性

女性の人
権擁護

女性差別
撤廃に向
けた取組
の推進

事業所に
おける差
別解消な
どの取組
の支援

岸和田市人権啓発企業連絡会と連携し、公正
採用選考人権啓発推進員制度の円滑な推進を
図り、市内事業所の人権啓発の充実と雇用の
機会均等に向けた取組を支援する。

（詳細）
国や大阪府、関係機関からの情報の提供

4 ②

研修会への
参加を促す
ため、申
込、周知方
法の改善を
検討する。

参加しやすい日程や参
加方法を検討する。

女
性

女性の人
権擁護

女性差別
撤廃に向
けた取組
の推進

事業所に
おける差
別解消な
どの取組
の支援

他の関係機関と連携し差別解消に向けて、事
業所などへ啓発や情報の提供を行う。

3 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

相談窓口を認知しても
らえるよう努める

女
性

女性の人
権擁護

女性差別
撤廃に向
けた取組
の推進

相談機関
の連携

人権問題に関する相談窓口において、相談者
の訴えに基づく事案の解決に向け、必要に応
じ関係機関に繋げ、連携により支援を進め
る。

5 ①

相談者の訴
えに基づく
事案の解決
に向け、継
続して実施
する必要が
あるため。

より多くの方に相談窓
口を認知してもらうた
め、さらに啓発活動を
進める必要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

31 人権･男
女共同
参画課

実
績

①映画上映会シネマ・デ・シエスタ
[日時]1月28日[作品]お就活 再春！人生ラプソディ[人
数]34人
②「女性の人権擁護」について、以下の広報媒体を用い
て啓発を実施した。[広報媒体]市ホームページ、広報き
しわだ、チラシ･ポスター

31 人権･男
女共同
参画課

評
価

市民が「女性の人権」について認識を深めるきっかけと
なった。

32 人権･男
女共同
参画課

実
績

①女性相談からＤＶ相談、ＤＶ相談から女性相談と、相
互に利用案内を行った。
②相談内容や相談希望日に応じて、当課の人権相談や広
報広聴課の法律相談を案内し連携して対応した。
③相談対応のなかで、ハラスメント相談窓口を案内し
た。

32 人権･男
女共同
参画課

評
価

①女性相談とＤＶ相談の相互連携が図れ、相談者への支
援を強化できた。
②人権相談や広報広聴課の法律相談と連携して対応して
いるが、ＤＶ法律相談の利用件数が多くなかった。
③人権相談対応のなかで、ハラスメント相談窓口を案内
できた。

33 人権･男
女共同
参画課

実
績

(1)自分の時間や生活をあきらめない！がんばらない介
護を考えよう!![日程]6月29日[人数]24人
(2)こどもプログラミングワークショップ[日程]7月27日
[人数]19人
(3)美味しいコーヒーの淹れ方[日程]11月22日[人数]16
人
(4)美味しいスパイスカレーの作り方[日程]1月17日[人
数]15人(5)おじさんきっちんきしわだのハンバーグ講座
[日程]2月28日[人数]（実施予定）
(6)きしわだ男女共同参画フォーラム『共育て』で叶え
るワーク・ライフ・バランス～あそびで家族を楽しも
う！～[日程]3月7日[人数]（実施予定）
(7)国際女性デーにちなんでミモザアイシングクッキー
を作ろう[日程]3月8日[人数]（実施予定）
②「性別役割分担意識」について、以下の広報媒体を用
いて啓発を実施した。[広報媒体]市ホームページ、広報
きしわだ、チラシ･ポスター

33 人権･男
女共同
参画課

評
価

市民が「性別役割分担意識の払しょく」について認識を
深めるきっかけとなった。

女
性

女性の人
権擁護

女性を取
り巻く犯
罪防止の
啓発

学習機会
の提供
（★）

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「女性の人権擁護」をテーマとした研修会
や講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

4 ②

継続して情
報提供を行
うとともに
啓発を実施
する必要が
あるため。

特記事項なし

女
性

女性の人
権擁護

複合的な
課題を抱
える女性
の人権を
守る施策

様々な取
組（★）

きしわだ男女共同参画推進プランに基づき、
男女共同参画の推進に向けた取組を進める。

（詳細）
①女性相談からＤＶ相談、ＤＶ相談から女性
相談と、相互に利用案内を行う。
②ＤＶ法の対象にならない人からの暴力に関
する相談については、人権相談で対応するな
ど、ＤＶ相談と人権相談の連携を図る。
③各種相談対応のなかで、必要に応じて、ハ
ラスメント相談窓口を案内する。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

より多くの方に相談窓
口を認知してもらうた
め、さらに啓発活動を
進める必要がある。

女
性

性別役割
分担意識
の払しょ
く

性別役割
分担意識
の払しょ
くのため
の啓発

学習機会
の提供
（★）

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「性別役割分担意識」をテーマとした研修
会や講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

5 ①

講座への参
加を促すた
め、申込、
周知方法の
改善を検討
する。

特記事項なし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

34 人権･男
女共同
参画課 実

績

(1)広報物作成の際には課内で十分に協議を行った。
(2)講座の講師にも大阪府の表現のガイドラインへの配
慮を依頼した

34 人権･男
女共同
参画課 評

価

性別による固定的な役割分担意識のない窓口業務、広報
活動を行うため、市職員が認識を深めるきっかけとなっ
た。

34 関係各
課(秘書
課) 実

績

(1)有功者表彰式・有功者の集い：案内文、次第等製作
(2)新年互礼会：案内文、次第、ホームページ等製作

34 関係各
課(秘書
課) 評

価

性別による固定的な役割分担意識を助長する表現は含ま
れていなかった。

34 関係各
課(環境
保全課) 実

績

広報物へのイラストや写真掲載については、性別の偏り
がないように配慮した。

34 関係各
課(環境
保全課) 評

価

性別役割分担意識を助長しないよう配慮した。

34 関係各
課(公園
緑地課) 実

績

看板掲示件数
25公園

34 関係各
課(公園
緑地課) 評

価

簡潔でわかりやすい表記に見直し、わかりやすい看板に
なった。

女
性

性別役割
分担意識
の払しょ
く

各課の広
報物など
における
表現の見
直し

関係課と
の連携に
よる表現
の点検
（★）

性別による役割分担意識を助長することのな
い、人権に配慮した広報物を作成するため、
必要に応じて広報物の主担課と協議を行う。

5 ①

性別による
役割分担意
識を助長す
ることのな
いよう、継
続して実施
する必要が
あるため。

大阪府の表現のガイド
ラインについて、引き
続き引き続き庁内周知
が必要。

女
性

性別役割
分担意識
の払しょ
く

各課の広
報物など
における
表現の見
直し

関係課と
の連携に
よる表現
の点検
（★）

有功者表彰式・新年互礼会等の内容・広報物
（ホームページ）に性別による固定的な役割
分担意識を助長する表現が含まれていないか
定期的に確認をする。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

今後、参加人数の変動
や開催方法の変更に応
じて、より効果的な周
知活動を検討する。

女
性

性別役割
分担意識
の払しょ
く

各課の広
報物など
における
表現の見
直し

関係課と
の連携に
よる表現
の点検
（★）

広報物等作成時にイラストや写真を使用する
際は、性別役割分担意識を助長しないよう配
慮する。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

課員に対して、広報物
へのイラストや写真掲
載について十分配慮す
るよう、周知を行う。

女
性

性別役割
分担意識
の払しょ
く

各課の広
報物など
における
表現の見
直し

関係課と
の連携に
よる表現
の点検
（★）

公園内における掲示物等の記載内容に配慮す
る。

5 ①

わかりやす
い表記によ
り、市民の
気づきに繋
がっている
ため、継続
して実施す
る。

より効果的な情報発信
ができるように検討す
る。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

34 関係各
課(議会
事務局
総務課) 実

績

◎実績
【議会だよりの発行】
　５月１日、８月１日、11月１日
　２月１日（発行予定）

【ホームページ掲載】
　随時

34 関係各
課(議会
事務局
総務課)

評
価

文章やイラスト等が性別による役割分担意識を助長する
表現になっていないか、配慮して作成できた。

34 関係各
課(郷土
文化課) 実

績

自然資料館特別展ポスター、チラシの作成、その他の掲
示物の掲示

34 関係各
課(郷土
文化課) 評

価

適切な表現、思い込みはないか確認した

34 関係各
課(選挙
管理委
員会事
務局)

実
績

令和7年4月6日執行の岸和田市長選挙及び令和7年7月20
日執行の第27回参議院議員通常選挙において選挙きしわ
だを発行（全戸配布）

34 関係各
課(選挙
管理委
員会事
務局)

評
価

全戸配布について、問題なく履行。また、選挙きしわだ
の内容について、苦情等に関する問い合わせはなかっ
た。

女
性

性別役割
分担意識
の払しょ
く

各課の広
報物など
における
表現の見
直し

関係課と
の連携に
よる表現
の点検
（★）

議会だよりやホームページ作成等の際、文章
やイラスト等が性別による役割分担意識を助
長する表現になっていないか配慮して作成す
る。表現に関して疑問点がある場合は人権・
男女共同参画課と意見交換をする。

（詳細）
議会だより（５月・８月・11月・２月） 5 ①

性別による
役割分担意
識を助長す
る表現に
なっていな
いかについ
て、継続し
て配慮し作
成していく
必要がある
ため。

特になし

女
性

性別役割
分担意識
の払しょ
く

各課の広
報物など
における
表現の見
直し

関係課と
の連携に
よる表現
の点検
（★）

提示するポスター、チラシの表現に留意す
る。

5 ①

作成ポス
ターだけで
なく、掲示
依頼が多
い、内容を
確認の上掲
示をおこ
なった

思い込みがないよう各
担当全員が意識してい
く

女
性

性別役割
分担意識
の払しょ
く

各課の広
報物など
における
表現の見
直し

関係課と
の連携に
よる表現
の点検
（★）

ホームページやリーフレット等において、性
別による役割分担を助長するような表現とな
らないよう配慮する。また、選挙時の案内や
学校等での模擬投票についても、同様に心掛
ける。表現に関して疑問点がある場合は、人
権・男女共同参画課と意見交換する。

5 ①

性別による
役割分担を
助長するよ
うな表現と
ならないよ
う配慮して
おり、主権
者教育時に
おける模擬
投票におい
ても同様に
対応してい
る。選挙に
関するお知
らせを配布
することは
必要である
と考えてい
る。

漏れなく戸別配布を実
施しているが、内容を
確認することなく処分
している方が多いよう
に感じる。引き続き配
布する予定ではある
が、見てもらいやすい
ような工夫が必要であ
ると感じる。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

35 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)市内８中学校で「デートＤＶ予防啓発講座」を開
催。
(2)パネル展、ホームページ、センターニュース「クレ
アシオン」等にて「女性に対する暴力をなくす運動期
間」について周知した。
②(1)相談窓口担当者会議を開催し、安全確保、継続支
援のための連携ができた。
(2)関係課と連携、役割分担をしてＤＶ被害者支援を
行った。

35 人権･男
女共同
参画課

評
価

①(1)希望があった全ての中学校で講座を開催できた。
事前アンケートではデートＤＶについて、「意味を知ら
ない」「聞いたことがない」と回答した生徒の割合が７
割以上だったのに対し、事後アンケートでは「よくわ
かった」「だいたいわかった」と回答した生徒の割合が
ほとんどの中学校で９割を超えており、啓発の効果を感
じられた。(2)広く市民に周知できた。
②(1)相談窓口担当者会議を開催し、情報共有や被害者
支援のための連携ができた【7/30・23人参加】。(2)大
阪府主催の支援調整会議に各種虐待担当課とともに参加
し、連携してＤＶ被害者支援を行うことができた。

36 市民課

実
績

ＤＶ・ストーカー行為などの被害者への支援措置として
「住民票の写し」及び「戸籍附票の写し」の交付・閲覧
制限を実施し個人情報の保護に努める。

36 市民課

評
価

支援措置対象者の住民票等の交付・閲覧制限を遺漏なく
行っている

女
性

女性への
暴力の根
絶

ＤＶ
(デート
ＤＶ)予
防と被害
者支援

岸和田市
ＤＶ対策
基本計画
の推進
（★）

岸和田市ＤＶ対策基本計画に基づき、 ＤＶ
（デートＤＶ）予防と被害者支援に向けた取
組を進める。

（詳細）
①市立中学校・高等学校でデートＤＶ予防啓
発講座を実施。
②相談内容に応じて、児童虐待、高齢者虐
待、障害者虐待の担当課と連携しＤＶ被害者
支援を行う。

4 ①

DV予防及び
相談者の訴
えに基づく
事案の解決
に向け、継
続して実施
する必要が
あるため。

DV事案対応時に被害者
を円滑に支援できるよ
う、各種虐待担当課の
業務を把握しておくこ
とが必要。

女
性

女性への
暴力の根
絶

ＤＶ
(デート
ＤＶ)予
防と被害
者支援

住民票な
どの交付
や閲覧の
制限によ
る支援措
置の実施

ＤＶ・ストーカー行為などの被害者への支援
措置として「住民票の写し」及び「戸籍附票
の写し」の交付・閲覧制限を実施し個人情報
の保護に努める。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

交付・閲覧制限内容に
遺漏のないよう、
チェック体制を万全に
する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

37 人権･男
女共同
参画課

実
績

(1)女性のためのプログラミングワークショップサポー
ター養成講座（全４回）[日程]7月10日、17日、24日、
27日[人数]合計12人
(2)年収の壁ってなあに？私にベストな働き方[日程]8月
30日[人数]24人
(3)女性のための起業応援講座 ～先輩のリアルストー
リーを聞こう[日程](a)11月1日/(b)11/30[人数](a)8人
/(b)7人
(4)自分の好きを仕事に変える～ネイル入門～[日程]12
月13日[人数]8人
(5)インスタで見つける私の一歩・はじめてのSNS活用講
座[日程]12月20日[人数]8人
(6)やりたいことをカタチにしよう！[日程]1月31日[人
数]●人

37 人権･男
女共同
参画課 評

価

就職・再就職・起業をめざす女性への支援として講座を
開催することができた。

37 子育て
支援課

実
績

①高等職業訓練促進給付金事業支給件数：20件
②自立支援教育訓練給付金事業
　講座指定件数：4件、支給申請件数：7件
③就労支援事業：2件

37 子育て
支援課

評
価

就職活動に有利な資格取得や就労相談等の支援を行うこ
とで、ひとり親家庭が自立して安定した生活を送ること
に繋がっている。

37 産業政
策課

実
績

①受講終了予定３名
②きしわだ就職フェアR7.9.26参加者76名、岸和田貝塚
合同就職面接会R8.2.13開催予定

37 産業政
策課

評
価

希望者に就職につながる機会を提供することができた

女
性

困難を抱
える人が
利用でき
るサービ
スの提供

自立を支
援する取
組の推進

様々な就
労支援の
取組
（★）

きしわだ男女共同参画推進プランに基づき、
就職・再就職・起業をめざす女性への支援を
進める。

（詳細）
就職・再就職・起業をめざす女性への支援

5 ①

引き続き継
続して実施
していく必
要があるた
め。

特記事項なし

女
性

困難を抱
える人が
利用でき
るサービ
スの提供

自立を支
援する取
組の推進

様々な就
労支援の
取組
（★）

ひとり親家庭の母親および父親に対し、就職
に繋がる資格を取得するための給付金の支給
やハローワークと連携した就労相談を行う。

（詳細）
高等職業訓練促進給付金事業
自立支援教育訓練給付金事業
就労支援事業

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

ひとり親家庭の母親お
よび父親のニーズ等を
踏まえ、活用可能な補
助金の利用と新たな事
業の実施の可否につい
て検討する。より円滑
な支援につながるよう
周知方法等を検討す
る。

女
性

困難を抱
える人が
利用でき
るサービ
スの提供

自立を支
援する取
組の推進

様々な就
労支援の
取組
（★）

①岸和田商工会議所、ハローワーク岸和田等
と連携する岸和田雇用対策委員会において、
再就職応援支援として、再就職に役立つ講座
を受講し資格取得した方に、その受講料の２
分の１を助成する事業を実施する（対象講
座：介護職員初任者研修、フォークリフト
等）
②ハローワーク岸和田等と連携し就職面接会
を実施

4 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

広く周知し、参加者を
増やし、就労支援を拡
大する
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

38 人権･男
女共同
参画課

実
績

①法律相談は18件、うち電話による相談は２件。（12月
末現在）
②関係課、関係機関との連携を行い、被害者の安全確
保、支援に努めた。
③関係課と連携、役割分担をしてＤＶ被害者支援を行っ
た。
④「つながりサポート事業」を実施した。
相談（電話、面接、メール、訪問）件数88件、フラット
スペース利用（居場所提供）54件、生理用品の提供129
パック

38 人権･男
女共同
参画課

評
価

①多様な手法の提供という点で評価できた。
②関係課、関係機関と連携した支援ができた。
③各種虐待担当課と連携し、被害者支援を行ったため。
④ふらっと立ち寄って相談できる「つながりサポート事
業」を実施。開催日に講座を組み合わせ、事業の周知を
図るなど、相談のきっかけづくりに取り組んだため。

39 全課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

①令和６年度末に令和７年度の実施計画を策定したた
め、年度当初からプラン推進に取り組むことができた。
②男女共同参画推進本部幹事・実務担当者を対象に「男
女共同参画の基礎知識」（eラーニング）・「見えない
壁を乗り越える～ジェンダー平等時代のリーダーシップ
～」 （YouTube動画）を実施し、受講者133人からアン
ケートの回答があった。

39 全課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

①各年度の重点目標は審議会の意見を踏まえて、幹事会
で決定するようにしているため、年度当初から計画に取
り組むことができた。
②幹事・実務担当者研修をeラーニングや動画受講にし
たことで、受講者の都合の良い時間に学習できる機会を
提供できた。

39 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、岸和田市男女共同参画推
進プランを考慮し、業務を進める計画をしていたが、今
年度は依頼が無かったため、出来なかった。

39 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、岸和田市男女共同
参画推進プランを考慮し業務を進めていく。

女
性

困難を抱
える人が
利用でき
るサービ
スの提供

女性が抱
える諸問
題の解決
のための
相談支援

様々な相
談窓口の
連携
（★）

庁内の相談窓口対応における体制や対応の共
通認識を図るため、相談窓口担当者会議の開
催する。また相談を受けた際は、必要に応じ
関係機関に繋げ、連携により支援を進める。

（詳細）
①ＤＶ被害者優先の「女性の弁護士による法
律相談」の電話による相談を継続。
②関係課、関係機関との連携を強化し被害者
の安全確保、支援を行う。
③相談内容に応じて、児童虐待、高齢者虐
待、障害者虐待の担当課と連携しＤＶ被害者
支援を行う。
④引き続き、「つながりサポート事業」を実
施。

5 ①

相談者の訴
えに基づく
事案の解決
に向け、継
続して実施
する必要が
あるため。

より多くの方に相談窓
口を認知してもらうた
め、さらに啓発活動を
進める必要がある。

女
性

男女共同
参画に関
わる施策
の推進

男女共同
参画に関
わる事業
実施計画
の推進

岸和田市
男女共同
参画推進
プランの
推進

きしわだ男女共同参画推進プランに基づき、
男女共同参画推進本部会議を開催する。

（詳細）
①プラン推進の体制強化のため、推進本部の
運営を見直す。
②男女共同参画推進本部実務担当者研修を実
施する。

5 ①

計画期間
（令和3年度
～令和12年
度）であ
り、継続し
て実施する
必要がある
ため。

研修後のアンケートで
は、今後もオンライン
研修を希望する割合が
86％であったが、より
良い開催方法について
検討が必要。

女
性

男女共同
参画に関
わる施策
の推進

男女共同
参画に関
わる事業
実施計画
の推進

岸和田市
男女共同
参画推進
プランの
推進

公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

40 人権教
育課

実
績

キャリア教育担当者会を通して、発達段階に応じて、子
どもたちにつけたい力を確認し、各校区ごとに一貫して
取組みができるよう情報共有を行っている。また、総合
的な学習を通して、子どもたち自身が自ら学び、深め、
行動につなげていけるよう進めている。

40 人権教
育課

評
価

キャリア教育を通して、一人ひとりの子どもたちがキャ
リアパスポートをもち、振り返り、次のステップの参考
に活用している。

41 人権教
育課

実
績

①人権を守る作品展の実施
　来場者数1362人
②人権作品集「なかま」の発行
　全児童生徒に配付

41 人権教
育課

評
価

人権を守る作品展では、昨年度より来場者が増加、ま
た、毎年児童生徒の純粋な願いや思いが込められた作品
を見た来場者の方々からの肯定的な感想が多く集まって
いる。例えば、「人権について改めて考える機会になっ
た。」等の感想があった。

41 生涯学
習課

実
績

令和７年度学び舎ゼミ
不登校「両方の考えを聞いてみよう　学校に戻りたい？
他の居場所を見つけたい？」
［テーマ］：第２回「再登校への処方箋」
［開催日］：９月７日
［講　師］：植木　希恵氏
［参加者］：14名

41 生涯学
習課

評
価

第２回のゼミで、不登校の解決に繋げるため、親子のバ
ウンダリー（自他境界）を大切に、基本的人権を尊重し
ようといったお話が印象に残った参加者が多く、子ども
の人権について学ぶ機会が提供できた。

42 関係各
課(子育
て施設
課)

実
績

保育実践、発達研修等について幅広く学ぶ研修を開催し
ている。

延べ5日開催
延べ307人参加 ※R7.12.23時点

42 関係各
課(子育
て施設
課)

評
価

保育現場における人権意識の高揚と実践力の向上につな
げることが出来た。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

子どもの
人権に配
慮した教
育の推進

発達段階
に応じた
人権教育
に対する
理解を深
めるため
の取組の
実施
（★）

人権教育研修を実施し、教職員の人権意識を
高め、幼児・児童・生徒の発達段階に応じた
人権に配慮した指導実践力の向上を図る。

5 ①

今後も継続
的に研鑽を
重ねる必要
があると考
えられるた
め。

次年度も子どもが主体
となって、活動ができ
るよう、それぞれの各
学校の取組みの好事例
を広げることが必要。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

子どもの
人権に配
慮した教
育の推進

子どもの
人権尊重
に関する
啓発事業
（★）

①人権を守る作品展の実施
②人権作品集「なかま」の発行

5 ①

今後も人権
尊重に関す
る啓発を継
続するた
め。

様々な人権課題につい
ての児童生徒への啓発
を行い、人権尊重の精
神を涵養していく必要
がある。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

子どもの
人権に配
慮した教
育の推進

子どもの
人権尊重
に関する
啓発事業
（★）

子どもの人権を学ぶ講座を実施予定。

5 ①

子どもの人
権に配慮し
た教育の推
進のため継
続して事業
を実施。

子どもの人権を尊重す
る教育の推進のため、
関連テーマでの講座企
画を継続して行う。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

子どもの
人権に配
慮した教
育の推進

保育や教
育に関わ
る人材へ
の研修
（★）

新規採用職員（保育士）研修や子どもの発達
を学ぶ研修など、年６回の主催研修を実施予
定。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

―
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

42 関係各
課(人権
教育課)

実
績

特別支援教育研修では、市内就学前機関から就学後機関
の教職員が研修を実施した。今年度は「通常の学級にお
ける特別支援教育の充実のために　～特別な教育的支援
を必要とする児童生徒への対応及び支援体制づくり～」
というテーマで、通常の学級でできる支援のあり方や必
要な配慮について講義を受けることができた。

42 関係各
課(人権
教育課) 評

価

今年度も、約100名の教職員が集まり、特別支援教育に
かかる、通常の学級での具体的な支援方法について、研
修を受けることができた。

43 人権教
育課

実
績

人権教育担当者会では、人権教育課作成の集団づくりの
チェックシートなど提示し、各学校園で活用できるよう
にした。また、校園長会、教頭会では、なかまづくり、
集団づくりについて、指示依頼を行った。

43 人権教
育課

評
価

チェックシートは、若い先生方にとっては、集団づくり
を見直す際に活用し、参考にしている。また、学年、学
校全体で子どもたちの成長に応じた学習の提供を行って
いる。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

子どもの
人権に配
慮した教
育の推進

保育や教
育に関わ
る人材へ
の研修
（★）

再掲-40
人権教育研修を実施し、教職員の人権意識を
高め、人権に配慮した指導実践力の向上を図
るとともに、幼児・児童・生徒の人権意識の
高揚につなげる。

5 ①

今後も継続
的に研鑽を
重ねる必要
があると考
えられるた
め。

次年度も子どものため
に何ができるのか、
様々な機関が集まり、
情報交流も含め、実施
を継続していきたい。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

子どもの
人権に配
慮した教
育の推進

なかまづ
くり・集
団づくり
の取組の
推進
（★）

人権感覚を育む集団づくりに資する人権教育
研修の実施。

5 ①

今後も集団
作り・なか
まづくりに
関する啓発
を継続する
ため。

よりよいなかまづく
り・集団づくりの推進
のために今後も推進す
る必要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

44 産業高
等学校

実
績

学習指導では、生徒自身が目標を達成するために基礎学
力を身に着け、生徒の人格を尊重し、個性の伸長をを図
るために教職員が協力して、指導を行った。
１学期には人権映画鑑賞、２学期には外部講師による人
権講話を行った。

44 産業高
等学校

評
価

映画の鑑賞や外部講師による講演会などを通して、自尊
感情の醸成に取り組んだ。

44 人権教
育課

実
績

様々な人権研修において、子どもたちに対して、自尊感
情を育むために、例えば、「一人ひとりのよいところみ
つけ」「子どもたちの掲示物や作品を通して、お互いの
良さを発見する」「集団の一員としての役割を持たせ
る」など各校の好事例を共有している。

44 人権教
育課

評
価

各学校の取組みについて、指導主事が学校に訪問した際
や学校からのヒアリングなどで情報共有を行っている。
また、学校での校務分掌でそれぞれの担当者が集まる会
議で、様々な取り組みを聞いて共有している。

45 学校教
育課

実
績

定期的な校園長会や指導主事の学校訪問を通じて随時取
り組んでいる

45 学校教
育課

評
価

随時情報モラル教育やAIの活用について内容の更新を周
知できた。

46 人権教
育課

実
績

支援学級・通級指導教室を含めた、適切な学びの場を検
討する就学支援委員会を年３回実施。就園支援委員会を
年１回実施。通級指導教室７教室増設置。

46 人権教
育課

評
価

支援の必要な子どもの適切な学びの場と支援方法を検討
することができた。また、通級指導教室担当者が、各校
をまわり、研修を行っている。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

子どもの
人権に配
慮した教
育の推進

自尊感情
を育む教
育の実施
（★）

人権教育研修を実施し、教職員の人権意識を
高め、人権に配慮した指導実践力の向上を図
るとともに、幼児・児童・生徒の自尊感情の
高揚につなげる。

5 ①

今後も継続
的に研鑽を
重ねる必要
があると考
えられるた
め。

次年度も生徒自身で考
え、自尊感情を醸成で
きるよう、教職員で生
徒の様子を把握し、同
じ方向で進めていける
よう情報共有を実施し
ていく。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

子どもの
人権に配
慮した教
育の推進

自尊感情
を育む教
育の実施
（★）

人権教育研修を実施し、教職員の人権意識を
高め、人権に配慮した指導実践力の向上を図
るとともに、幼児・児童・生徒の自尊感情の
高揚につなげる。

5 ①

今後も人権
尊重に関す
る啓発を継
続するた
め。

次年度も各学校の取組
みをつかみ、研修会な
どを通して、広げてい
きたい。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

子どもの
人権に配
慮した教
育の推進

児童生
徒・保護
者を対象
とした情
報モラル
教育の実
施（★）

情報モラル教育に関する事項について、随時
市内学校園と共有を行い、子どもへの学習機
会の提供にあたり、内容の更新に努める。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

特記事項なし

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

子どもの
人権に配
慮した教
育の推進

特別支援
教育の支
援体制の
充実
（★）

特別支援教育研修を実施し、支援学級担任や
通級指導教室担当の指導実践力の向上を図
る。

5 ①

今後も、支
援の必要な
子どもの学
びの場と支
援方法を検
討していく
ため。

就学支援が必要な児童
生徒についての、各関
係機関での情報共有を
進めていきたい。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

47 障害者
支援課

実
績

障害特性に応じたサービスの提供を実施した。
【主なサービス】①自立支援給付 ②障害児相談

47 障害者
支援課

評
価

障害特性に応じた療育やサービスを実施した。

47 子育て
支援課

実
績

事業所・施設等との連携を図るとともに、障害児福祉計
画に基づくサービスの提供を実施した。

47 子育て
支援課

評
価

多くの利用者に制度を説明し、サービスを提供した。

47 子育て
施設課

実
績

就学前施設に入所している障害児の数は128名

47 子育て
施設課

評
価

障害児に対する早期支援に大きな役割を果たしている。

48 子育て
支援課

実
績

関係機関と連携を図りつつ、障害児のライフステージに
応じた保健・医療・障害福祉・保育・教育等に関する切
れ目のない支援を実施した。

48 子育て
支援課

評
価

多くの利用者に制度を説明し、周知することができた。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

障害のあ
る子ども
の療育・
教育の推
進

障害特性
に応じた
療育や
サービス
の実施
（★）

障害特性に応じたサービスの提供を実施す
る。

（詳細）
①自立支援給付
②障害児相談

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

多くの方に制度を知っ
てしてもらうために、
より効果的な周知活動
を検討する。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

障害のあ
る子ども
の療育・
教育の推
進

障害特性
に応じた
療育や
サービス
の実施
（★）

障害のある児童が、障害児入所施設からの自
立やライフステージに合わせて、必要な障害
福祉サービス等を受けられるよう、事業所・
施設等との連携を図るとともに、障害児福祉
計画に基づくサービスの提供を推進する。

（詳細）
通所サービスに関する相談業務、通所受給者
証の申請に関する業務等。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

より円滑に支援につな
がるよう周知方法等を
検討する。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

障害のあ
る子ども
の療育・
教育の推
進

障害特性
に応じた
療育や
サービス
の実施
（★）

障害児に対する早期支援の充実（発達支援対
象児童の受入れ）を図る。

5 ①

支援が必要
な児童が増
加する中、
引き続き事
業の継続が
必要である

保育士の確保が課題で
ある。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

障害のあ
る子ども
の療育・
教育の推
進

障害特性
に応じた
環境の整
備（★）

障害児支援の体制整備にあたっては、子ど
も・子育て支援法（平成24年法律第65号）等
に基づく子育て支援施策との緊密な連携を図
りつつ、障害児のライフステージに応じた保
健・医療・障害福祉・保育・教育等に関する
切れ目のない支援を推進する。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

より円滑に支援につな
がるよう周知方法等を
検討する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

48 子育て
施設課

実
績

障害児を受入している就学前施設の数は33園

48 子育て
施設課

評
価

障害児に対する早期支援に大きな役割を果たしている。

48 人権教
育課

実
績

今年度支援学級を小学校、中学校のすべてに配置し環境
整備を行った。支援学級を小学校133学級、中学校70学
級、通級指導教室34教室設置した。

48 人権教
育課

評
価

支援の必要な子どもへの支援を充実させることができ
た。

49 障害者
支援課

実
績

令和3年10月から日常生活圏域に6ヶ所設置した委託相談
支援事業所において、様々な困りごとについて相談可能
な体制を引き続き確保していく。

49 障害者
支援課

評
価

相談支援の充実に努めた。

49 子育て
支援課

実
績

障害児の福祉に関する問題や介護者からの相談に応じ
て、必要な情報の提供や助言等を行うよう周知した。

49 子育て
支援課

評
価

相談者の抱える不安の解消や問題解決につなげることが
できた。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

障害のあ
る子ども
の療育・
教育の推
進

障害特性
に応じた
環境の整
備（★）

障害児に対する早期支援の充実（就学前施設
数の拡充）を図る。

5 ①

支援が必要
な児童が増
加する中、
引き続き事
業の継続が
必要である

保育士の確保が課題で
ある。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

障害のあ
る子ども
の療育・
教育の推
進

障害特性
に応じた
環境の整
備（★）

①支援学級・通級指導教室の整備
②発達相談員などによる支援相談
③就学支援委員会の運営

5 ①

今後も、支
援の必要な
子どもの学
びの場を提
供していく
ため。

通級指導教室を利用す
る児童生徒が増加して
おり、今後も必要な増
設置を進めていきた
い。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

障害のあ
る子ども
の療育・
教育の推
進

相談支援
の充実
（★）

令和３年10月から日常生活圏域に６ヶ所設置
した委託相談支援事業所において、様々な困
りごとについて相談可能な体制を引き続き確
保する。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

現在の契約期間が令和
8年9月末までとなって
おり、次回のプロポー
ザルに向けた検討が必
要である。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

障害のあ
る子ども
の療育・
教育の推
進

相談支援
の充実
（★）

相談支援事業所は、障害児の福祉に関する問
題や介護者からの相談に応じて、必要な情報
の提供や助言等を行う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

より円滑に支援につな
がるよう周知方法等を
検討する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

49 人権教
育課

実
績

発達相談員11名を派遣し、支援の必要な子どもたちの支
援相談や発達検査を行った。
相談件数…220件（R7.12現在）

49 人権教
育課

評
価

支援が必要な子どもの適切なアセスメントができた。支
援相談のニーズが高いことから相談件数も増加してい
る。

50 子ども
家庭課

実
績

左記の取組の他、ぱど等の情報誌への掲載、カンカンベ
イサイドモールでのパネル展示を行った。

50 子ども
家庭課

評
価

市民が虐待問題についての注意を深めるきっかけとなっ
た。

51 人権教
育課

実
績

◎実績
①児童虐待防止担当者会
「要保護児童対策地域協議会の機能と活用について」
子ども家庭課　小原　知也　氏
「虐待対応について」
子ども家庭課　秦　典子　氏
「性的虐待の対応と学校の情報管理について」
岸和田市SSW　大松　美輪　氏
　[参加者]：54人
②児童虐待防止事例研修
「児童虐待防止に向けた学校園での取組について」
～性的虐待に係る対応について～
岸和田市SSW　大松　美輪　氏
　[参加者]：45人

51 人権教
育課

評
価

教職員を対象とした虐待防止研修等を2回実施し、関係
機関の役割と活用についてや教育現場における児童虐待
の現状と支援について知識を深めることができた。ま
た、学校と関係機関連携が今後も重要であると思われ
る。

子
ど
も

子どもが
権利の主
体である
ことの理
解促進

障害のあ
る子ども
の療育・
教育の推
進

相談支援
の充実
（★）

①学識経験者や支援学校による学校支援
②発達相談員などによる支援相談
③就学支援委員会の運営

5 ①

毎年、各学
校からの相
談件数は多
いが、待機
期間の短縮
ができてい
るため。

支援相談のニーズが高
く、今後も必要な発達
相談員の確保を進めて
いきたい。

子
ど
も

子どもへ
の暴力の
根絶

児童虐待
の防止に
向けた取
組の推進

啓発事業
などの実
施（★）

児童虐待防止の取り組みとして虐待問題の注
意喚起を図る活動を行う。

（詳細）
〇広報紙へ相談窓口（岸和田児童虐待ホット
ライン）の掲載
〇児童虐待防止月間（11月）の活動
・関係機関及び町会・自治会へポスター掲示
依頼。
・庁内にてパネル展示。市職員へオレンジリ
ボンシールを配布。
・街頭傾啓発活動。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

特になし

子
ど
も

子どもへ
の暴力の
根絶

児童虐待
の防止に
向けた取
組の推進

教職員へ
の研修の
実施
（★）

①児童虐待防止担当者会の実施
②児童虐待防止事例研修の実施

5 ①

今後も児童
虐待に関す
る知識を深
める必要が
あるため。

毎年、各校の担当者の
入れ替わりがあり、対
応についての知識理解
や実践力の積み上げが
難しい。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

52 子ども
家庭課

実
績

左記の取組の他、ぱど等の情報誌への掲載、カンカンベ
イサイドモールでのパネル展示を行った。

52 子ども
家庭課

評
価

市民が虐待問題についての注意を深めるきっかけとなっ
た。

52 学校教
育課

実
績

定期的な校園長会や指導主事の学校訪問を通じて随時取
り組んでいる

52 学校教
育課

評
価

校園長会や学校への指導の際に周知することができた。

52 人権教
育課

実
績

セクハラ相談窓口担当者会・人権教育担当者会などで
「教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法
律」について周知し、子どもたちの人権を侵害する行為
であることを認識し、子どもにとっての学校が安心、安
全である場であることを確認する。

52 人権教
育課

評
価

教職員を対象とした研修でいのちの安全教育について伝
えることができた。また、校園長会においても、人事課
から、人権教育課からと服務について伝えている。

子
ど
も

子どもへ
の暴力の
根絶

体罰防止
に向けた
取組の推
進

体罰防止
のための
啓発
（★）

児童虐待防止の取り組みとして虐待問題の注
意喚起を図る活動を行う。

（詳細）
〇広報紙へ相談窓口（岸和田児童虐待ホット
ライン）の掲載
〇児童虐待防止月間（11月）の活動
・関係機関及び町会・自治会へポスター掲示
依頼。
・庁内にてパネル展示。市職員へオレンジリ
ボンシールを配布。
・街頭傾啓発活動。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

特になし

子
ど
も

子どもへ
の暴力の
根絶

体罰防止
に向けた
取組の推
進

体罰防止
のための
啓発
（★）

大阪府教育委員会「体罰防止マニュアル（平
成19年11月）」を各校へ随時周知する。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

特記事項なし

子
ど
も

子どもへ
の暴力の
根絶

体罰防止
に向けた
取組の推
進

体罰防止
のための
啓発
（★）

①セクハラ相談窓口担当者会の実施
②人権教育研修の実施

5 ①

今後も体罰
防止に向け
た学校園づ
くりを推進
する必要が
あるため。

毎年、各校の担当者の
入れ替わりもあること
から、毎年、研修を通
して、知識理解や実践
例などを伝えていく必
要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

53 子ども
家庭課

実
績

予定どおり会議が開催された。

53 子ども
家庭課

評
価

関係機関と課題や支援方針を共有し、支援の役割分担を
するなど連携と協力を継続している。

53 関係各
課(消防
本部) 実

績

新たな情報を周知
疑われる事案全て関係機関と連携協力

53 関係各
課(消防
本部)

評
価

根絶に向けて尽力している

54 子ども
家庭課

実
績

［相談件数］25,600件

54 子ども
家庭課

評
価

相談者のニーズに対し対応することができた。
必要に応じて関係機関と連携し、虐待予防や家庭支援を
行った。

子
ど
も

子どもへ
の暴力の
根絶

連携によ
る支援

岸和田市
子育て支
援地域協
議会（要
保護児童
対策地域
協議会）
における
関係機関
の連携と
協力
（★）

「障害児療育部会」「児童虐待防止ネット
ワーク部会」及び「子育て支援部会」にて、
関係機関と連携した子どもと家庭への支援を
実施する。特に「児童虐待防止ネットワーク
部会」において、児童虐待の重症化予防に向
けた取り組みを行う。

（詳細）
［児童虐待防止ネットワーク部会・開催会
議］
・要保護児童のモニタリング会議（年２回）
・在宅児・特定妊婦会議（毎月）
・要保護児童新規受理会議（毎月）
・ケース検討会議（随時）

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

会議での発表対象数が
増加しているため、会
議が長時間に及ぶと十
分な協議が難しくな
る。

子
ど
も

子どもへ
の暴力の
根絶

連携によ
る支援

岸和田市
子育て支
援地域協
議会（要
保護児童
対策地域
協議会）
における
関係機関
の連携と
協力
（★）

児童虐待防止ネットワーク部会に参加し情報
提供を受けるなど関係機関との連携を図る。
また研修会に参加し、教養を深め、救急隊員
への救急活動時における通報義務の周知を定
期的に実施する。

5 ①

早期発見、
継続的な防
止が不可欠
のため。

新たな情報を確実に周
知する。

子
ど
も

子どもへ
の暴力の
根絶

連携によ
る支援

こども家
庭すこや
かセン
ター（母
子保健、
児童福
祉）の相
談機能の
充実
（★）

子どもたちの健やかな成長のため、妊娠や子
育てに関することや児童虐待に関すること等
の子どもや家庭の問題について相談に応じ
る。相談対応の中で児童虐待の発生予防を心
がけ、早期発見、早期対応、並びに重症化や
再発の防止を図る。

（詳細）
・子ども家庭課ホームページ等にて相談窓口
の周知を行う。
・相談対応時、必要に応じて関係機関と連携
して子どもや家庭へ支援を行う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

様々な相談を対応する
中で、適切な助言と支
援が必要である。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

55 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]3月22日[作品]星に語りて/インターネットと人権
[人数]（実施予定）
(2)映画上映　きしわだ男女共同参画フォーラム内
[日程]3月7日[作品]わたしと人権2[人数]（実施予定）
②「いじめ問題」について、以下の広報媒体を用いて啓
発を実施した。[広報媒体]市ホームページ、チラシ･ポ
スター

55 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が「いじめ問題」について認識を深めるきっかけと
なった。

55 学校教
育課

実
績

SC18名、SSW６名を配置し、随時取り組んでいる
いじめ不登校対応研修２回開催
いじめ問題対策委員会２回開催

55 学校教
育課

評
価

いじめ未然防止のための対策検討、啓発することができ
た。

55 人権教
育課

実
績

①いじめ問題啓発児童生徒作品展の実施
　令和8年2月16日～24日実施予定
②「ストップ！いじめ」啓発カードの配布
令和8年3月配付予定
③教科道徳を通じて、いじめの未然防止に向け
て取り組んでいる。

55 人権教
育課

評
価

いじめに関する作品展やカード配付により、啓発に努め
ることができた。

子
ど
も

いじめ問
題への対
応

いじめの
未然防止
のための
啓発

いじめ防
止のため
の教育や
啓発の実
施（★）

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「いじめ問題」をテーマとした研修会や講
演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

4 ②

継続して実
施していく
必要がある
ため。

内容や周知方法に工夫
が必要。

子
ど
も

いじめ問
題への対
応

いじめの
未然防止
のための
啓発

いじめ防
止のため
の教育や
啓発の実
施（★）

ＳＣ(スクールカウンセラー)・ＳＳＷ（ス
クールソーシャルワーカー）の配置と教育相
談体制の充実を行い、いじめ不登校対応研
修、いじめ問題対策委員会を実施する。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

研修については、現場
のニーズや課題を把握
し、国や府の動向を踏
まえて実施する必要が
ある。

子
ど
も

いじめ問
題への対
応

いじめの
未然防止
のための
啓発

いじめ防
止のため
の教育や
啓発の実
施（★）

①いじめ問題啓発児童生徒作品展の実施
②「ストップ！いじめ」啓発カードの配付

5 ①

今後もいじ
め防止に向
けた学校園
づくりを推
進する必要
があるた
め。

作品展やカードによ
り、市内の児童生徒が
いじめについて考える
機会を持ててはいる一
方で、各校のいじめの
認知件数が０にはなら
ず、今後も継続した取
り組みは必要。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

56 人権･男
女共同
参画課 実

績

今年度対応実績なし

56 人権･男
女共同
参画課 評

価

今年度対応実績なし

56 学校教
育課

実
績

いじめ不登校対応研修２回開催
いじめ問題対策委員会２回開催

56 学校教
育課

評
価

いじめの早期発見と適切な対応について検討することが
できた。

56 人権教
育課

実
績

他課で各学校からいじめ認知報告状況調査を実施してい
る。学校教育部で確認し、学校への聞き取りや指導助言
を行っている。

56 人権教
育課

評
価

各学校では、学期ごとに生活アンケートを実施し、子ど
も実態把握に努めている。また、アンケートを複数で確
認し、児童生徒支援を実施している。

子
ど
も

いじめ問
題への対
応

いじめの
早期発見
と適切な
対応

岸和田市
いじめ防
止基本方
針に基づ
く対応
（★）

岸和田市いじめ防止基本方針に基づき、 い
じめ問題における重大事態が発生した場合、
その解決に向けた取組を進める。

（詳細）
いじめの事実に関する岸和田市教育委員会か
らの報告について、重大事態への対処または
当該重大事態と同種の事態の発生の防止のた
め必要がある場合、報告結果について再調査
を行うため、「岸和田市いじめ問題再調査委
員会」を設置する。調査結果に応じ必要な措
置を講じる。

- ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

重大事態が発生した場
合に備える必要がある
と考える。

子
ど
も

いじめ問
題への対
応

いじめの
早期発見
と適切な
対応

岸和田市
いじめ防
止基本方
針に基づ
く対応
（★）

いじめ不登校対応研修、いじめ問題対策委員
会を実施する。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

研修については、現場
のニーズや課題を把握
し、国や府の動向を踏
まえて実施する必要が
ある。

子
ど
も

いじめ問
題への対
応

いじめの
早期発見
と適切な
対応

岸和田市
いじめ防
止基本方
針に基づ
く対応
（★）

①いじめ問題啓発児童生徒作品展の実施
②「ストップ！いじめ」啓発カードの配付

5 ①

今後もいじ
め防止に向
けた学校園
づくりを推
進する必要
があるた
め。

次年度もいじめの早期
発見に向けて、学校と
連携し取組みを強化し
ていきたい。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

57 子ども
家庭課

実
績

相談窓口として適宜相談対応を実施し、必要に応じて関
係機関と連携し、虐待予防や家庭支援を行った。

57 子ども
家庭課

評
価

市民だけでなく、関係機関に対しても周知を継続するこ
とができた。

58 子ども
家庭課

実
績

［面接件数］1,300件

58 子ども
家庭課

評
価

妊娠届出時に全数面談を実施。子育てに関する相談窓口
の情報提供を行うことができた。

58 子育て
施設課

実
績

市内の地域子育て支援センター（2箇所）で乳幼児のい
る子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供を行い、
子育て支援を行っている。

58 子育て
施設課

評
価

保護者の情報交換・コミュニケーションの場として、大
きな役割を果たしている。

58 生涯学
習課

実
績

［開催施設数］：６館

58 生涯学
習課

評
価

乳幼児から未就学児の子どもと、その保護者が参加。先
輩ママに子育ての相談をしたり、保護者同志が情報交換
をすることにより、育児ストレスや不安を解消する。子
どもも、家とは違った場所で、同じ年代の子ども達との
びのびと遊ぶことができる。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

子育て支
援の充実

子育てに
おける相
談支援体
制の解消
（★）

子どもたちの健やかな成長のため、子育てに
関することや児童虐待に関すること等の子ど
もや家庭の問題について相談に応じる。相談
対応の中で児童虐待の発生予防を心がけ、早
期発見、早期対応、並びに重症化や再発の防
止を図る。

（詳細）
・子ども家庭課ホームページ等にて相談窓口
の周知を行う。
・相談対応時、必要に応じて関係機関と連携
して子どもや家庭へ支援を行う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

様々な相談を対応する
中で、適切な助言と支
援が必要である。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

子育て支
援の充実

子育てに
おける不
安の解消
（★）

妊娠届け出時に子育てに関する相談窓口の情
報提供を行う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

妊娠初期から必要な情
報提供を行うことで不
安解消に繋がる。ま
た、子育て期の相談支
援に応じることも重要
である。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

子育て支
援の充実

子育てに
おける不
安の解消
（★）

第３期岸和田市子ども・子育て支援事業計画
に基づく施策の推進（地域子育て支援拠点事
業）を図る。

5 ①

岸和田市子
ども・子育
て支援事業
計画の計画
期間（令和7
年度～11年
度）であ
り、継続し
て実施して
いく必要が
ある。

保育士の確保が課題で
ある。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

子育て支
援の充実

子育てに
おける不
安の解消
（★）

①キッズルーム
【対象】乳幼児と保護者
親の育児ストレスや育児不安の解消に保育室
を開放。
先輩ママを配置し、子育ての相談等に応じる
【会場】市内公民館　６箇所

5 ①

子育て支援
を行うた
め、キッズ
ルーム及び
先輩ママを
継続して実
施。

岸和田市に転入してき
た方や普段公民館を利
用する機会が少ない方
への周知を図る。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

59 子育て
支援課

実
績

①ひとり親家庭の母親及び父親に対し、就職に繋がる資
格を取得するための給付金の支給やハローワークと連絡
した就労相談を行った。
②DV被害者への相談支援及び母子生活支援施設への入所
措置を実施したほか、母子生活支援施設入所者に対し、
生活の早期安定できるよう支援を行った。

59 子育て
支援課

評
価

②HPにより市民へ周知することができた。

59 子育て
施設課

実
績

地域における保育施設、保育サービスに関する情報提
供、利用に向けての支援を行った。

59 子育て
施設課

評
価

保護者向けに相談支援を行っており、大きな役割を果た
してる。

60 福祉政
策課

実
績

参加者　中学３年生50名

60 福祉政
策課

評
価

予定していた学習会を週２回×３会場にて実施した。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

子育て支
援の充実

ひとり親
家庭の自
立支援事
業の推進
（★）

①ひとり親家庭の母親および父親に対し、就
職に繋がる資格を取得するための給付金の支
給やハローワークと連携した就労相談を行
う。
②母子生活支援施設等、関係施設との連携を
強化し、相談体制の整備を図るなど、母子家
庭における生活の早期安定を支援する。

（詳細）
①・高等職業訓練促進給付金事業
　・自立支援教育訓練給付金事業
　・就労支援事業
②・ＤＶ被害者への相談支援
　・母子生活支援施設利用に対する措置業務

4 ①

①継続して
実施してい
く必要があ
るため。
②継続して
実施してい
く必要があ
るため。

①より円滑に支援につ
ながるよう周知方法等
を検討する。
②より円滑に支援につ
ながるよう周知方法等
を検討する。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

子育て支
援の充実

ひとり親
家庭の自
立支援事
業の推進
（★）

第３期岸和田市子ども・子育て支援事業計画
に基づく施策の推進（利用者支援事業）を図
る。

5 ①

岸和田市子
ども・子育
て支援事業
計画の計画
期間（令和7
年度～11年
度）であ
り、継続し
て実施して
いく必要が
ある。

保育士の確保が課題で
ある。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

子育て支
援の充実

就学や進
学、学習
の支援
（★）

中学２、３年生を対象に高校進学に向けて学
力の向上をめざすとともに、進路相談や生活
相談を行う。〔学習支援事業〕

5 ①

毎年度一定
数の参加者
が見込まれ
るため

学習会出席率を高いま
ま維持すること。
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主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

60 教育総
務課

実
績

小学校就学奨励費　165,652千円
中学校就学奨励費　145,266千円

60 教育総
務課

評
価

滞りなく事務を執行

60 学校教
育課

実
績

児童生徒が抱える不安の解消や課題解決につなげるため
の相談体制を確保するため、教育相談室における相談事
業に随時取り組んでいる。

60 学校教
育課

評
価

教育相談室において児童生徒が抱える不安の解消や課題
解決につながる相談にのることができた。

60 人権教
育課

実
績

支援学級・通級指導教室を含めた、適切な学びの場を検
討する就学支援委員会を年3回実施。就園支援委員会を
年1回実施。

60 人権教
育課

評
価

就学相談や就園相談を行うにあたり、ご家族から丁寧に
子どもの様子を聞き、就学・進学に向けて相談を行っ
た。

60 生涯学
習課

実
績

［開催施設数］：16館

60 生涯学
習課

評
価

試験前などは利用が多い。学校が休みの期間中にも学習
の場を提供できている。昨年度から利用者数も増加傾向
であり、現状の運用を継続する。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

子育て支
援の充実

就学や進
学、学習
の支援
（★）

教育を受ける機会を保障するため、経済的理
由により就学が困難と認められる児童生徒の
保護者に対し、援助を行う。

（詳細）
①小学校就学奨励事業 ②中学校就学奨励事
業

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

より多くの保護者に就
学奨励制度制度を利用
していただく為に各学
校と協力し制度周知の
徹底を図る必要があ
る。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

子育て支
援の充実

就学や進
学、学習
の支援
（★）

児童生徒が抱える不安の解消や課題解決につ
なげるための相談体制を確保するため、教育
相談室における相談事業を行う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

教育相談室における相
談体制を引き続き充実
させていく必要があ
る。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

子育て支
援の充実

就学や進
学、学習
の支援
（★）

学識経験者や発達相談員による学校支援や支
援相談の実施。

5 ①

今後も、支
援の必要な
子どもの学
びの場をご
家族と一緒
に検討をし
ていく。

就学支援が必要な児童
生徒についての、各関
係機関での情報共有を
進めていきたい。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

子育て支
援の充実

就学や進
学、学習
の支援
（★）

①自習室の開放（通年：月祝除く）

5 ①

引き続き学
習支援を行
うため、自
習室を解放
する。

開放している日時、貸
室の周知により、利用
促進を図る。
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主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
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令和７年度取組実績
(2)
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(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

61 産業高
等学校

実
績

学校では、「生徒情報共有シート」等を活用し、教職員
で教育相談報告会を実施、具体的な支援方法を検討し
た。

61 産業高
等学校

評
価

SCやSSWなど専門の方と連携し、生徒への具体的な支援
や、校内の支援体制について助言を受けることができ
た。

61 学校教
育課

実
績

SC18名、SSW６名を配置し、随時取り組んでいる

61 学校教
育課

評
価

児童生徒が抱える不安の解消や課題解決につなげられる
よう、ニーズに応じた専門家への相談をすることができ
た。

61 人権教
育課

実
績

「特別支援教育専門家チームによる学校支援」として今
年度は、小・中学校19校へ年間1～2回、専門家を派遣。

61 人権教
育課

評
価

児童生徒への具体的な支援や、校内の支援体制について
助言を受けることができた。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

教育相談
体制の充
実

学校園に
おける相
談支援の
充実
（★）

ＳＣやＳＳＷ等の関係機関との連携を密に
し、生徒の相談、支援の充実につなげる。

5 ①

今後も特別
支援教育
に、専門家
のアセスメ
ントを生か
すため。

今後も専門の方との連
携を行い、生徒の支援
に努めていく。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

教育相談
体制の充
実

学校園に
おける相
談支援の
充実
（★）

ＳＣ(スクールカウンセラー)・ＳＳＷ（ス
クールソーシャルワーカー）の配置、各種相
談体制の充実を行う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

学校における相談体制
を引き続き充実させて
いく必要がある。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

教育相談
体制の充
実

学校園に
おける相
談支援の
充実
（★）

学識経験者による学校支援や支援相談の実
施。

5 ①

今後も特別
支援教育
に、専門家
のアセスメ
ントを生か
すため。

これまでの専門家に加
えて、学校の様々な
ニーズに対応した専門
家を、今後も選定して
いく必要がある。
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推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要
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令和８年度
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62 市民課

実
績

【相談者件数】０件
　無戸籍解消件数　０件
　保留案件数　０件

62 市民課

評
価

民法改正の施行を適切に案内することにより、新たな無
戸籍者が発生することはなかった。

63 学校教
育課

実
績

SC18名、SSW６名を配置し、随時取り組んでいる

63 学校教
育課

評
価

ニーズに応じた専門家への相談をすることができた。

63 人権教
育課

実
績

今年度は、無戸籍の子どもについての相談はなかった。
関係機関とは、連携を取りながら、情報共有を行ってい
る。

63 人権教
育課

評
価

今年度は、相談等はなかったが、関係機関との連携は、
継続していきたい。また、相談があった際には、発達的
な視点も含め、学識の方や発達専門の方にも助言をいた
だくなど考えていきたい。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

無戸籍の
子どもの
支援

戸籍取得
に向けた
支援

窓口相談者に対して戸籍に記載の意義を伝
え、令和６年４月１日より無戸籍問題を解消
するための民法改正が施行された旨を説明し
「無戸籍の方の戸籍をつくるための手引書」
およびリーフレット配布により相談に応じ
る。無戸籍者に随時連絡をとり早期解決に向
けた支援をする。
裁判手続を開始した際には、仮住民票の作成
やそれに伴い受けることができる行政サービ
スを状況に応じて各関係課に取り次ぎを行
い、無戸籍者の情報把握に漏れがないよう努
める。引き続き、法務局へ無戸籍に関する月
次報告を行う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

引き続き、子の福祉を
念頭に置き、適切に案
内を行う。今後、新た
に無戸籍者が生じた場
合は、解消できるよう
相談者との連絡を継続
し、情報把握と解決に
向けた支援に努める必
要がある。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

無戸籍の
子どもの
支援

学校園に
おける対
応・支援
（★）

ＳＣ(スクールカウンセラー)・ＳＳＷ（ス
クールソーシャルワーカー）の配置、各種相
談体制の充実を行う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

学校における相談体制
を引き続き充実させて
いく必要がある。

子
ど
も

相談・支
援体制の
充実

無戸籍の
子どもの
支援

学校園に
おける対
応・支援
（★）

関係課と連携し、無戸籍の子どもの支援・相
談対応の実施。

3 ①

相談があれ
ば、対応を
行う。

関係機関との連携を継
続し、相談があれば、
対応をしていく。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

64 全課(子
育て支
援課) 実

績

岸和田市子ども・子育て会議を２回開催

64 全課(子
育て支
援課) 評

価

重点項目であった第3期岸和田市子ども・子育て支援事
業計画の進捗管理を行った。

64 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、岸和田市子ども・子育て
支援事業計画を考慮し、業務を進める計画をしていた
が、今年度は依頼が無かったため、出来なかった。

64 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、岸和田市子ども・
子育て支援事業計画を考慮し業務を進めていく。

65 全課(子
育て支
援課) 実

績

障害者施策推進協議会を2回開催した。

65 全課(子
育て支
援課) 評

価

該当の計画に基づき事業を実施した。
また、計画の進捗管理を行った。

65 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、岸和田市障害者計画・障
害福祉計画・障害児福祉計画を考慮し、業務を進める計
画をしていたが、今年度は依頼が無かったため、出来な
かった。

65 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、岸和田市障害者計
画・障害福祉計画・障害児福祉計画を考慮し業務を進め
ていく。

子
ど
も

子どもに
関わる施
策の推進

子どもに
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
子ども・
子育て支
援事業計
画の推進

子ども・子育て支援法第２条を踏まえ、同法
第61条の規定に基づき、岸和田市子ども・子
育て支援事業計画において市民の教育・保育
や子育て支援事業を行う。

（詳細）
岸和田市子ども・子育て会議の開催
【令和７年度重点項目】第３期岸和田市子ど
も・子育て支援事業計画の進捗管理。

5 ①

計画期間
（令和７年
度～令和11
年度）であ
り、継続し
て実施して
いく必要が
あるため。

来年度から２カ年で策
定予定をしている
「（仮称）岸和田市こ
ども計画」へ包含する
ための検討の必要があ
るため。

子
ど
も

子どもに
関わる施
策の推進

子どもに
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
子ども・
子育て支
援事業計
画の推進

公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

子
ど
も

子どもに
関わる施
策の推進

子どもに
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画の推進

児童福祉法第 33 条の 20 第 1項に基づく岸
和田市障害児福祉計画により、障害福祉サー
ビス等の提供体制や自立支援給付等の事業を
行う。

（詳細）
障害者施策推進協議会の開催
【令和７年度取組項目】第3期障害児福祉計
画の進捗管理。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

特になし

子
ど
も

子どもに
関わる施
策の推進

子どもに
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画の推進

公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

66 全課

実
績

(1)校区別人権問題研修「なるほど！人権セミナー」
[日程]10～11月[作品]あなたのいる庭[場所]市内小学校
区20か所[講師]職員
[人数]593人
(2)映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]5月18日[作品]夕焼け/言葉があるから[人数]12人
(3)映画上映会＆プレーパークin岸和田
[日程]10月25日[講師]認定NPO法人こどもの里[人数]40
人
(4)出前講座（八木南地区）
[日程]2月14日[人数]（実施予定）

66 全課

評
価

DV防止の講座では開催しなかったが、人権問題研修を実
施の際、児童虐待防止について周知することができた。

66 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、岸和田市男女共同参画推
進プランを考慮し、業務を進める計画をしていたが、今
年度は依頼が無かったため、出来なかった。

66 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、岸和田市男女共同
参画推進プランを考慮し業務を進めていく。

67 子育て
支援課

実
績

岸和田市子ども・子育て会議を２回開催

67 子育て
支援課

評
価

重点項目である第3期岸和田市子ども・子育て支援事業
計画を実施。

子
ど
も

子どもに
関わる施
策の推進

子どもに
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
男女共同
参画推進
プランの
推進

きしわだ男女共同参画推進プランに基づき、
児童虐待防止のための取組を進める。

（詳細）
市民を対象に、ＤＶ防止のための講座を開催
する際に、児童虐待についても触れる。

5 ②

継続的に実
施する必要
があるた
め。

市民対象のＤＶ防止講
座は参加希望が少ない
傾向にあるので、内容
や周知方法に工夫が必
要。

子
ど
も

子どもに
関わる施
策の推進

子どもに
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
男女共同
参画推進
プランの
推進

公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

子
ど
も

子どもに
関わる施
策の推進

子どもに
関わる事
業実施計
画の推進

子どもへ
の様々な
支援
（★）

岸和田市子ども・子育て支援事業計画に基づ
き、関係課において、子ども・子育て家庭を
対象とした支援事業の量の見込み及び確保量
における計画を推進する。

（詳細）
放課後児童健全育成事業の量の見込みと確保
量の進捗管理、ファミリー・サポート・セン
ター事業の量の見込みと確保量の進捗管理

5 ①

計画期間
（令和７年
度～令和11
年度）であ
り、継続し
て実施して
いく必要が
あるため。

子育て支援に関する
ニーズなどを踏まえ
て、第3期計画から新
たに加わる子育て支援
事業を着実に実施する
必要があるため。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

67 子ども
家庭課

実
績

子育て短期支援事業の利用延べ日数：21日（12月末現
在）

67 子ども
家庭課

評
価

子育て短期支援事業の契約施設が１施設増えたことによ
り、利用受入できるケースが少し増えた。

67 子育て
施設課

実
績

保育環境の向上に向け、引き続き取り組んでいくことと
し、施策の進行管理については、子ども・子育て会議に
おいて行っている。

67 子育て
施設課

評
価

―

67 学校教
育課

実
績

SC18名、SSW６名を配置し、随時取り組んでいる

67 学校教
育課

評
価

ニーズに応じた専門家への相談をすることができた。

67 人権教
育課

実
績

様々な個別の人権課題を通して、子どもたちにとっての
最善の利益を考え、また安心して安全に過ごすことがで
きる学校生活の充実に向け、助言や検討を学校と一緒に
進めている。

67 人権教
育課

評
価

学校との連携については、継続して進めている。しか
し、学校が子どものために対応があるときは、課として
も支援をできるよう取り組んでいる。

子
ど
も

子どもに
関わる施
策の推進

子どもに
関わる事
業実施計
画の推進

子どもへ
の様々な
支援
（★）

岸和田市子ども・子育て支援事業計画に基づ
く事業を推進していく。

（詳細）
・子育て短期支援事業（ショートステイ、ト
ワイライトステイ）
・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事
業

4 ①

利用希望者
への対応を
継続してい
く必要があ
るため。

子育て短期支援事業の
利用希望があった際に
施設の受け入れ体制が
整わないことがある。

子
ど
も

子どもに
関わる施
策の推進

子どもに
関わる事
業実施計
画の推進

子どもへ
の様々な
支援
（★）

第３期岸和田市子ども・子育て支援事業計画
に基づく施策の推進を図る。

5 ①

岸和田市子
ども・子育
て支援事業
計画の計画
期間（令和7
年度～11年
度）であ
り、継続し
て実施して
いく必要が
ある。

保育士の確保が課題で
ある。

子
ど
も

子どもに
関わる施
策の推進

子どもに
関わる事
業実施計
画の推進

子どもへ
の様々な
支援
（★）

ＳＣ(スクールカウンセラー)・ＳＳＷ（ス
クールソーシャルワーカー）の配置、各種相
談体制の充実を行う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

学校における相談体制
を引き続き充実させて
いく必要がある。

子
ど
も

子どもに
関わる施
策の推進

子どもに
関わる事
業実施計
画の推進

子どもへ
の様々な
支援
（★）

①人権教育担当者会の実施
②人権教育研修の実施

5 ①

今後も人権
尊重に関す
る啓発を継
続するた
め。

各学校では、様々な課
題に対し、取組みをす
すめているが、次年度
も取組みに対しての支
援と情報提供（教職員
に対しての研修。子ど
もたちに対しての研
修、教材など）ができ
るよう課としても組織
体制で実施していきた
い。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

68 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)講座「自分の時間や生活をあきらめない！がんば
らない介護を考えよう!!がんばらない介護を考えよ
う!!」
[日程]6月29日[講師]一般社団法人ソーシャルサポート
会
代表理事　川口　朋寿氏[人数]24人
(2)映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]10月16日[作品]カンパニュラの夢[人数]10人
(3)映画上映会シネマ・デ・シエスタ
[日時]1月28日[作品]お終活再春！人生ラプソディー[人
数]34人
②「高齢者の人権」について、以下の広報媒体を用いて
啓発を実施した。
[広報媒体]市ホームページ、広報きしわだ、チラシ･ポ
スター

68 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が人権問題について認識を深めるきっかけとなっ
た。

68 福祉政
策課

実
績

計48回（4箇所×12回）福祉まるごと相談を実施。

68 福祉政
策課

評
価

相談者に対し、必要な情報を提供することができた。開
催にあたり、多くの市民に周知することができた。

68 生涯学
習課

実
績

［開 設 数］: 20大学

68 生涯学
習課

評
価

昨年度より「中央シニアカレッジ」が新設され、より活
動が活発になった。
高齢者が自ら学習することにより、健康で活気に満ちた
生活を送る。

高
齢
者

高齢者が
権利の主
体である
ことの理
解促進、
自己決定
権の尊重

自分らし
い生き方
の支援

学習機会
の提供と
効果の把
握（★）

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。事業によりアンケートを実施
し、効果の把握に努める。

（詳細）
①「高齢者の人権」をテーマとした研修会や
講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

4 ②

継続的に実
施する必要
があるた
め。

引き続き、高齢者の人
権を学習できる機会づ
くりに努める。

高
齢
者

高齢者が
権利の主
体である
ことの理
解促進、
自己決定
権の尊重

自分らし
い生き方
の支援

学習機会
の提供と
効果の把
握（★）

市内４か所、各月一回　福祉まるごと相談を
開催。社会資源の情報提供を行い　高齢者の
自己決定の助けを行う。

4 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

効果把握のための取り
組み実施について検討
していく必要がある。

高
齢
者

高齢者が
権利の主
体である
ことの理
解促進、
自己決定
権の尊重

自分らし
い生き方
の支援

学習機会
の提供と
効果の把
握（★）

高齢者大学
学びを通して、生きがいのある生活を送れる
ようにする。
【対象】65歳以上の高齢者
【会場】市内公民館　20大学

5 ①

高齢者の学
習意欲を高
め、生きが
いのある生
活を送れる
ようにする
ため継続し
て実施。

応援講座の開催等によ
り大学を周知し、新規
加入者を増やす。
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(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要
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(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

69 住宅政
策課

実
績

①ホームページでの情報提供
②市居住支援協議会が居住支援相談会を実施。

69 住宅政
策課

評
価

社会福祉協議会等関係機関と連携し、要配慮者に対して
住まいに関する情報提供に取り組んだ。

70 交通ま
ちづく
り課 実

績

地域が主体となった生活交通確保に向けて令和６年度の
実績も踏まえ、支援体制や進め方をまとめたガイドライ
ンを作成するととともに、市内２地区において支援の協
議を行う分科会を設立。

70 交通ま
ちづく
り課 評

価

分科会を開催し支援に向けた方向性の協議ができた。

71 人権･男
女共同
参画課 実

績

「成年後見制度」について、以下の広報媒体を用いて啓
発を実施した。[広報媒体]市ホームページ、広報きしわ
だ、チラシ･ポスター

71 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が人権問題について認識を深めるきっかけとなっ
た。

71 福祉政
策課

実
績

岸和田市成年後見センターにおいてパンフレットにて周
知啓発を行った。また、市ホームページに、成年後見セ
ンターのページを新たに作成した。

71 福祉政
策課

評
価

市ホームページを作成したことにより更なる周知に繋
がった。

高
齢
者

高齢者が
権利の主
体である
ことの理
解促進、
自己決定
権の尊重

自分らし
い生き方
の支援

要配慮者
のための
住宅に関
する情報
の提供

①サービス付き高齢者向け住宅に関する情報
を提供
②要配慮者等を対象とした居住支援相談会を
案内

5 ①

継続して取
り組む必要
があるた
め。

多くの方に相談窓口を
認知してもらうため
に、より効果的な周知
活動を検討する。

高
齢
者

高齢者が
権利の主
体である
ことの理
解促進、
自己決定
権の尊重

自分らし
い生き方
の支援

移動手段
の確保の
ための取
組の推進

地域における移動手段の確保に向けての支
援。

（詳細）
地域主体による生活交通確保に向け、地域の
移動ニーズの把握や運営母体の設立及び交通
システム導入のための仕組みづくりについて
支援する。

3 ①

継続して実
施する必要
がある

地域内での合意形成、
運行事業者との調整、
法令上の建付け

高
齢
者

高齢者が
権利の主
体である
ことの理
解促進、
自己決定
権の尊重

権利擁護
制度の普
及

成年後見
制度への
理解促進

様々な広報媒体により「成年後見制度」に関
する啓発を行う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

特記事項なし

高
齢
者

高齢者が
権利の主
体である
ことの理
解促進、
自己決定
権の尊重

権利擁護
制度の普
及

成年後見
制度への
理解促進

パンフレット作成等により介護者からの相談
について周知啓発を行う。

4 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

より多くの市民に周知
することが課題。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

72 福祉政
策課

実
績

権利擁護センターとの権利擁護支援会議を計12回開催。

72 福祉政
策課

評
価

センターとの連携を密にすることで、要支援者の実態把
握及び問題解決に向けた対応を早期に行うことができ
た。

73 福祉政
策課

実
績

市民後見人養成講座を開催。
[内容]ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ･6月7日（岸和田会場24名参加）、基礎
講習計4回（2名参加）、実務講習計5回（2名参加）。

73 福祉政
策課

評
価

市民が市民後見人について認識を深め、活動を進める機
会となった。

74 人権教
育課

実
績

福祉教育担当者会
社会福祉協議会　[参加者]：61人
福祉担当課より福祉教育の講座について、案内があり、
学校では、年間計画に位置付けて、取り組んでいる。

74 人権教
育課

評
価

各学校では、教科に重ね合わせ、車いす体験、アイマス
ク体験、要約筆記体験など体験活動を実施した。多くの
学校で福祉教育の講座の活用が増えている。

75 福祉政
策課

実
績

認知症サポーター養成講座を開催。
12/11　久米田看護専門学校　37名
12/16　城内小学校5年生　110名（予定）

75 福祉政
策課

評
価

多くの児童生徒へ認知症について認識を深める機会と
なった。

高
齢
者

高齢者が
権利の主
体である
ことの理
解促進、
自己決定
権の尊重

権利擁護
制度の普
及

権利擁護
センター
の機能充
実（★）

行政と権利擁護センターが連絡を取り合い、
高齢者の契約締結能力に疑義ある高齢者への
支援について早期介入に努める。

5 ①

継続して連
携していく
必要がある
ため。

特になし

高
齢
者

高齢者が
権利の主
体である
ことの理
解促進、
自己決定
権の尊重

権利擁護
制度の普
及

市民後見
人の養成
と活動の
推進
（★）

権利擁護センターと連携し、市民後見人の養
成と市民後見人への法律相談の場を提供する
等により活動推進を行う。

5 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

特になし

高
齢
者

高齢者が
権利の主
体である
ことの理
解促進、
自己決定
権の尊重

福祉教
育・社会
貢献教育
の推進

授業など
での取組
による理
解促進
（★）

社会福祉協議会と連携した福祉教育推進事業
の実施。

5 ①

今後も福祉
教育に関す
る実践を継
続するた
め。

他課と連携し、福祉教
育プログラムを活用し
ていく必要がある。

高
齢
者

高齢者が
権利の主
体である
ことの理
解促進、
自己決定
権の尊重

福祉教
育・社会
貢献教育
の推進

家庭・地
域におけ
る学習機
会の充実
（★）

小学校や、その他専門学校での認知症サポー
ター養成講座を通じて、認知症を持つ高齢者
の尊厳の尊重の重要性と支援の必要性につい
て啓発する。

5 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

より多くの小学生児童
に認知症高齢者等の理
解を深め、支援につい
て周知できるよう活動
する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

76 人権･男
女共同
参画課

実
績

①映画上映会シネマ・デ・シエスタ
[日時]11月19日[作品]ベトナムの風に吹かれて[人数]28
人
②「高齢者の人権」について、以下の広報媒体を用いて
啓発を実施した。
[広報媒体]市ホームページ、広報きしわだ、チラシ･ポ
スター

76 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が人権問題について認識を深めるきっかけとなっ
た。

76 福祉政
策課

実
績

「岸和田市認知症ケアパス」を令和5年中に改訂。令和7
年度に2,000部増刷。広報きしわだ12月号に認知症特集
ページを掲載。

76 福祉政
策課

評
価

広報きしわだに掲載した特集やイベントに多数反響があ
り、一定周知を行えた。

77 福祉政
策課

実
績

開催日時：令和7年10月23日
参加人数：50人
開催内容：第一部　講演「認知症と受診の基礎を学ぶ」
　　　　　第二部　座談会

77 福祉政
策課

評
価

ご家族の方や当事者の方、介護職の方などが、日ごろの
思いや悩みなどを気軽に話せる機会となった。

78 福祉政
策課

実
績

令和7年6月25日地域包括支援センターが主催の新人ケア
マネージャー研修に講師として参加。

78 福祉政
策課

評
価

福祉や介護に関わる人材に対して、高齢者や認知症当事
者について認識を深める機会を提供することができた。

高
齢
者

高齢者へ
の差別の
解消

高齢者、
認知症当
事者への
理解促進
と介護者
支援

啓発事業
などの実
施（★）

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「高齢者及び認知症当事者の人権」をテー
マとした研修会や講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

4 ②

継続的に実
施する必要
があるた
め。

引き続き、高齢者の人
権を学習できる機会づ
くりに努める。

高
齢
者

高齢者へ
の差別の
解消

高齢者、
認知症当
事者への
理解促進
と介護者
支援

啓発事業
などの実
施（★）

パンフレット作成等により介護者からの相談
について周知啓発を行う。

5 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

より多くの市民に周知
することが課題。

高
齢
者

高齢者へ
の差別の
解消

高齢者、
認知症当
事者への
理解促進
と介護者
支援

「認知症
の人を支
える家族
のつど
い」を実
施

【概要】「認知症の人を支える家族のつど
い」を実施。詳細は未定。

5 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

より多くの市民に周知
することが課題。

高
齢
者

高齢者へ
の差別の
解消

高齢者、
認知症当
事者への
理解促進
と介護者
支援

福祉や介
護に関わ
る人材へ
の研修

ケアマネージャー研修の場で高齢者の養護者
も支援する法律であることを説明し介護者支
援も同時に行われることを伝える。

5 ①

引き続き理
解促進のた
め講師依頼
に応じる。

講師育成への取り組み
について検討していく
必要がある
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

78 障害者
支援課

実
績

関係機関等が実施する研修について、障害福祉関係事務
所への情報提供により、参加を促した。

78 障害者
支援課

評
価

福祉や介護に関わる研修について情報提供した。

78 介護保
険課

実
績

らくらく介護教室を開催
日時：10/29～11/26の間の毎週水曜日、全５回
内容：介護保険制度や認知症について、福祉用具につい
て、フレイル予防・転倒予防について等の講義や実習
参加者数：実人数21名、延人数69名

78 介護保
険課

評
価

介護に関する正しい知識を身につけてもらうこと、相談
窓口など制度についての理解を進めることが出来た。

79 福祉政
策課

実
績

養成講座22回開催計452名参加（12/12時点）

79 福祉政
策課

評
価

市民が認知症について認識を深める機会となった。

高
齢
者

高齢者へ
の差別の
解消

高齢者、
認知症当
事者への
理解促進
と介護者
支援

福祉や介
護に関わ
る人材へ
の研修

関係機関等が実施する研修について、障害福
祉関係事務所への情報提供により、参加を促
す。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

参加を希望する方に情
報がいきわたるよう、
引き続き周知が必要で
ある。

高
齢
者

高齢者へ
の差別の
解消

高齢者、
認知症当
事者への
理解促進
と介護者
支援

福祉や介
護に関わ
る人材へ
の研修

介護を担う人が正しい知識を身につけて介護
と向き合うことで、身体的かつ精神的な負担
を軽減すること、介護が必要になった時の手
続きの方法や相談窓口の場所等を知ってもら
うことを目的に「らくらく介護教室」（１
クール５回）を開催予定。

3 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

市内社会福祉法人に委
託して実施している
が、受託を希望する法
人が少ないため、委託
内容等を検討する必要
あり。

高
齢
者

高齢者へ
の差別の
解消

高齢者、
認知症当
事者への
理解促進
と介護者
支援

認知症サ
ポーター
の養成

【概要】認知症サポーター養成講座終了者に
対しサポーターの証であるオレンジリングを
配布する。

5 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

特になし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

80 人権･男
女共同
参画課

実
績

①講座「自分の時間や生活をあきらめない！がんばらな
い介護を考えよう!!」
[日程]6月29日[講師]一般社団法人ソーシャルサポート
会
代表理事　川口　朋寿氏[人数]24人
②「高齢者の人権」について、以下の広報媒体を用いて
啓発を実施した。
[広報媒体]市ホームページ、広報きしわだ、チラシ･ポ
スター

80 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が高齢者虐待について認識を深めるきっかけとなっ
た。

80 福祉政
策課

実
績

計12回虐待対応実務者会議を開催した。
対象者へのアンケート等、効果把握の取組実績はなし。
検討する必要がある。
[対象]関係機関の虐待対応実務者

80 福祉政
策課

評
価

虐待対応実務者が虐待対応について認識を深める機会と
なった。
関係機関と連携し、相談者の問題解決につなげることが
できた。

81 市民課

実
績

 ＤＶ・ストーカー行為などの被害者への支援措置とし
て「住民票の写し」及び「戸籍附票の写し」の交付・閲
覧制限を実施し個人情報の保護に努める。

81 市民課

評
価

支援措置対象者の住民票等の交付・閲覧制限を遺漏なく
行っている

高
齢
者

高齢者虐
待の防止
と被害者
の安全確
保、擁護
者支援

虐待の防
止に向け
た取組の
推進

学習機会
の提供と
効果の把
握（★）

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。事業によりアンケートを実施
し、効果の把握に努める。

（詳細）
①「高齢者虐待」をテーマとした研修会や講
演会、映画上映会の実施　②様々な広報媒体
を用いた啓発

4 ②

継続的に実
施する必要
があるた
め。

引き続き、高齢者の人
権を学習できる機会づ
くりに努める。

高
齢
者

高齢者虐
待の防止
と被害者
の安全確
保、擁護
者支援

虐待の防
止に向け
た取組の
推進

学習機会
の提供と
効果の把
握（★）

高齢者虐待対応実務者の会議を１回/月開催
し、対応のフォローアップを行う。

5 ①

引き続き会
議への参加
に努める。

効果把握の取組の実施

高
齢
者

高齢者虐
待の防止
と被害者
の安全確
保、擁護
者支援

虐待の防
止に向け
た取組の
推進

住民票な
どの交付
や閲覧の
制限によ
る支援措
置の実施

ＤＶ・ストーカー行為などの被害者への支援
措置として「住民票の写し」及び「戸籍附票
の写し」の交付・閲覧制限を実施し個人情報
の保護に努める。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

交付・閲覧制限内容に
遺漏のないよう、
チェック体制を万全に
する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

82 福祉政
策課

実
績

計12回虐待対応実務者会議を開催した。
[対象]関係機関の虐待対応実務者

82 福祉政
策課

評
価

虐待対応実務者が虐待対応について認識を深める機会と
なった。
関係機関と連携し、相談者の問題解決につなげることが
できた。

83 福祉政
策課

実
績

連携を行い協働している。

83 福祉政
策課

評
価

相談者の問題解決につなげることができた。

84 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

男女共同参画センターの夜間管理業務をシルバー人材セ
ンターに委託した。[委託内容]市職員勤務時間外の窓口
業務

84 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

社会参加の一助とすることができた。

84 関係各
課(総務
管財課) 実

績

①令和７年４月１日から令和８年３月31日までの契約期
間で100％達成見込み。
②令和７年７月から令和８年２月にわたり、100％達成
見込み。　　　　③令和７年６月１日から令和８年３月
31日までの契約期間で100％達成見込み。

84 関係各
課(総務
管財課) 評

価

当該業務は滞りなく実施しており、来年度も同様の業務
を委託する予定。

高
齢
者

高齢者虐
待の防止
と被害者
の安全確
保、擁護
者支援

連携によ
る支援

高齢者虐
待ネット
ワークの
連携によ
る支援

高齢者虐待対応実務者の会議を１回/月開催
し、関係機関との対応の連携を行う。

5 ①

引き続き会
議への参加
に努める。

特になし

高
齢
者

高齢者虐
待の防止
と被害者
の安全確
保、擁護
者支援

連携によ
る支援

地域包括
支援の推
進（★）

地域包括支援センターと情報共有等の連携を
行い協働する。

5 ①

引き続き協
働に努め
る。

通報先を周知するため
の方法を検討

高
齢
者

高齢者の
生きがい
づくりと
社会参加
の促進

社会参加
の機会づ
くり

シルバー
人材セン
ターの活
用

高齢者の社会参加を図るため、シルバー人材
センターを活用する。

（詳細）
【委託内容】夜間の施設管理業務（通年）

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

今後も引き続き委託で
きるよう予算確保を行
う。

高
齢
者

高齢者の
生きがい
づくりと
社会参加
の促進

社会参加
の機会づ
くり

シルバー
人材セン
ターの活
用

①総務管財課が所管する公用車管理者内での
公用車に関する管理業務
【実施日】令和７年４月１日から令和８年３
月31日まで
②総務管財課管理地の除草作業
【実施日】令和７年７月から令和８年２月ま
で
③岸和田市内の公共施設を巡回し、文書等の
集配をおこなう業務
【実施日】令和７年６月１日から令和８年３
月31日まで

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

③シルバーに急な事故
やトラブルが発生した
際、本庁職員がすぐ対
応できるようにしなけ
ればならない。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

84 関係各
課(市民
セン
ター課)

実
績

夜間、休日の施設管理業務委託を契約締結した。

84 関係各
課(市民
セン
ター課)

評
価

高齢者の社会参加の一助となった。

84 関係各
課(農林
水産課) 実

績

①日常管理　従事者２人
②随時契約　従事者26人

84 関係各
課(農林
水産課) 評

価

高齢者の雇用促進の安定等を配慮でき、社会参加の充実
も図れた。

84 関係各
課(道路
整備課) 実

績

当初の予定どうり業務を実施することができた。

84 関係各
課(道路
整備課) 評

価

高齢者の雇用・就業機会の確保、地域に貢献することが
できた。

84 関係各
課(公園
緑地課) 実

績

シルバー作業件数
18公園（29件）

84 関係各
課(公園
緑地課) 評

価

シルバーで行えるできる限りの公園清掃等の委託を行っ
ている。

高
齢
者

高齢者の
生きがい
づくりと
社会参加
の促進

社会参加
の機会づ
くり

シルバー
人材セン
ターの活
用

高齢者の就労支援に資する業務については、
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基
づき、高齢者の社会参加の充実を図るため、
シルバー人材センターを活用する。

（詳細）
【委託内容】夜間の施設管理業務の委託（通
年）

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

引き続き、高齢者の社
会参加の充実を図るた
め、シルバー人材セン
ターの活用を検討す
る。

高
齢
者

高齢者の
生きがい
づくりと
社会参加
の促進

社会参加
の機会づ
くり

シルバー
人材セン
ターの活
用

久米田池の清掃管理をシルバー人材センター
に委託し、高齢者の社会参加の充実を図る。

5 ①

引き続き継
続して実施
していく必
要があるた
め

引き続き、高齢者の社
会参加の充実を図る。

高
齢
者

高齢者の
生きがい
づくりと
社会参加
の促進

社会参加
の機会づ
くり

シルバー
人材セン
ターの活
用

高齢者の社会参加の充実を図るため、シル
バー人材センターを活用する。

（詳細）
【委託内容】道路施設等の維持管理業務
【主な施設】岸和田駅前広場（他６件）
【委託期間】令和７年４月１日から令和８年
３月31日まで

5 ①

道路施設等
の維持する
ため、継続
的な実施が
必要である
ため

今後も継続していくた
め、予算等の確保が課
題

高
齢
者

高齢者の
生きがい
づくりと
社会参加
の促進

社会参加
の機会づ
くり

シルバー
人材セン
ターの活
用

高齢者の社会参加の充実を図るため、シル
バー人材センターを活用する。

（詳細）
【委託内容】公園内の清掃等

5 ①

高齢者の社
会参加の充
実を図るた
め、継続し
て実施す
る。

簡易作業委託なので意
思疎通もできており、
課題はない。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

84 関係各
課(生涯
学習課) 実

績

12館でシルバー人材センターへ業務を委託

84 関係各
課(生涯
学習課) 評

価

高齢者の雇用促進につながっている。

84 関係各
課(ス
ポーツ
振興課)

実
績

シルバー人材センターを活用し、市民プール軽作業等を
委託した。

84 関係各
課(ス
ポーツ
振興課)

評
価

高齢者の社会参加の機会をつくることができた。

84 関係各
課(選挙
管理委
員会事
務局)

実
績

・令和7年4月6日執行の岸和田市長選挙における選挙公
報配布業務委託（委託期間：令和7年3月31日～4月7日、
契約金額：2,182,155円）
・令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙にお
ける選挙公報配布業務委託（委託期間：令和7年7月6日
～7月18日、契約金額：2,491,099円）
・令和7年4月6日執行の岸和田市長選挙における選挙き
しわだ配布業務委託（委託期間：令和7年3月21日～3月
28日、契約金額：1,992,943円）
・令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙にお
ける選挙きしわだ配布業務委託（委託期間：令和7年6月
27日～7月3日、契約金額：1,989,674円）

84 関係各
課(選挙
管理委
員会事
務局)

評
価

シルバー人材センターに委託し、問題なく履行できた。

高
齢
者

高齢者の
生きがい
づくりと
社会参加
の促進

社会参加
の機会づ
くり

シルバー
人材セン
ターの活
用

高齢者の社会参加の充実を図るため、シル
バー人材センターを活用する。

（詳細）
【委託内容】夜間の施設管理業務の委託（通
年）

5 ①

高齢者の雇
用促進のた
め、事業を
継続。

特になし

高
齢
者

高齢者の
生きがい
づくりと
社会参加
の促進

社会参加
の機会づ
くり

シルバー
人材セン
ターの活
用

高齢者の社会参加の充実を図るため、シル
バー人材センターを活用する。

（詳細）
【委託内容】夏季の市営プール開設に係る市
民プール軽作業等業務を委託。
【委託期間】主に夏季の市営プール開設時
期。

5 ①

社会参加の
機会づくり
の必要性が
あるため

特になし

高
齢
者

高齢者の
生きがい
づくりと
社会参加
の促進

社会参加
の機会づ
くり

シルバー
人材セン
ターの活
用

高齢者の社会参加の充実を図るため、シル
バー人材センターを活用する。

（詳細）
【委託内容】選挙きしわだや選挙公報の全戸
配布
【作成予定の広報物】令和７年７月に執行が
予定される参議院議員通常選挙合において
は、選挙公報など
【委託期間】未定

5 ①

滞りなく全
戸配布業務
が遂行でき
ている

特になし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

85 人権教
育課

実
績

各学校では、地域の見守りボランティアの方、学校行事
への招待、緑化活動など高齢の方と触れ合う機会を実施
している。

85 人権教
育課

評
価

地域の方や高齢の方を招待するなどの取組みを縮小して
いたが、現在、実施校も増えてきた。

86 福祉政
策課

実
績

令和8年3月12日に開催予定

86 福祉政
策課

評
価

高齢者の社会参加の機会となった。
開催にあたり、多くの市民に周知することができる（予
定）

87 産業政
策課

実
績

①受講終了予定３名
②きしわだ就職フェアR7.9.26参加者76名、岸和田貝塚
合同就職面接会R8.2.13開催予定

87 産業政
策課

評
価

希望者に就職につながる機会を提供することができた

88 全課(福
祉政策
課) 実

績

第５次岸和田市地域福祉計画の進捗評価作業を実施。
また、第６次計画策定に向けて、令和7年12月3日に地域
福祉推進委員会を実施した。

88 全課(福
祉政策
課) 評

価

地域福祉推進委員会において、各委員から第５次計画お
よび第６次計画にかかる意見をいただくことができた。

高
齢
者

高齢者の
生きがい
づくりと
社会参加
の促進

社会参加
の機会づ
くり

高齢者を
招いたふ
れあい教
育の実施

社会福祉協議会と連携した福祉教育推進事業
の実施。

5 ①

今後も福祉
教育に関す
る実践を継
続するた
め。

よりよい取組みは、各
学校園には、広げてい
きたい。

高
齢
者

高齢者の
生きがい
づくりと
社会参加
の促進

社会参加
の機会づ
くり

関係団体
の活動支
援（★）

岸和田市認知症ケア（KDC）の活動支援を通
じて高齢者の社会参加の促進を行う。

（詳細）
活動報告会の実施に関する支援

5 ①

引き続き社
会参加促進
として開催
に努める。

特になし

高
齢
者

高齢者の
生きがい
づくりと
社会参加
の促進

就業支援
の推進

就労に向
けた支援
の実施

①岸和田商工会議所、ハローワーク岸和田等
と連携する岸和田雇用対策委員会において、
再就職応援支援として、再就職に役立つ講座
を受講し資格取得した方に、その受講料の２
分の１を助成する事業を実施する（対象講
座：介護職員初任者研修、フォークリフト
等）
②ハローワーク岸和田等と連携し就職面接会
を実施

4 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

広く周知し、参加者を
増やし、就労支援を拡
大する

高
齢
者

高齢者に
関わる施
策の推進

高齢者に
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
地域福祉
計画・地
域福祉活
動推進計
画の推進

令和４年３月策定の第５次計画の進捗評価を
行い取り組み内容、成果、課題、今後の方向
性について検討する。なお、岸和田市社会福
祉協議会の活動推進計画とは独立して策定。

5 ①

計画期間で
あり、継続
して実施す
る必要があ
るため。

第６次計画の策定を推
進していく。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

88 全課(産
業政策
課) 実

績

就職模擬面接会R7.11.19　参加者9名

88 全課(産
業政策
課)

評
価

次のステップにつながる機会となった

88 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、岸和田市地域福祉計画・
地域福祉活動推進計画を考慮し、業務を進める計画をし
ていたが、今年度は依頼が無かったため、出来なかっ
た。

88 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、岸和田市地域福祉
計画・地域福祉活動推進計画を考慮し業務を進めてい
く。

88 全課(廃
棄物対
策課)

実
績

①115件
②349件

88 全課(廃
棄物対
策課)

評
価

昨年に引き続き一定の申請件数があった。

高
齢
者

高齢者に
関わる施
策の推進

高齢者に
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
地域福祉
計画・地
域福祉活
動推進計
画の推進

障害者就業・生活支援センターやおおさか人
材雇用開発人権センター等と連携し、支援や
就職模擬面接会を実施。

4 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

今後も事業を継続し、
高齢者が社会参加して
いけるよう支援する

高
齢
者

高齢者に
関わる施
策の推進

高齢者に
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
地域福祉
計画・地
域福祉活
動推進計
画の推進

公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

高
齢
者

高齢者に
関わる施
策の推進

高齢者に
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
地域福祉
計画・地
域福祉活
動推進計
画の推進

①粗大ごみの運び出しが困難な高齢者の世帯
を対象に、職員が粗大ごみを屋内から運び出
して収集する「ふれあい収集」を行う。
②紙おむつ給付または助成を受ける介護保険
利用者の方に、普通ごみ指定袋の給付（減免
措置）を行う。

4 ①

継続し実施
していく必
要がある
為。

①高齢世帯が多く、不
要になった大型家具な
どの排出が困難な方々
が今後も一定数いると
思われる。また普通ご
み指定袋についても同
様に考えられる。要綱
の整理等を検討中であ
る。
②環境事務所に返戻と
なった普通ごみ指定袋
の再送を要望されるこ
とが多い為、発送方法
等について検討する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

89 全課

実
績

講座「自分の時間や生活をあきらめない！がんばらない
介護を考えよう!!」
[日程]6月29日[講師]一般社団法人ソーシャルサポート
会
代表理事　川口　朋寿氏[人数]24人

89 全課

評
価

DV防止のための講座を開催する際には実施できなかった
が、別の講座で実施した。

89 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、岸和田市男女共同参画推
進プランを考慮し、業務を進める計画をしていたが、今
年度は依頼が無かったため、出来なかった。

89 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、岸和田市男女共同
参画推進プランを考慮し業務を進めていく。

89 全課(産
業政策
課) 実

績

就職模擬面接会R7.11.19　参加者9名

89 全課(産
業政策
課) 評

価

次のステップにつながる機会となった

90 福祉政
策課

実
績

第５次岸和田市地域福祉計画の進捗評価作業を実施。
また、第６次計画策定に向けて、令和7年12月3日に地域
福祉推進委員会を実施した。

90 福祉政
策課

評
価

地域福祉推進委員会において、各委員から第５次計画お
よび第６次計画にかかる意見をいただくことができた。

高
齢
者

高齢者に
関わる施
策の推進

高齢者に
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
男女共同
参画推進
プランの
推進

きしわだ男女共同参画推進プランに基づき、
高齢者虐待の防止に向けた取組を進める。

（詳細）
市民を対象に、ＤＶ防止のための講座を開催
する際に、高齢者虐待についても触れる。

3 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

市民対象のＤＶ防止講
座は参加希望が少ない
傾向にあるので、内容
や周知方法に工夫が必
要。

高
齢
者

高齢者に
関わる施
策の推進

高齢者に
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
男女共同
参画推進
プランの
推進

公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

高
齢
者

高齢者に
関わる施
策の推進

高齢者に
関わる事
業実施計
画の推進

岸和田市
男女共同
参画推進
プランの
推進

再掲-88
障害者就業・生活支援センターやおおさか人
材雇用開発人権センター等と連携し、支援や
就職模擬面接会を実施。

4 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

今後も事業を継続し、
高齢者が社会参加して
いけるよう支援する

高
齢
者

高齢者に
関わる施
策の推進

高齢者に
関わる事
業実施計
画の推進

高齢者へ
の様々な
支援
（★）

再掲-88
令和４年３月策定の第５次計画の進捗評価を
行い取り組み内容、成果、課題、今後の方向
性について検討する。なお、社協の活動推進
計画とは独立して策定。

5 ①

計画期間で
あり、継続
して実施す
る必要があ
るため。

第６次計画の策定を推
進していく。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

91 人事課

実
績

手話奉仕員養成講座に職員を3名派遣し、障害理解の促
進と啓発を行った。

91 人事課

評
価

庁内職員に対して周知・啓発を実施することができた。

91 人権･男
女共同
参画課

実
績

①新規採用職員研修
[日程]４月１日[対象]新規採用職員
[講師]人権･男女共同参画課及び障害者支援課職員
②(1)人権を考える市民の集い
「誰もが輝ける場所が必ずある」
[日程]12月6日[アンケート]テーマに対する理解・関心
が深まった93.8％[人数]210人
(2)出前講座（(a)民生委員・児童委員協議会(b)東ケ丘
地区）
(a)[日程]8月26日[人数]212人[作品]シェアしてみたら
わかったこと
(b)[日程]11月9日[人数]39人[作品]無関心ではいけな
い！障害者の人権

91 人権･男
女共同
参画課

評
価

市職員が障害及び障害のある人の人権について認識を深
めるきっかけとなった。

91 障害者
支援課

実
績

(1)[テーマ]障害者差別解消法について [日程]４月１日
[対象]新人職員 [講師]人権・男女共同参画課及び障害
者支援課職員 [参加者]85名
(2)[テーマ]障害者差別解消法について [日程]４月17日
[対象]新任課長 [講師]障害者支援課長 [参加者]12名

91 障害者
支援課

評
価

市職員が障害及び障害のある人についての理解を深める
ことができた。

障
害

市職員・
教職員へ
の障害理
解に関す
る研修の
充実

障害及び
障害のあ
る人につ
いて理解
し、業務
に反映す
るための
市職員・
教職員へ
の研修

市職員へ
の研修の
実施

それぞれの障がい特性を理解し、障がいのあ
る方がどのようなことに困っているかなどに
ついて知ってもらう研修を実施し、障害理解
の促進と啓発を行う。新規採用職員研修プロ
グラムに障害者についての内容を取り入れ
る。

4 ①

引き続き継
続していく
必要がある
ため。

特になし

障
害

市職員・
教職員へ
の障害理
解に関す
る研修の
充実

障害及び
障害のあ
る人につ
いて理解
し、業務
に反映す
るための
市職員・
教職員へ
の研修

市職員へ
の研修の
実施

障害者差別解消法の内容の理解を深め、行政
に求められる合理的配慮などについて学習
し、知識の向上を図る機会を提供する。

（詳細）
①「障害者差別解消法」をテーマとした新規
採用職員研修及び新任課長研修の実施
②当事者やその関係者を講師とした研修会の
実施

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

人権を考える市民の集
いでは、若年層の参加
を促すことができた。
引き続き幅広く市民が
参加できるよう、研修
内容等を検討する。

障
害

市職員・
教職員へ
の障害理
解に関す
る研修の
充実

障害及び
障害のあ
る人につ
いて理解
し、業務
に反映す
るための
市職員・
教職員へ
の研修

市職員へ
の研修の
実施

障害者差別解消法の内容の理解を深め、行政
に求められる合理的配慮などについて学習
し、知識の向上を図る。

（詳細）
４月中に新規採用職員、４月中に新任課長に
研修を実施する。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

研修効果を上げるた
め、より良い研修内容
を検討する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

92 人権教
育課

実
績

①特別支援教育研修「通常の学級における特別支援教育
の充実のために」～特別な教育的支援を必要とする児童
生徒への対応及び支援体制づくり～
四天王寺大学　長澤　洋信　氏
　　　［参加者］100人
②特別支援教育コーディネーター連絡会年2回
実施。　［参加者］第1回60名　第2回100名

92 人権教
育課

評
価

通常の学級における、特別支援教育の視点からの具体的
な支援方法について理解を深めることができた。

93 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)人権を考える市民の集い
「誰もが輝ける場所が必ずある」
[日程]12月6日[アンケート]テーマに対する理解・関心
が深まった93.8％[人数]210人
(2)人権啓発企業連絡会研修会
[日程]4月21日[場所]京都ライトハウス[人数]8人
(3)出前講座（(a)民生委員・児童委員協議会(b)東ケ丘
地区）
(a)[日程]8月26日[人数]212人[作品]シェアしてみたら
わかったこと
(b)[日程]11月9日[人数]39人[作品]無関心ではいけな
い！障害者の人権
(4)映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]3月22日[作品]星に語りて/インターネットと人権
[人数]（実施予定）
②障害者の人権について、以下の広報媒体を用いて啓発
を実施した。[広報媒体]市ホームページ、人権啓発紙
「人の輪」、チラシ･ポスター

93 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が障害者の人権について認識を深めるきっかけと
なった。

障
害

市職員・
教職員へ
の障害理
解に関す
る研修の
充実

障害及び
障害のあ
る人につ
いて理解
し、業務
に反映す
るための
市職員・
教職員へ
の研修

教職員へ
の研修の
実施

①特別支援教育研修の実施
②特別支援教育コーディネーター連絡会の開
催
③支援教育担当者研修の実施

5 ①

今後も障が
い理解の推
進を図って
いくため。

教職員が、現在の子ど
もたちの実態に応じ
た、最新の知識を身に
付けるための研修の充
実を図っていきたい。

障
害

障害のあ
る人が権
利の主体
であるこ
との理解
促進

障害理解
に関する
啓発事業
の推進

啓発事業
などの実
施

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。
（詳細）
①「障害者の人権」をテーマとした研修会や
講演会、映画上映会の実施　②様々な広報媒
体を用いた啓発

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

人権を考える市民の集
いでは、若年層の参加
を促すことができた。
引き続き幅広く市民が
参加できるよう、研修
内容等を検討する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

93 障害者
支援課

実
績

[内容]啓発物品（ポケットティッシュ）を街頭で配布。
[日程]12月４日 [場所]ラパーク岸和田、そよら東岸和
田 [参加者]18名

93 障害者
支援課

評
価

障害及び障害のある人に対する理解を啓発することがで
きた。

94 障害者
支援課

実
績

【内容】ふれあい作品展
【日時】12月10日～12日
【場所】岸和田製鋼マドカホール
【出品数】956点
【来場者数】677名

94 障害者
支援課

評
価

障害及び障害のある人に対する理解をひろげるための取
り組みができた。

95 障害者
支援課

実
績

(1)[内容]車いすバスケットボール大会
[日程]11月２日 [参加チーム]３チーム
(2))[内容]障害者スポーツ大会フライングディスク競技
記録会 [日程]３月８日開催予定
(3)助成金交付要綱を通じて交流活動をしている団体を
支援した。

95 障害者
支援課

評
価

障害のある人とない人が交流する機会を作ることができ
た。

障
害

障害のあ
る人が権
利の主体
であるこ
との理解
促進

障害理解
に関する
啓発事業
の推進

啓発事業
などの実
施

12月に街頭啓発を実施予定。ポケットティッ
シュなどの啓発物品を配布予定。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

関係団体へ街頭啓発へ
の参加を促す。

障
害

障害のあ
る人が権
利の主体
であるこ
との理解
促進

障害理解
に関する
啓発事業
の推進

障害者週
間事業の
実施

12月上旬に「ふれあい作品展」を実施し、市
内の支援学級、支援学校の児童・生徒や障害
者の作品を展示する。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

年々出展数が増加して
おり、会場内の出展場
所の調整が大変になっ
ている。

障
害

障害のあ
る人が権
利の主体
であるこ
との理解
促進

障害理解
に関する
啓発事業
の推進

障害のあ
る人とな
い人の交
流の機会
づくり
（★）

「岸和田市避難行動要支援者支援プラン」を
きっかけに、日頃から顔の見える関係づくり
に取り組む

（詳細）
①スポーツ大会の開催　②交流活動をされる
団体の支援　など 5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

負担金等適正化基本方
針に基づき、助成金交
付を適切に行っていく
必要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
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令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

96 障害者
支援課

実
績

(1)[内容]「手話言語の国際デー」「手話の日」の啓発
のため岸和田城をブルーライトアップ
 [日程]9月22日～9月28日
(2)[内容]12月4日に実施した街頭啓発の物品であるポ
ケットティッシュに手話言語条例のちらしを封入
(3)[内容]2月28日実施予定の岸和田手話まつりを市及び
市教委が後援。
(4)[内容]図書館で条例や法、デフリンピックについて
特設展示を実施した。
[日程]11月8日～11月30日

96 障害者
支援課 評

価

手話言語及び岸和田市手話言語条例を周知・啓発するこ
とができた。

96 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

「岸和田市手話言語条例」について、以下の広報媒体を
用いて啓発を実施した。
[広報媒体]市ホームページ、広報きしわだ、チラシ･ポ
スター

96 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

市民が「岸和田市手話言語条例」について認識を深める
きっかけとなった。

97 人権･男
女共同
参画課 実

績

「旧優生保護法一時金」について、以下の広報媒体を用
いて啓発を実施した。
[広報媒体]市ホームページ、チラシ･ポスター（やさし
い日本語版を含む）

97 人権･男
女共同
参画課

評
価

市民が「旧優生保護法一時金」について認識を深める
きっかけとなった。

97 子ども
家庭課

実
績

ホームページ、保健センター等にポスター掲示にて周
知。

97 子ども
家庭課

評
価

周知できた

障
害

障害のあ
る人が権
利の主体
であるこ
との理解
促進

障害理解
に関する
啓発事業
の推進

岸和田市
手話言語
条例の周
知及び施
策の推進

手話言語の周知・啓発に取り組む。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

手話言語条例が市民に
まだまだ浸透していな
いと思われるため、よ
り効果的な周知方法を
検討する。

障
害

障害のあ
る人が権
利の主体
であるこ
との理解
促進

障害理解
に関する
啓発事業
の推進

岸和田市
手話言語
条例の周
知及び施
策の推進

様々な広報媒体により「岸和田市手話言語条
例」に関する啓発を行う。

5 ①

市民が認識
を深める機
会づくりの
ため、継続
して実施す
る必要があ
るため。

周知の徹底が必要。

障
害

障害のあ
る人が権
利の主体
であるこ
との理解
促進

障害理解
に関する
啓発事業
の推進

旧優生保
護法一時
金に関す
る周知及
び法律に
基づく取
組の推進

様々な広報媒体により「旧優生保護法一時
金」に関する啓発を行う。

5 ①

市民が認識
を深める機
会づくりの
ため、継続
して実施す
る必要があ
るため。

周知の徹底が必要。

障
害

障害のあ
る人が権
利の主体
であるこ
との理解
促進

障害理解
に関する
啓発事業
の推進

旧優生保
護法一時
金に関す
る周知及
び法律に
基づく取
組の推進

旧優生保護法一時金の支給等について周知し
てもらえるよう、ポスターやホームページに
て周知。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

特になし

61



No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

97 障害者
支援課

実
績

ホームページで情報を提供し、制度の周知に取り組ん
だ。

97 障害者
支援課

評
価

制度の周知に取組んでいる。

98 人権教
育課

実
績

支援学級担任研修「個別の指導計画の作成と活用につい
て」
岸和田市教育委員会　人権教育課　指導主事
［参加者］60人

98 人権教
育課

評
価

個に応じた支援の必要性を学び、日々の教育実践に生か
すことができる研修であった。

99 障害者
支援課

実
績

９月１日産業高校、12月17日城内小学校で授業。
[内容]メンタルヘルスについて、当事者の体験談を交え
ながら授業を実施した。

99 障害者
支援課

評
価

福祉教育の推進に寄与できた。

障
害

障害のあ
る人が権
利の主体
であるこ
との理解
促進

障害理解
に関する
啓発事業
の推進

旧優生保
護法一時
金に関す
る周知及
び法律に
基づく取
組の推進

ホームページで情報を提供し、制度の周知に
取り組んでいる。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

関係各課と連携し、制
度の周知に取り組む必
要がある。

障
害

障害のあ
る人が権
利の主体
であるこ
との理解
促進

福祉教
育、イン
クルーシ
ブ教育の
推進

授業など
での取組
による理
解促進
（★）

①特別支援教育研修の実施
②特別支援教育コーディネーター連絡会の開
催
③支援教育担当者研修の実施
④障がい理解教育の実施

5 ①

今後も支援
教育に関す
る実践を継
続するた
め。

授業での実践につなげ
るため、具体的な事例
等をもとにした研修の
充実を図る必要があ
る。

障
害

障害のあ
る人が権
利の主体
であるこ
との理解
促進

福祉教
育、イン
クルーシ
ブ教育の
推進

家庭・地
域におけ
る学習機
会の充実
（★）

から～ず（福祉教育プログラムワーキング）
の活動を支援する。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

教育機関との連携を強
めるため、福祉教育の
出前授業など取り組み
の啓発活動が必要。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

100 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)出前講座（(a)民生委員・児童委員協議会(b)東ケ
丘地区）
(a)[日程]8月26日[人数]212人[作品]シェアしてみたら
わかったこと
(b)[日程]11月9日[人数]39人[作品]無関心ではいけな
い！障害者の人権
(2)映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]3月22日[作品]星に語りて/インターネットと人権
[人数]（実施予定）
②障害者の人権について、以下の広報媒体を用いて啓発
を実施した。[広報媒体]市ホームページ、人権啓発紙
「人の輪」、チラシ･ポスター

100 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が障害者の人権について認識を深めるきっかけと
なった。

100 障害者
支援課

実
績

[テーマ]障害者差別を考えるセミナー「誰もが輝ける場
所が必ずある」を開催。令和７年度は、人権を考える市
民の集いと共同開催
[日程]12月6日
[場所]岸和田製鋼マドカホール
[来場者数]210人

100 障害者
支援課

評
価

障害者差別解消法の周知と合理的配慮への理解を深める
ことができた。

100 生涯学
習課

実
績

短期講座「教えて伊丹先生！発達症（発達障害）って？
　　　　　　～現状理解と向き合い方～」
［テーマ］：特性のある子どもへの向き合い方
［開催日］：４月18日
［講　師］：伊丹　昌一氏
［参加者］：16名

100 生涯学
習課

評
価

思春期、反抗期に入る発達に特性のある子どもへの向き
合い方として、思春期にしてほしいこと、してはいけな
いことの具体例と対処方法を学んだ。

障
害

障害を理
由とする
偏見や差
別の解消
に向けた
取組

障害を理
由とする
差別の解
消の推進
に関する
法律の周
知と合理
的配慮へ
の理解促
進

啓発事業
などの実
施（★）

障害者差別の解消をめざし、「障害を理由と
する差別の解消の推進に関する法律」や「大
阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関
する条例」の理解の促進を図る。

（詳細）
①「障害者差別」をテーマとした研修会や講
演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

4 ②

継続的に実
施する必要
があるた
め。

周知の徹底が必要。

障
害

障害を理
由とする
偏見や差
別の解消
に向けた
取組

障害を理
由とする
差別の解
消の推進
に関する
法律の周
知と合理
的配慮へ
の理解促
進

啓発事業
などの実
施（★）

障害者差別の解消をめざし、当事者やその関
係者から学ぶ機会の充実を図る。

（詳細）
人権・男女共同参画課との共催により、「障
害者差別を考えるセミナー」を開催し、当事
者により講演していただく。 5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

参加者数増加を目指
し、さらなる周知が必
要である。

障
害

障害を理
由とする
偏見や差
別の解消
に向けた
取組

障害を理
由とする
差別の解
消の推進
に関する
法律の周
知と合理
的配慮へ
の理解促
進

啓発事業
などの実
施（★）

短期講座「教えて伊丹先生！発達症（発達障
害）って？」を実施予定。

5 ①

障害理解の
促進のた
め、関連
テーマでの
講座企画を
継続して行
う。

障害理解をテーマとし
た講座開催数を増や
し、また、開催に向け
て広く周知を行うこと
で、より多くの方の障
害理解を深める機会づ
くりをする。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

101 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)人権を考える市民の集い
「誰もが輝ける場所が必ずある」
[日程]12月6日[アンケート]テーマに対する理解・関心
が深まった93.8％[人数]210人
(2)人権啓発企業連絡会研修会
[日程]4月21日[場所]京都ライトハウス[人数]8人
(3)出前講座（(a)民生委員・児童委員協議会(b)東ケ丘
地区）
(a)[日程]8月26日[人数]212人[作品]シェアしてみたら
わかったこと
(b)[日程]11月9日[人数]39人[作品]無関心ではいけな
い！障害者の人権

101 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が障害者の人権について認識を深めるきっかけと
なった。

101 障害者
支援課

実
績

[テーマ]障害者差別を考えるセミナー「誰もが輝ける場
所が必ずある」を開催。令和７年度は、人権を考える市
民の集いと共同開催
[日程]12月6日
[場所]岸和田製鋼マドカホール
[来場者数]210人

101 障害者
支援課

評
価

障害者差別解消法の周知と合理的配慮への理解を深める
ことができた。

102 福祉政
策課

実
績

令和7年6月25日地域包括支援センターが主催の新人ケア
マネージャー研修にて講師として参加し周知。

102 福祉政
策課

評
価

新人ケアマネージャーに周知することができた。

障
害

障害を理
由とする
偏見や差
別の解消
に向けた
取組

障害を理
由とする
差別の解
消の推進
に関する
法律の周
知と合理
的配慮へ
の理解促
進

障害者差
別解消の
ため障害
特性の理
解などを
当事者か
ら学ぶ機
会の提供
（★）

障害者差別の解消をめざし、当事者やその関
係者から学ぶ機会の充実を図る。

（詳細）
障害者支援課と連携し、「障害者差別を考え
るセミナー」を開催し、当事者の講演により
障害者特性の理解と合理的配慮への理解を促
進する。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

幅広い市民が参加でき
るよう研修内容を検討
する必要があるため。

障
害

障害を理
由とする
偏見や差
別の解消
に向けた
取組

障害を理
由とする
差別の解
消の推進
に関する
法律の周
知と合理
的配慮へ
の理解促
進

障害者差
別解消の
ため障害
特性の理
解などを
当事者か
ら学ぶ機
会の提供
（★）

再掲-100
障害者差別の解消をめざし、当事者やその関
係者から学ぶ機会の充実を図る。

（詳細）
人権・男女共同参画課との共催により、「障
害者差別を考えるセミナー」を開催し、当事
者により講演していただく。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

参加者数増加を目指
し、さらなる周知が必
要である。

障
害

障害を理
由とする
偏見や差
別の解消
に向けた
取組

障害を理
由とする
差別の解
消の推進
に関する
法律の周
知と合理
的配慮へ
の理解促
進

福祉や介
護に関わ
る人材へ
の研修の
実施

新人ケアマネージャー研修等に講師として参
加し高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対
する支援等に関する法律の周知を行う。

5 ①

継続して実
施する必要
がある為。

特になし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

102 障害者
支援課

実
績

会議や研修時に、セミナー開催の告知やパンフレットを
配布した。

102 障害者
支援課

評
価

障害者差別解消法の周知と合理的配慮への理解を深める
ことができた。

102 介護保
険課

実
績

らくらく介護教室を開催
日時：10/29～11/26の間の毎週水曜日、全５回
内容：介護保険制度や認知症について、福祉用具につい
て、フレイル予防・転倒予防について等の講義や実習
参加者数：実人数21名、延人数69名

102 介護保
険課

評
価

介護に関する正しい知識を身につけてもらうこと、相談
窓口など制度についての理解を進めることが出来た。

103 人権･男
女共同
参画課 実

績

岸和田市障害者差別解消支援地域協議会
[日程]11月20日[参加]20団体から24人

103 人権･男
女共同
参画課 評

価

法律と合理的配慮への理解について、情報交換を行うこ
とで、今後の取組について、行政と関係団体間で課題等
の共通認識を図ることができた。

103 障害者
支援課

実
績

[内容]令和７年度協議会の開催
[日程]11月14日
[場所]市立福祉総合センター
[参加者]16団体から17名

103 障害者
支援課

評
価

障害者差別解消法と合理的配慮への理解について、情報
交換を行うことができた。

障
害

障害を理
由とする
偏見や差
別の解消
に向けた
取組

障害を理
由とする
差別の解
消の推進
に関する
法律の周
知と合理
的配慮へ
の理解促
進

福祉や介
護に関わ
る人材へ
の研修の
実施

【概要】研修の予定はないが、障害者差別解
消法のセミナーの開催やパンフレットの配布
を通じ、法や合理的配慮の理解促進に取り組
む。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

より効果的なセミナー
の周知方法を検討す
る。

障
害

障害を理
由とする
偏見や差
別の解消
に向けた
取組

障害を理
由とする
差別の解
消の推進
に関する
法律の周
知と合理
的配慮へ
の理解促
進

福祉や介
護に関わ
る人材へ
の研修の
実施

再掲-78
介護を担う人が正しい知識を身につけて介護
と向き合うことで、身体的かつ精神的な負担
を軽減すること、介護が必要になった時の手
続きの方法や相談窓口の場所等を知ってもら
うことを目的に「らくらく介護教室」（1
クール５回）を開催予定。 3 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

市内社会福祉法人に委
託して実施している
が、受託を希望する法
人が少ないため、委託
内容等を検討する必要
あり。

障
害

障害を理
由とする
偏見や差
別の解消
に向けた
取組

障害を理
由とする
差別の解
消の推進
に関する
法律の周
知と合理
的配慮へ
の理解促
進

岸和田市
障害者差
別解消支
援地域協
議会によ
る連携

岸和田市障害者差別解消支援地域協議会を開
催し、関係団体との連携をとおして、差別解
消に向けた取組を検討する。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

より多くの方に発言
し、意見共有してもら
うことで、さらに効果
的な協議会に出来るよ
う工夫していきたい。

障
害

障害を理
由とする
偏見や差
別の解消
に向けた
取組

障害を理
由とする
差別の解
消の推進
に関する
法律の周
知と合理
的配慮へ
の理解促
進

岸和田市
障害者差
別解消支
援地域協
議会によ
る連携

岸和田市障害者差別解消支援地域協議会を開
催し、関係団体と情報交換を行い、差別解消
に向けた機運を醸成する。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

より活発な意見交換が
必要である。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

104 人権･男
女共同
参画課 実

績

[相談件数]１件　※うち、広域支援相談員との連携０件

104 人権･男
女共同
参画課 評

価

障害者支援課との連携・情報共有を密にし、相談者の抱
える不安の解消や問題解決につなげることができた。

104 障害者
支援課

実
績

[相談件数]1件（内、広域連携1件）

104 障害者
支援課

評
価

2課で連携し、相談に応じることができた。

105 障害者
支援課

実
績

虐待通報窓口を掲載したクリアファイルを障害福祉サー
ビス事業所へ配布できた。また、自立支援協議会PRイベ
ントにおいても、市民向けに同じものを配布できた。

105 障害者
支援課

評
価

障害者の虐待防止について啓発できた。

106 市民課

実
績

 ＤＶ・ストーカー行為などの被害者への支援措置とし
て「住民票の写し」及び「戸籍附票の写し」の交付・閲
覧制限を実施し個人情報の保護に努める。

106 市民課

評
価

支援措置対象者の住民票等の交付・閲覧制限を遺漏なく
行っている

障
害

障害を理
由とする
偏見や差
別の解消
に向けた
取組

障害を理
由とする
差別の解
消の推進
に関する
法律の周
知と合理
的配慮へ
の理解促
進

障害を理
由とする
差別につ
いての相
談窓口の
設置
（★）

人権・男女共同参画課及び障害者支援課にお
いて、障害を理由とする差別についての相談
支援を実施。事業者等による障害を理由とす
る差別事案について、障害者支援課との協働
により課題解決を図る。必要に応じ大阪府の
広域支援相談員と連携を行う。
【相談日】
人権・男女共同参画課
…火曜日～土曜日 ９:00～17:30
障害者支援課
…月曜日～金曜日 ９:00～17:30

4 ①

相談者の訴
えに基づく
事案の解決
に向け、継
続して実施
する必要が
あるため。

相談件数が少なく、さ
らなる相談窓口の周知
活動が必要である。

障
害

障害を理
由とする
偏見や差
別の解消
に向けた
取組

障害を理
由とする
差別の解
消の推進
に関する
法律の周
知と合理
的配慮へ
の理解促
進

障害を理
由とする
差別につ
いての相
談窓口の
設置
（★）

事業者等による障害を理由とする差別事案に
ついて、人権・男女共同参画課との協働によ
り課題解決を図る。必要に応じ大阪府の広域
相談員と連携を行う。
【実施日】
人権・男女共同参画課
…火曜日～土曜日 ９:00～17:30
障害者支援課
…月曜日～金曜日 ９:00～17:30

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

多くの方に相談窓口を
認知してもらうため
に、より効果的な周知
活動を検討する必要が
ある。

障
害

障害者虐
待防止と
被害者の
安全確
保、養護
者支援

虐待の防
止に向け
た取組の
推進

啓発事業
などの実
施（★）

市民・事業所向けポスターなどで啓発を行
う。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

より多くの市民に相談
窓口を知ってもらうた
めにより効果的な周知
方法を検討する必要が
ある。

障
害

障害者虐
待防止と
被害者の
安全確
保、養護
者支援

虐待の防
止に向け
た取組の
推進

住民票等
の交付や
閲覧の制
限による
支援措置
の実施

ＤＶ・ストーカー行為などの被害者への支援
措置として「住民票の写し」及び「戸籍附票
の写し」の交付・閲覧制限を実施し個人情報
の保護に努める。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

交付・閲覧制限内容に
遺漏のないよう、
チェック体制を万全に
する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

107 障害者
支援課

実
績

1月30日に事業所向け障害者虐待防止研修を実施予定。
また、2か月ごとに障害者虐待防止ネットワーク実務者
会議を開催し、虐待事案の分析に取り組んでいる。

107 障害者
支援課

評
価

障害者虐待防止に向け、関係機関と連携ができた。

107 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

[日程]2月12日[場所]opsol福祉総合センター
[参加]25団体（予定）

107 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

法律と合理的配慮への理解について、情報交換を行うこ
とで、今後の取組について、行政と関係団体間で課題等
の共通認識を図ることができた。

107 関係各
課(消防
本部) 実

績

新たな情報を周知
疑われる事案全て関係機関と連携協力

107 関係各
課(消防
本部) 評

価

防止と安全確保へ向け尽力している

108 障害者
支援課

実
績

相談支援部会、権利擁護部会、地域移行部会、地域包括
ケア部会、地域生活支援拠点等整備部会が適宜、諸課題
について話し合いを行い、月1回の運営会議、年2回の定
例会及び全体会で地域課題について情報を共有し、地域
の実情に応じた体制の整備について協議した。また、教
育と福祉の連携ワーキングを立ち上げ、実務者同士で課
題解決に向けて話し合っている。

108 障害者
支援課

評
価

さまざまな関係者が連携し、障害がある人の支援につい
て協議することができた。

障
害

障害者虐
待防止と
被害者の
安全確
保、養護
者支援

連携によ
る支援

障害者虐
待防止
ネット
ワークの
連携によ
る支援
（★）

事業所向け障害者虐待防止研修を実施すると
ともに、障害者虐待ケースが発生した場合に
おいては、障害者虐待防止ネットワーク実務
者会議等を開催し、具体的援助の検討を行
う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

毎年虐待通報件数が増
加しており、令和７年
度は実務者会議で虐待
事案の分析を行ってい
るが、令和８年度の実
務者会議をどのように
行っていくのか検討す
る必要がある。

障
害

障害者虐
待防止と
被害者の
安全確
保、養護
者支援

連携によ
る支援

障害者虐
待防止
ネット
ワークの
連携によ
る支援
（★）

障害者虐待ケースが発生した場合において
は、障害者虐待防止ネットワーク実務者会議
に参画し、関係機関との連携により具体的支
援の検討を行う。

5 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

継続して開催するこ
と。

障
害

障害者虐
待防止と
被害者の
安全確
保、養護
者支援

連携によ
る支援

障害者虐
待防止
ネット
ワークの
連携によ
る支援
（★）

岸和田市障害者虐待防止ネットワーク代表者
会議に参加し情報提供を受けるなど関係機関
との連携を図る。また研修会に参加し、教養
を深め、救急隊員への救急活動時における通
報義務の周知を定期的に実施する。

5 ①

早期発見、
継続的な防
止が不可欠
のため。

新たな情報を確実に周
知する。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

自立生活
に向けた
支援

岸和田市
障害者自
立支援協
議会の活
動の推進

岸和田市障害者自立支援協議会において、
様々な関係者が連携し、障害がある人の支援
に必要な取組についての活動を行う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

令和７年度は教育と福
祉の連携ワーキングを
行っているが、令和８
年度同ワーキングをど
う発展させていくか、
協議が必要である。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

109 障害者
支援課

実
績

障害のある人の総合的窓口として、様々な相談に応じ、
適宜、関係機関と連携するなどの取り組みを行ってい
る。

109 障害者
支援課 評

価

障害がある方の自立生活に向け、支援することができた

110 障害者
支援課

実
績

助成金交付要綱に基づき、各団体に助成金を交付した。

110 障害者
支援課 評

価

各団体への助成金交付を通じて関係団体の活動を支援し
た。

111 障害者
支援課

実
績

（１）手帳交付時などに障害福祉のしおりを基に、サー
ビスや手当関係の説明を実施した。
（２）重度障害者のサービス未利用者66人に文書を送
付、内２人へ委託相談支援事業所が訪問を実施した。

111 障害者
支援課

評
価

障害福祉サービスの提供及び各種手当制度について周知
することができた。

112 障害者
支援課

実
績

岸和田市意思疎通支援事業実施要綱に基づき、手話通訳
者及び要約筆記者の派遣を実施した。また、視覚に障害
がある方について点字新聞の購読の支援を行った。

112 障害者
支援課 評

価

障害がある方の自立生活に向け、支援できた。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

自立生活
に向けた
支援

障害者基
幹相談支
援セン
ター事業
の推進

岸和田市障害者基幹相談支援センターにおい
て、障害のある人の総合的な窓口として、引
き続き、市民や関係機関からの相談に応じ
る。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

福祉サービスの事業所
は新規開設も多く、
サービスの質の担保を
図るため、人材育成を
はじめとした基幹相談
支援センターとしての
役割を果たす必要があ
る。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

自立生活
に向けた
支援

関係団体
の活動支
援（★）

助成金交付要綱に基づき交付する助成金を通
じて、関係団体の活動を支援する。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

負担金等適正化基本方
針に基づき、助成金交
付を適切に行っていく
必要がある。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

自立生活
に向けた
支援

障害福祉
サービス
の提供及
び各種手
当制度の
周知
(★）

手帳交付時などを利用して障害福祉のしおり
に基づくサービスや手当関係の説明を実施す
るとともに、重度障害者のサービス未利用者
訪問を実施する。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

文書の送付や訪問をし
ても連絡がつかないま
まの人が一定数いる。
対象者に話をすること
ができても、福祉サー
ビスにつながらない
ケースが多い。福祉
サービスにつながらな
くても、家族の見守り
でよいケースも多い
が、その家族も高齢者
の場合があるため懸念
が残る。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

自立生活
に向けた
支援

多様なコ
ミュニ
ケーショ
ン手段の
利用促進

聴覚に障害がある方を対象に、教育や医療の
場に適宜、手話通訳者や要約筆記者を派遣す
る。また、視覚に障害がある方を対象に、点
字新聞の購読支援を行う。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

障害者の情報保障につ
いて、コミュニケー
ション手段のさらなる
周知が必要である。
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(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
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令和８年度
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113 障害者
支援課

実
績

大阪府障害者職業能力開発校などのパンフレットを窓口
に配架した。

113 障害者
支援課

評
価

障害者の雇用について啓発できた。

114 障害者
支援課

実
績

泉州中障害者就業・生活支援センターと連携し、9月～
11月に生涯学習課が５名、11月に人権・男女共同参画課
が２名の実習生を受け入れた。

114 障害者
支援課

評
価

障害者の職業訓練・職場実習を実施することができた。

115 障害者
支援課

実
績

優先調達の方針を策定し、庁内に周知した。障害者支援
課でも、障害者週間の啓発物品（ポケットティッシュ）
などの発注を行った。

115 障害者
支援課

評
価

障害者の就労に向けた支援の実施につながった。

115 産業政
策課

実
績

就職模擬面接会R7.11.19　参加者9名

115 産業政
策課

評
価

次のステップにつながる機会となった

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

障害者雇
用に関す
る啓発活
動の推進
（★）

大阪障害者職業能力開発校や府主催の障害の
ある方を対象とした職業訓練合同説明会等の
パンフレットを窓口に配架する。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

より効果的な周知方法
を検討する必要があ
る。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

職業訓
練・職場
実習の推
進（★）

泉州中障害者就業・生活支援センターと連携
し、庁内での就労訓練を実施する。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

実習生のさらなる受け
入れのため、庁内向け
のより効果的な周知方
法を検討する。ただ
し、本庁では作業ス
ペースの確保が難し
く、受け入れは困難で
ある。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

就労（障
害者就労
施設等か
らの物品
調達を含
む）に向
けた支援
の実施
（★）

「国等による障害者就労施設等からの物品等
の調達の推進等に関する法律」に基づき、令
和６年度岸和田市障害者就労施設等からの物
品等の調達の推進を図るための方針を策定
し、庁内での優先調達を推進する。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

庁内向けに優先調達方
針のさらなる周知が必
要である。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

就労（障
害者就労
施設等か
らの物品
調達を含
む）に向
けた支援
の実施
（★）

再掲-88
障害者就業・生活支援センターやおおさか人
材雇用開発人権センター等と連携し、支援や
就職模擬面接会を実施。

4 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

今後も事業を継続し、
障害のある方が社会参
加していけるよう支援
する
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(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要
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令和８年度
課題

115 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

①啓発物品（かやふきん）を発注した。研修会や講演会
の参加者へ配布した。
②実習生の受入れを実施した。
[期間](a)9月24日～26日/(b)11月25日～28日
[実習内容]市民や関係団体への配布物のセット、封入等

115 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

社会参加と自立に向けた取組の一助とすることができ
た。

115 関係各
課(生涯
学習課)

実
績

障害者の職場体験実習
［実施回数］：５回
・９月４日～10月30日　男性１名（週１回の実習を９週
間）
・９月16日　女性１名
・11月５日　男性２名、女性１名
・11月６日　男性２名、女性１名
・11月７日　男性３名

115 関係各
課(生涯
学習課) 評

価

就労実習生に公民館業務のうち軽作業（資料のホチキス
留めや清掃、公民館まつりで使う道具の制作など）を
行ってもらい、障害者の社会参加と自立に繋げた。

116 人権･男
女共同
参画課 実

績

市内事業所に対して、公正採用に関する国や大阪府の取
組や関係機関が実施する研修会について随時情報提供を
行った。

116 人権･男
女共同
参画課 評

価

市内事業所が公正採用について認識を深める機会となっ
た。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

就労（障
害者就労
施設等か
らの物品
調達を含
む）に向
けた支援
の実施
（★）

関係機関及び障害者支援課との連携により、
障害のある人の就労に向けた支援を行う。

（詳細）
①障害者支援施設への人権啓発物品の発注
②就労をめざす実習生の受入れ

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

引き続き関係機関と連
携する。
実習生が参加しやすい
日数や実習時間を検討
していく

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

就労（障
害者就労
施設等か
らの物品
調達を含
む）に向
けた支援
の実施
（★）

障害者就学支援事業所等からの依頼があれ
ば、就労支援として職場体験実習。

5 ①

支援のため
継続。

就労実習生の特性に
合った業務の発生時期
と受入れ時期がマッチ
ングしない場合があ
る。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

市内事業
所への啓
発

再掲-29
岸和田市人権啓発企業連絡会と連携し、公正
採用選考人権啓発推進員制度の円滑な推進を
図り、市内事業所の人権啓発の充実と雇用の
機会均等に向けた取組を支援する。

（詳細）
国や大阪府、関係機関からの情報の提供

4 ②

研修会への
参加を促す
ため、申
込、周知方
法の改善を
検討する。

参加しやすい日程や参
加方法を検討する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

116 産業政
策課

実
績

就職模擬面接会R7.11.19　参加者9名

116 産業政
策課

評
価

次のステップにつながる機会となった

117 関係各
課(人事
課)

実
績

障害のある職員の活躍の推進を図るため、障害者活躍推
進計画に則り、必要な取組を進める。
【計画期間】令和７年４月１日～令和12年３月31日（５
年間）
・令和７年４月１日付で障害者雇用で採用した職員に対
し、職場の状況や本人の働きやすさなどをどう感じてい
るかを確認するため、個別面談を行った。
・障害者を対象とした採用試験を実施した。

117 関係各
課(人事
課) 評

価

計画に則り実施することができた。

117 関係各
課(農林
水産課) 実

績

障害者の雇用はなし

117 関係各
課(農林
水産課) 評

価

なし

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

市内事業
所への啓
発

再掲-88
障害者就業・生活支援センターやおおさか人
材雇用開発人権センター等と連携し、支援や
就職模擬面接会を実施

4 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

今後も事業を継続し、
障害のある方が社会参
加していけるよう支援
する

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

障害者活
躍推進計
画の策定

障害のある職員の活躍の推進を図るため、障
害者活躍推進計画に則り、必要な取組を進め
る。
【計画期間】令和７年４月１日～令和12年３
月31日（５年間）

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

障害者雇用率の達成に
向け、継続的な採用試
験の実施が必要である
とともに、合格者が採
用に至っても、定着し
て雇用が継続できる状
況を検討し続ける必要
がある。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

障害者活
躍推進計
画の策定

岸和田市農業委員会事務局における障害者の
ある職員の活躍の推進を図るため、障害者活
躍推進計画に則り、必要な取組を進める。

- ①

引き続き継
続して実施
していく必
要があるた
め

引き続き、障害者雇用
の推進に関する理解を
促進する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

117 関係各
課(下水
道河川
総務課)

実
績

障害のある職員の活躍の推進のため対象の職員１名を令
和２年４月１日から雇用している。今年度は、機構改革
により、２階から３階へ執務室が移動したので、出入口
の扉をスライドドアに改修し対応した。
また、身体的な負担を軽減するために、在宅勤務を活用
できるよう、業務分担の見直しを検討する等、人事課等
と相談しながら合理的配慮の範囲内で出来得る限りの対
応をした。

117 関係各
課(下水
道河川
総務課)

評
価

スライドドアは、５月に改修した。
在宅勤務は、端末を確保し、対応できるよう準備した。

117 関係各
課(教育
総務課) 実

績

［相談件数］：1件

117 関係各
課(教育
総務課)

評
価

障がいを有する職員からの要望や相談を聞き、合理的配
慮の検討を行った。

117 関係各
課(議会
事務局
総務課)

実
績

なし。

117 関係各
課(議会
事務局
総務課)

評
価

障害のある職員がいないため取組自体できず。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

障害者活
躍推進計
画の策定

岸和田市下水道河川総務課における障害のあ
る職員の活躍の推進を図るため、障害者活躍
推進計画に則り、必要な取組を進める。
【計画期間】令和７年４月１日～令和12年３
月31日（５年間）

5 ①

計画期間
（令和７年
度～令和11
年度）であ
り、継続し
て実施して
いく必要が
あるため。

施設・設備について、
予算が必要な対応が求
められる場合は、次年
度以降に対応を検討す
るなど、即時対応が難
しいケースが考えられ
る。
在宅勤務について、現
状の業務は、支出命令
書等の紙決裁が多いの
で、電子化できるもの
を増やさないと、業務
分担に限界がある。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

障害者活
躍推進計
画の策定

岸和田市教育委員会における障がいのある職
員の活躍の推進を図るため、第2期障がい者
活躍推進計画に則り、必要な取組を進める。
【計画期間】令和７年４月１日～令和12年３
月31日（５年間）

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

当事者の要望内容と当
事者が勤務する職場に
おける環境調整が難し
いケースがある。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

障害者活
躍推進計
画の策定

岸和田市議会事務局における障害のある職員
の活躍の推進を図るため、障害者活躍推進計
画に則り、必要な取組を進める。

- ①

障害のある
職員の活躍
の推進を図
るため、障
害者活躍推
進計画に則
り、必要な
取組を進め
る必要があ
るため。

特になし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

117 関係各
課(選挙
管理委
員会事
務局)

実
績

障害者の雇用はなし

117 関係各
課(選挙
管理委
員会事
務局)

評
価

引き続き、障害者雇用の推進に関する理解を促進する。

117 関係各
課(消防
本部) 実

績

新規採用者の実績なし。
岸和田市消防本部障害者活躍推進計画に基づき、既存の
職員に対し必要な取り組みを行っている。

117 関係各
課(消防
本部) 評

価

新規採用者はいないが、既存の職員に対し必要な配慮を
行っている。

118 全課(障
害者支
援課) 実

績

令和７年度岸和田市障害者施策推進協議会について、第
１回協議会を８月５日に開催、第2回協議会を12月26日
に開催。

118 全課(障
害者支
援課) 評

価

計画の点検・評価を行った。

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

障害者活
躍推進計
画の策定

障害者のある職員の活躍の推進を図るため、
障害者活躍推進計画に則り、必要な取組を進
める。

（詳細）
【対象組織】
①岸和田市選挙管理委員会事務局
②岸和田市公平委員会事務局
③岸和田市固定資産評価審査委員会
【計画期間】令和７年４月１日～令和12年３
月31 日（５年間）

- ①

障害者雇用
はないが、
引続き検討
する必要が
あると考え
ている。

引続き検討

障
害

社会参加
と自立に
向けた支
援の充実

雇用と就
労の促進

障害者活
躍推進計
画の策定

岸和田市消防本部における障害者のある職員
の活躍の推進を図るため、障害者活躍推進計
画に則り、必要な取組を進める。
【計画期間】令和７年４月１日～令和12年３
月31 日（５年間）

3 ①

障害者活躍
推進計画の
ため。

障害者活躍推進計画に
則り、必要な取組を進
める。

障
害

障害のあ
る人に関
わる施策
の推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画などの
推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画の推進

岸和田市障害者計画・障害福祉計画・障害児
福祉計画に基づき、障害者や家族のニーズを
的確に把握し、支援及びサービスの充実に努
める。
岸和田市障害者施策推進協議会を開催し、計
画の点検・評価を行う。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

特になし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

118 全課(廃
棄物対
策課)

実
績

①15件
②137件

118 全課(廃
棄物対
策課)

評
価

昨年に引き続き一定の申請件数があった。

118 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、岸和田市障害者計画・障
害福祉計画・障害児福祉計画を考慮し、業務を進める計
画をしていたが、今年度は依頼が無かったため、出来な
かった。

118 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、岸和田市障害者計
画・障害福祉計画・障害児福祉計画考慮し業務を進めて
いく。

118 全課(子
育て支
援課) 実

績

障害者施策推進協議会を2回開催した。

118 全課(子
育て支
援課) 評

価

該当の計画に基づき事業を実施した。
また、計画の進捗管理を行った。

障
害

障害のあ
る人に関
わる施策
の推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画などの
推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画の推進

①粗大ごみの運び出しが困難な障害者の方を
対象に、職員が粗大ごみを屋内から運び出し
て収集する「ふれあい収集」を行う。
②紙おむつ給付または助成を受ける障害者
（児）の方に、普通ごみ指定袋の給付（減免
措置）を行う。

4 ①

継続し実施
していく必
要がある
為。

①障害者の方々が不要
になった大型家具など
の排出は困難であり幅
広く継続すること。ま
た普通ごみ指定袋につ
いても同様に考えられ
る。要綱の整理等を検
討中である。
②環境事務所に返戻と
なった普通ごみ指定袋
の再送を要望されるこ
とが多い為、発送方法
等について検討する。

障
害

障害のあ
る人に関
わる施策
の推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画などの
推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画の推進

公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

障
害

障害のあ
る人に関
わる施策
の推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画などの
推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画の推進

児童福祉法第 33 条の 20 第 １項に基づく
岸和田市障害児福祉計画により、障害福祉
サービス等の提供体制や自立支援給付等の事
業を行う。
【会議】障害者施策推進協議会の開催
【令和７年度取組項目】第３期障害児福祉計
画の進捗管理。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

特になし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

119 全課

実
績

障害のある女性から、就労に関する相談はなかった。就
労支援として、泉州中障害者就業・生活支援センター利
用者の職業体験を実施。女性の体験者２名

119 全課

評
価

就労に関する相談に対しては、ハローワーク、就労支援
については泉州中障害者・生活支援センター等関係機関
と連携する体制は整えている。

119 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、岸和田市男女共同参画推
進プランを考慮し、業務を進める計画をしていたが、今
年度は依頼が無かったため、出来なかった。

119 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、岸和田市男女共同
参画推進プランを考慮し業務を進めていく。

120 障害者
支援課

実
績

該当の個別計画に基づき評価

120 障害者
支援課

評
価

該当の個別計画に基づき評価

121 人権･男
女共同
参画課

実
績

①映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]6月22日[作品]外島保養院から邑久光明園へ私た
ちは忘れない伝えたい/大切なひと[人数]3人
②法律や「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に
関する条例」について、以下の広報媒体を用いて啓発を
実施した。[広報媒体]市ホームページ、チラシ･ポス
ター

121 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が同和問題について認識を深めるきっかけとなっ
た。

障
害

障害のあ
る人に関
わる施策
の推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画などの
推進

岸和田市
男女共同
参画推進
プランの
推進

きしわだ男女共同参画推進プランに基づき、
障害のある女性への就労支援及び障害者虐待
の防止に向けた取組を進める。

（詳細）
障害のある女性から就労に関する相談があれ
ば、必要な支援につなぐ。

4 ①

計画期間
（令和3年度
～令和12年
度）であ
り、継続し
て実施して
いく必要が
あるため。

特記事項なし

障
害

障害のあ
る人に関
わる施策
の推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画などの
推進

岸和田市
男女共同
参画推進
プランの
推進

公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

障
害

障害のあ
る人に関
わる施策
の推進

岸和田市
障害者計
画・障害
福祉計
画・障害
児福祉計
画などの
推進

障害のあ
る人への
様々な支
援（★）

岸和田市障害者計画などに基づき、障害者や
家族のニーズを的確に把握し、支援及びサー
ビスの充実に努める。

4 ①

計画期間で
あり、継続
して実施し
ていく必要
があるた
め。

ニーズ把握に努める。

同
和

部落差別
の解消に
向けた取
組

部落差別
の解消の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

啓発事業
などの実
施

部落差別の解消をめざし、「部落差別の解消
の推進に関する法律」の理解の促進を図る。

（詳細）
①「同和問題」をテーマとした研修会や講演
会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

4 ②

研修会への
参加を促す
ため、申
込、周知方
法の改善を
検討する。

引き続き多くの方に参
加していただけるよ
う、開催日時や内容、
周知方法を検討してい
く必要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

122 全課

実
績

所属職員に対し「部落差別の解消の推進に関する法律」
及び「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関す
る条例」について周知を行い、窓口対応について周知し
た。
[相談対応]0件

122 全課

評
価

所属職員に対し、法律や条例の趣旨について再認識を促
すとともに、相談対応について共通認識を図ることがで
きた。

122 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、差別事象への対応を考慮
し、業務を進める計画をしていたが、今年度は依頼が無
かったため、出来なかった。

122 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、差別事象への対応
を考慮し業務を進めていく。

123 人権･男
女共同
参画課 実

績

大阪府下市町村の会議に参加し、情報収集に努めた。
また、実際にモニタリング事業開始。現時点、削除要請
該当なし。

123 人権･男
女共同
参画課 評

価

先進自治体の対応状況や課題等有意義な情報を得ること
ができた。

124 人権･男
女共同
参画課 実

績

下記の時間帯で相談支援を実施した。
[日時]火曜日～土曜日 9：00～17：00(祝日を除く)

124 人権･男
女共同
参画課 評

価

部落差別に関する事案はなかったが、その他の事案に対
して、必要に応じ関係機関の紹介を行い、相談者の抱え
る不安の解消や問題解決につなげることができた。

同
和

部落差別
の解消に
向けた取
組

部落差別
の解消の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

差別事象
への対応

部落差別の解消に関する市職員の理解の促進
を図る。えせ同和行為や差別落書などの差別
事象について、発見、または相談・通報を受
けた場合は、その情報を速やかに人権・男女
共同参画課へ報告する。人権・男女共同参画
課は関係機関と連携し、適切な対応に努め
る。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

相談があった場合は適
宜対応していく。

同
和

部落差別
の解消に
向けた取
組

部落差別
の解消の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

差別事象
への対応

公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

同
和

部落差別
の解消に
向けた取
組

部落差別
の解消の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

インター
ネット上
の差別的
な書込へ
の対応

インターネット上の差別的な書込への対応策
について、大阪府、府内自治体及び関係機関
が開催する会議等に参加し、他の自治体にお
ける実態把握や先進事例等の情報の収集を行
いつつ、モニタリング事業を実施していく。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

対象サイト、実施頻度
は、必要に応じて検討
する。

同
和

部落差別
の解消に
向けた取
組

部落差別
の解消の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

相談事業
の推進

再掲-30
人権問題に関する相談窓口において、相談者
の訴えに基づく事案の解決に向け、必要に応
じ関係機関に繋げ、連携により支援を進め
る。

5 ①

相談者の訴
えに基づく
事案の解決
に向け、継
続して実施
する必要が
あるため。

より多くの方に相談窓
口を周知する必要があ
る。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

125 市民課

実
績

（１）新規登録者数
令和６年度　新規登録者　５４名
令和７年度　新規登録者　見込３０名

（２）周知方法
庁内動画モニターに掲載、人権情報誌「人の輪」令和７
年１２月、マイナンバーカード出張申請会場にチラシ設
置

125 市民課

評
価

令和７年度末　登録者数見込　４８５名
定期的に広報や動画モニターに掲載し、登録者拡大に努
めている。

125 人権･男
女共同
参画課

実
績

①以下の広報媒体を用いて周知を行った。
[広報媒体]市ホームページ、チラシ･ポスター
②大阪府主催の府内自治体を対象とした会議に出席し、
先進自治体の情報収集に努めた。
③市民課が作成した案内チラシを研修会等の参加者に配
布した。
◎評価
①③多くの市民に周知することができた。
②先進自治体の対応状況や課題等有意義な情報を得るこ
とができた。

125 人権･男
女共同
参画課 評

価

登録促進に向け、効果的な周知方法について検討してい
く必要があるため。

126 人権･男
女共同
参画課 実

績

市内事業所に対して、公正採用に関する国や大阪府の取
組や関係機関が実施する研修会について随時情報提供を
行った。

126 人権･男
女共同
参画課 評

価

市内事業所が公正採用について認識を深める機会となっ
た。

同
和

部落差別
の解消に
向けた取
組

部落差別
の解消の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

本人通知
制度の登
録促進

本人通知制度は、住民票等の不正請求の早期
発見や抑止力になるという効果が期待される
ため、機会あるごとに登録者拡大に努める。

4 ①

①継続して
実施してい
く必要があ
るため。

本人確認通知制度の法
制化を実現させる。
さらなる登録者の拡大
を目指す。

同
和

部落差別
の解消に
向けた取
組

部落差別
の解消の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

本人通知
制度の登
録促進

登録型本人通知制度について、周知及び登録
者の増加をめざした取組を進める。

（詳細）
①様々な広報媒体を用いた制度に関する情報
の提供
②他自治体による先進事例等の情報の収集
③市民課との連携による啓発

4 ②

登録促進に
向け、効果
的な周知方
法について
検討してい
く必要があ
るため。

より多くの方に認知し
てもらうため、啓発活
動を継続的に行う。

同
和

部落差別
の解消に
向けた取
組

部落差別
の解消の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

事業所に
おける差
別解消な
どの取組
の支援

再掲-29.116
岸和田市人権啓発企業連絡会と連携し、公正
採用選考人権啓発推進員制度の円滑な推進を
図り、市内事業所の人権啓発の充実と雇用の
機会均等に向けた取組を支援する。

（詳細）
国や大阪府、関係機関からの情報の提供

4 ②

研修会への
参加を促す
ため、申
込、周知方
法の改善を
検討する。

参加しやすい日程や参
加方法を検討する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

126 産業政
策課

実
績

相談があれば取り次ぎ、窓口等へパンフレットを配置し
た

126 産業政
策課

評
価

相談体制の構築と、パンフレットを配置することで、多
くの市民に周知することができた

127 人権･男
女共同
参画課

実
績

(1)人権擁護委員と連携し、特設人権相談を実施した。
[実施日]6月3～5日(人権擁護委員の日関連)、12月6日、
12月9～12日(人権週間関連)[会場]市内公共施設[相談件
数]0件
(2)大阪府が作成したリーフレットを市内公共施設に配
架し、研修会等の参加者に配布した。

127 人権･男
女共同
参画課 評

価

(1)市の人権相談窓口と併せて、部落差別をはじめ、さ
まざまな人権問題についての相談支援体制を充実させる
ことができた。
(2)市民が部落差別について認識を深めるきっかけと
なった。

128 学校教
育課

実
績

定期的な校園長会や指導主事の学校訪問を通じて随時取
り組んでいる

128 学校教
育課

評
価

校園長会や指導主事の学校訪問を通じて内容の更新をす
ることができた。

128 人権教
育課

実
績

同和教育については、教職員の研修において、資料や読
み物教材など周知をしている。各学校では、資料や教材
を活用し、年間計画を立て、教科や人権学習に重ね合わ
せ取り組んでいる。

128 人権教
育課

評
価

児童生徒が当事者による講演を聞いたり、教科を通し
て、同和教育の取組みを実施している。

同
和

部落差別
の解消に
向けた取
組

部落差別
の解消の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

事業所に
おける差
別解消な
どの取組
の支援

①大阪府（大阪府人権協会、大阪府労働相談
センター）や労働基準監督署への取り次ぎ
②窓口等へパンフレットの配置

3 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

相談窓口を認知しても
らえるよう努める

同
和

部落差別
の解消に
向けた取
組

部落差別
の解消の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

国や大阪
府との連
携による
施策の推
進

大阪法務局や人権擁護委員、岸和田市人権協
会、大阪府との連携を密にし、情報の共有や
啓発事業の共同開催等を進め、施策の効果的
な推進を図る。国や大阪府の動向を注視し、
必要な取組を進める。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

より多くの相談につな
がるよう周知していく
必要がある。

同
和

同和問題
への正し
い知識と
理解を深
める教
育、啓発
の継続

同和教育
の推進

授業など
での取組
による理
解促進

大阪府教育委員会より情報提供のあった同和
教育に関する事項について、随時市内学校園
と共有を行い、子どもへの学習機会の提供に
あたり、内容の更新に努める。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

特記事項なし

同
和

同和問題
への正し
い知識と
理解を深
める教
育、啓発
の継続

同和教育
の推進

授業など
での取組
による理
解促進

①人権教育担当者会の実施
②人権教育研修の実施
③授業で活用できる教材の周知

4 ①

今後も同和
教育に関す
る実践を継
続するた
め。

次年度も教職員が知識
理解をもって、子ども
たちに指導できる力を
身につける必要があ
る。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

129 人権教
育課

実
績

①人権教育担当者会
②人権教育研修（2）「人権教育の充実に向けて」
大阪府教育センター　教育企画部
人権教育研究室長　首席指導主事　　森山　伸治　氏
［参加人数］79人

129 人権教
育課

評
価

教職員を対象とした人権教育研修等を実施し、同和教育
の歴史や現状についての知識と理解を深めることができ
た。

130 人権･男
女共同
参画課

実
績

①映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]6月22日[作品]外島保養院から邑久光明園へ私た
ちは忘れない伝えたい/大切なひと[人数]3人
②法律や「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に
関する条例」について、以下の広報媒体を用いて啓発を
実施した。[広報媒体]市ホームページ、チラシ･ポス
ター

130 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が同和問題について認識を深めるきっかけとなっ
た。

131 人権･男
女共同
参画課 実

績

「部落差別の解消の推進に関する法律」及び「大阪府部
落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」につい
て周知を行い、窓口対応について周知した。

131 人権･男
女共同
参画課 評

価

庁内全課に対し、法律や条令の趣旨について再認識を促
すとともに、窓口対応について共通認識を図ることがで
きた。

同
和

同和問題
への正し
い知識と
理解を深
める教
育、啓発
の継続

同和教育
の推進

教職員へ
の研修の
実施

①人権教育担当者会の実施
②人権教育研修の実施

5 ①

今後も同和
教育に関す
る実践を継
続するた
め。

次年度も教職員が知識
理解をもって、子ども
たちに指導できる力を
身につける必要があ
る。

同
和

同和問題
への正し
い知識と
理解を深
める教
育、啓発
の継続

同和問題
に関する
啓発事業
の推進

啓発事業
などの実
施

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「同和問題」をテーマとした研修会や講演
会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

4 ②

研修会への
参加を促す
ため、申
込、周知方
法の改善を
検討する。

引き続き多くの方に参
加していただけるよ
う、開催日時や内容、
周知方法を検討してい
く必要がある。

同
和

同和問題
への正し
い知識と
理解を深
める教
育、啓発
の継続

同和問題
に関する
啓発事業
の推進

庁内での
同和地区
に関する
照会や、
えせ同和
行為への
対応の共
有

庁内全課を対象に「大阪府部落差別事象に係
る調査等の規制等に関する条例」について周
知し、窓口における同和地区に関する照会
や、えせ同和行為への対応の共有を図る。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

引き続き、庁内全課に
対し、周知していく必
要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

131 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

実
績

施設所管課より依頼があれば、庁内での同和地区に関す
る照会や、えせ同和行為への対応を考慮し、業務を進め
る計画をしていたが、今年度は依頼が無かったため、出
来なかった。

131 全課(公
共建築
マネジ
メント
課)

評
価

今後、施設所管課より依頼があれば、庁内での同和地区
に関する照会や、えせ同和行為への対応を考慮し業務を
進めていく。

131 全課(建
設管理
課) 実

績

差別的な落書きは見られなかった。

131 全課(建
設管理
課) 評

価

現在まで落書きは見られないが、今後ないとも限らない
ので自転車等駐車場の施設の囲いについて形態の変更等
について今後検討する必要がある。

131 全課

実
績

人権･男女共同参画課からの照会により、課員に対し同
和問題に関する法律及び条例の周知を行い、窓口対応に
ついて共通認識を図った。

131 全課

評
価

全職員が、同和問題やえせ同和行為への対応について認
識を深める機会となった。

132 人権･男
女共同
参画課 実

績

「同和問題」について、以下の広報媒体を用いて啓発を
実施した。[広報媒体]市ホームページ、チラシ･ポス
ター

132 人権･男
女共同
参画課 評

価

市内事業所が同和問題について認識を深めるきっかけと
なった。

同
和

同和問題
への正し
い知識と
理解を深
める教
育、啓発
の継続

同和問題
に関する
啓発事業
の推進

庁内での
同和地区
に関する
照会や、
えせ同和
行為への
対応の共
有

公共施設総合管理計画の推進や公共施設の設
計施工業務を行うにあたり、様々な人に配慮
した防災災害対応を考慮して業務を進めてい
く。

ー ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

―

同
和

同和問題
への正し
い知識と
理解を深
める教
育、啓発
の継続

同和問題
に関する
啓発事業
の推進

庁内での
同和地区
に関する
照会や、
えせ同和
行為への
対応の共
有

市営自転車等駐輪場等に差別的な落書きが
あった場合は男女共同参画課へ連絡する。

3 ①

落書きが無
くならない
ため継続し
て確認し、
落書きがあ
れば通報す
る。

落書きできない施設の
囲いに更新できればい
いが、予算措置等必要
になるため難しい。

同
和

同和問題
への正し
い知識と
理解を深
める教
育、啓発
の継続

同和問題
に関する
啓発事業
の推進

庁内での
同和地区
に関する
照会や、
えせ同和
行為への
対応の共
有

同和地区に関する照会や、えせ同和行為への
対応に関する担当課の通知について、課内で
共有し、必要な対応を行う。

4 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

現状、窓口で対応する
ケースはなかったが、
照会や相談等があった
際に対応できるよう、
引き続き周知していく
必要がある。

同
和

同和問題
への正し
い知識と
理解を深
める教
育、啓発
の継続

同和問題
に関する
啓発事業
の推進

市内事業
所への情
報提供

様々な広報媒体により市内事業所に対して同
和問題への正しい知識と理解を深めるための
啓発を行う。

4 ①

市内事業所
が認識を深
める機会づ
くりのた
め、継続し
て実施する
必要がある
ため。

引き続き多くの方に参
加していただけるよ
う、開催日時や内容、
周知方法を検討してい
く必要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

133 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]5月18日[作品]夕焼け/言葉があるから[人数]12人
(2)出前講座（(a)民生委員・児童委員協議会(b)大宮地
区）
(a)[日程]8月26日[人数]212人[作品]シェアしてみたら
わかったこと
(b)[日程]11月28日[人数]50人[作品]シェアしてみたら
わかったこと
(3)人権協会幹事等研修会
[日程]10月22日[場所]コリアNGOセンター、コリアタウ
ン周辺[人数]16名
(4)人権啓発企業連絡会研修会「外国人労働者へのハラ
スメントについて」
[日程]1月28日[講師]村田浩治氏（堺総合法律事務所弁
護士)[参加人数]15人（予定）
②多文化共生について、以下の広報媒体を用いて啓発を
実施した。[広報媒体]市ホームページ、広報きしわだ、
チラシ･ポスター

133 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が多文化共生について認識を深めるきっかけとなっ
た。

134 文化国
際課

実
績

(1)多文化共生事業を推進する岸和田市国際親善協会で
は、日本語サロンや、日本語ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座、ｲﾝｸﾞﾘｯ
ｼｭｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪなどを実施。文化国際課では、広報活動、会
場確保などの支援を行っている。
(2)姉妹都市との国際交流事業については、青少年の派
遣事業をはじめ、姉妹都市との交流事業を計画通り行う
ことができた。
(3)国際交流に関する関係各課への情報提供について
は、引き続き関係課への情報提供を行っている。

134 文化国
際課

評
価

いずれの事業も予定どおり実施できた。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

多文化共
生に向け
た取組の
推進

啓発事業
などの実
施

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「多文化共生」をテーマとした研修会や講
演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

引き続き多くの方に参
加していただけるよ
う、開催日時や内容、
周知方法を検討してい
く必要がある。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

多文化共
生に向け
た取組の
推進

国際交流
（多文化
共生理
解）のた
めの事業
の実施

(1)多文化共生事業を推進する岸和田市国際
親善協会の活動の支援予定
　①イングリッシュオープンカフェ
　②だんじりインフォメーションセンター
　③日本語サロン
(2)姉妹都市との国際交流事業の実施
　SSF市青少年派遣事業、その他国際交流事
業を実施予定
(3)国際交流（多文化共生理解）に関する関
係各課への情報の提供

5 ①

継続して実
施する必要
がある

関係団体及び相手都市
と協議を行いながら、
引き続き実施する
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

134 産業高
等学校

実
績

岸和田市青少年海外派遣事業に参加し、５名の生徒をｻｳ
ｽｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ市へ派遣した。
韓国漢江メディア高等学校からの派遣生10名を受け入
れ、ホームステイを実施した。
成果について文化祭で発表の場を持ち、経験共有の機会
を設けた。

134 産業高
等学校

評
価

参加した生徒にとっても良い機会である。また、高校同
士の国際交流を広げる機会となった。

135 人権教
育課

実
績

①多文化交流会の実施（全２回）
市内小・中学校の日本語指導が必要な児童生徒
がオンラインでつながり、他校に通っている児童生徒と
の交流を実施。
②各校の多文化共生教育の実施
各学校では、外国にルーツのある児童生徒にかかわる母
国やその文化についての紹介し合ったり、話を聞くなど
の取組みを実施。

135 人権教
育課

評
価

①毎年実施しているが、児童生徒が安心して参加できる
交流の時間となっている。参加した児童生徒や職員から
は次回の交流会を楽しみにしている感想があった。
②多文化共生教育を行うことで、他国はもちろん改めて
日本にも興味関心をいただいた児童生徒もいたとの感想
も寄せられており、引き続き取り組みを推進をしていき
たい。

136 人権教
育課

実
績

①人権教育担当者会
「人権教育の推進について」
人権教育課　指導主事　[参加者]：57人
②人権教育研修　「ちがいを楽しみながら、子どもと
いっしょに考える多文化共生の営み――外国にルーツの
ある子どもたちとともに学び、創る、
わたしたちのマインドセット――」
日本語教育支援グループことのは副理事長   安田　乙
世　氏
［参加人数］60人

136 人権教
育課

評
価

指導者の実践力向上につなげることができた。また、研
修時のグループワークでは、日本語指導が必要な児童生
徒への具体的な支援のあり方について、意見交換を行う
ことができた。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

多文化共
生に向け
た取組の
推進

国際交流
（多文化
共生理
解）のた
めの事業
の実施

岸和田市との姉妹都市関係にある外国の高等
学校・本校と姉妹校関係にある高等学校と相
互に生徒派遣を実施し、国際交流の機会を設
ける。

5 ①

今後も多文
化共生教育
を推進する
必要がある
ため。

海外派遣に参加できな
かった生徒にも、経験
を共有するための取り
組みの強化が必要であ
る。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

多文化共
生教育の
推進

授業など
での取組
による理
解促進

①人権教育担当者会の実施
②人権教育研修の実施
③授業で活用できる教材の周知

5 ①

今後も多文
化共生教育
に関する実
践を継続す
るため。

①について参加校を増
やしていくため、交流
会の周知・啓発を引き
続き行っていきたい。

②について
多文化の取組みは、各
学校の好事例を次年度
も広げていきたい。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

多文化共
生教育の
推進

教職員へ
の研修の
実施

人権教育研修の実施。

5 ①

今後も多文
化共生教育
に関する実
践を継続す
るため。

外国にルーツのある児
童生徒や日本語指導を
必要とする児童生徒が
増加していることから
学力保障や生活保障
は、引き続きである
が、同時に社会の理解
を深めていく必要があ
る。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

137 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]5月18日[作品]夕焼け/言葉があるから[人数]12人
(2)出前講座（(a)民生委員・児童委員協議会(b)大宮地
区）
(a)[日程]8月26日[人数]212人[作品]シェアしてみたら
わかったこと
(b)[日程]11月28日[人数]50人[作品]シェアしてみたら
わかったこと
(3)人権協会幹事等研修会
[日程]10月22日[場所]コリアNGOセンター、コリアタウ
ン周辺[人数]16名
(4)人権啓発企業連絡会研修会「外国人労働者へのハラ
スメントについて」
[日程]1月28日[講師]村田浩治氏（堺総合法律事務所弁
護士)[参加人数]15人

137 人権･男
女共同
参画課 評

価

多文化共生について認識を深めるきっかけとなった。

138 人権･男
女共同
参画課 実

績

大阪府下市町村の会議に参加し、情報収集に努めた。
また、実際にモニタリング事業開始。現時点、削除要請
該当なし。

138 人権･男
女共同
参画課 評

価

先進自治体の対応状況や課題等有意義な情報を得ること
ができた。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

本邦外出
身者に対
する不当
な差別的
言動の解
消に向け
た取組の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

啓発事業
などの実
施

ヘイトスピーチの解消をめざし、「本邦外出
身者に対する不当な差別的言動の解消に向け
た取組の推進に関する法律」や「大阪府人種
又は民族を理由とする不当な差別的言動の解
消の推進に関する条例」の理解の促進を図
る。

(詳細）
①「多文化共生」をテーマとした研修会・講
演会を実施
②様々な広報媒体を用いた人権教育・啓発に
関する啓発

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

引き続き多くの方に参
加していただけるよ
う、開催日時や内容、
周知方法を検討してい
く必要がある。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

本邦外出
身者に対
する不当
な差別的
言動の解
消に向け
た取組の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

インター
ネット上
の差別的
な書込へ
の対応

再掲-123
インターネット上の差別的な書込への対応策
について、大阪府、府内自治体及び関係機関
が開催する会議等に参加し、他の自治体にお
ける実態把握や先進事例等の情報の収集を行
いつつ、モニタリング事業を実施していく。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

対象サイト、実施頻度
は、必要に応じて検討
する。

83



No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

139 人権･男
女共同
参画課

実
績

①人権啓発企業連絡会研修会「外国人労働者へのハラス
メントについて」
[日程]1月28日[講師]村田浩治氏（堺総合法律事務所弁
護士)[参加人数]15人
②市内事業所に対して、公正採用に関する国や大阪府の
取組や関係機関が実施する研修会について随時情報提供
を行った。

139 人権･男
女共同
参画課 評

価

市内事業所が公正採用について認識を深める機会となっ
た。

139 産業政
策課

実
績

相談があれば取り次ぎ、窓口等へパンフレットを配置し
た

139 産業政
策課

評
価

相談体制の構築と、パンフレットを配置することで、多
くの市民に周知することができた

140 人権･男
女共同
参画課

実
績

(1)人権擁護委員と連携し、特設人権相談を実施した。
[実施日]6月3～5日(人権擁護委員の日関連)、12月6日、
12月9～12日(人権週間関連)[会場]市内公共施設[相談件
数]0件
(2)大阪府が作成したリーフレットを市内公共施設に配
架し、研修会等の参加者に配布した。

140 人権･男
女共同
参画課 評

価

(1)市の人権相談窓口と併せて、部落差別をはじめ、さ
まざまな人権問題についての相談支援体制を充実させる
ことができた。
(2)市民が部落差別について認識を深めるきっかけと
なった。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

本邦外出
身者に対
する不当
な差別的
言動の解
消に向け
た取組の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

事業所に
おける差
別解消な
どの取組
の支援

再掲-29.116.126
岸和田市人権啓発企業連絡会と連携し、公正
採用選考人権啓発推進員制度の円滑な推進を
図り、市内事業所の人権啓発の充実と雇用の
機会均等に向けた取組を支援する。

（詳細）
①公正採用をテーマとした研修会の実施
②国や大阪府、関係機関からの情報の提供

5 ①

研修会への
参加を促す
ため、申
込、周知方
法の改善を
検討する。

参加しやすい日程や参
加方法を検討する。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

本邦外出
身者に対
する不当
な差別的
言動の解
消に向け
た取組の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

事業所に
おける差
別解消な
どの取組
の支援

再掲-126
①大阪府（大阪府人権協会、大阪府労働相談
センター）や労働基準監督署への取り次ぎ
②窓口等へパンフレットの配置

3 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

相談窓口を認知しても
らえるよう努める

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

本邦外出
身者に対
する不当
な差別的
言動の解
消に向け
た取組の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

国や大阪
府との連
携による
施策の推
進

①大阪府（大阪府人権協会、大阪府労働相談
センター）や労働基準監督署への取り次ぎ
②窓口等へパンフレットの配置

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

より多くの相談につな
がるよう周知していく
必要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

141 施設所
管課(総
務管財
課)

実
績

　令和７年４月４日付、岸市人内第22号「ヘイトスピー
チへの対応について（依頼）」を課内供覧した。

141 施設所
管課(総
務管財
課)

評
価

各職員にヘイトスピーチの対応に関する周知を図ってお
り、その共通認識は着実に深まっている。

141 施設所
管課(市
民セン
ター課)

実
績

人権・男女共同参画課より情報提供された法律、条例及
び発生状況等を課員に周知し対応について共通認識を図
り、ヘイトスピーチの未然防止に努めた。特に対応実績
はなかった。

141 施設所
管課(市
民セン
ター課)

評
価

施設所管課として、課員がヘイトスピーチについての対
応の理解を深めた。

141 施設所
管課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

課員に対し、法律及び条例について周知した。ヘイトス
ピーチに対する施設での対応実績はなし。

141 施設所
管課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

施設所管課として、窓口対応職員がヘイトスピーチにつ
いて認識を深める機会となった。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

本邦外出
身者に対
する不当
な差別的
言動の解
消に向け
た取組の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

ヘイトス
ピーチを
未然に防
ぐ仕組み
づくり

人権・男女共同参画課と連携し、課員に対し
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の
解消に向けた取組の推進に関する法律」及び
「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差
別的言動の解消の推進に関する条例」の趣旨
の理解を促進し、ヘイトスピーチの対応に関
する共通認識を図る。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

日頃のニュースなどに
も関心を持ち、普段か
ら意識付けしていくこ
とが必要。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

本邦外出
身者に対
する不当
な差別的
言動の解
消に向け
た取組の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

ヘイトス
ピーチを
未然に防
ぐ仕組み
づくり

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の
解消に向けた取組の推進に関する法律」及び
「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差
別的言動の解消の推進に関する条例」の趣旨
を理解し、ヘイトスピーチへの対応に関する
課員の認識を深める。また、施設の管理に関
する条例に基づき、公の秩序をみだすおそれ
がある行為に対しては特に注意を払い、その
危険を回避し、未然防止を図るなどの対応
後、人権・男女共同参画課と情報を共有す
る。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

引き続き、ヘイトス
ピーチの未然防止対策
に取り組む。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

本邦外出
身者に対
する不当
な差別的
言動の解
消に向け
た取組の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

ヘイトス
ピーチを
未然に防
ぐ仕組み
づくり

課員に対し「本邦外出身者に対する不当な差
別的言動の解消に向けた取組の推進に関する
法律」及び「大阪府人種又は民族を理由とす
る不当な差別的言動の解消の推進に関する条
例」の趣旨の理解を促進し、ヘイトスピーチ
の対応に関する共通認識を図る。施設の設置
条例に基づき、公の秩序をみだすおそれがあ
る場合、その危険を回避し、防止するために
入館及び利用制限を行う。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

引き続き、周知を図る
必要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

141 施設所
管課(文
化国際
課)

実
績

人権・男女共同参画課との連携により、法律や条例を周
知し、対応についての認識を図った。なお、所管施設で
のヘイトスピーチや、その恐れがある事例はなかった。

141 施設所
管課(文
化国際
課)

評
価

施設を所管する職員として、ヘイトスピーチの認識を得
た。

141 施設所
管課(生
涯学習
課)

実
績

館内にポスターを掲示、チラシを配架した。

141 施設所
管課(生
涯学習
課)

評
価

館内のポスター掲示、チラシ配架により利用者への啓発
を行った。

141 施設所
管課(ス
ポーツ
振興課) 実

績

人権・男女共同参画課と連携し職員に対する差別的言動
に対する趣旨を理解する資料を提供いただき、課内で人
種又は民族を理由とする不当な差別的言動を共通理解し
た。施設を管理する指定管理者に対しても説明ををおこ
ないヘイトスピーチや差別的な行動を理解し、差別的行
動がなされる場合は入館や利用制限を行う必要性がある
旨説明を行った。

141 施設所
管課(ス
ポーツ
振興課)

評
価

課内職員、指定管理者と不当な差別的言動の共通認識を
図れたことにより差別的言動の解消の推進に係る取り組
みを考えることができた。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

本邦外出
身者に対
する不当
な差別的
言動の解
消に向け
た取組の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

ヘイトス
ピーチを
未然に防
ぐ仕組み
づくり

人権・男女共同参画課と連携し、課員に対し
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の
解消に向けた取組の推進に関する法律」及び
「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差
別的言動の解消の推進に関する条例」の趣旨
の理解を促進し、ヘイトスピーチの対応に関
する共通認識を図る。
施設の管理に関する条例に基づき、公の秩序
をみだすおそれがある場合、その危険を回避
し、防止するための対応を行う。

5 ①

継続いて実
施する必要
がある

引き続き実施する

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

本邦外出
身者に対
する不当
な差別的
言動の解
消に向け
た取組の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

ヘイトス
ピーチを
未然に防
ぐ仕組み
づくり

館内にポスター掲示により啓発および配架。

5 ①

取組の推進
のため継
続。

利用者へ啓発を行うた
め、引き続きポスター
の掲示・チラシの配架
を実施する。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

本邦外出
身者に対
する不当
な差別的
言動の解
消に向け
た取組の
推進に関
する法律
の周知と
必要な施
策の推進

ヘイトス
ピーチを
未然に防
ぐ仕組み
づくり

人権・男女共同参画課と連携し、課員に対し
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の
解消に向けた取組の推進に関する法律」及び
「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差
別的言動の解消の推進に関する条例」の趣旨
の理解を促進し、ヘイトスピーチの対応に関
する共通認識を図る。
施設の設置条例に基づき、公の秩序をみだす
おそれがある場合、その危険を回避し、防止
するために入館及び利用制限を行う。

5 ①

全ての人が
相互に人種
又は民族の
違いを尊重
し合いなが
ら共生する
社会づくり
が必要であ
るあめ

特になし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

142 人権教
育課

実
績

日本語指導補助員10名と通訳13名を、日本語指導が必要
な児童生徒が在籍する各学校へ派遣した。また、日本語
指導加配教員が、各学校へ巡回指導を行った。

142 人権教
育課

評
価

翻訳ツール等も活用しながら、日本語指導が必要な児童
生徒が、安心して学校生活を送れるよう、一人ひとりの
状況に応じたきめ細かな日本語指導の充実を図ることが
できた。

143 文化国
際課

実
績

常時、施設内でチラシを配架している。

143 文化国
際課

評
価

引き続き実施する。

144 文化国
際課

実
績

国際親善協会の活動の支援を実施した。

144 文化国
際課

評
価

引き続き実施する。

145 産業政
策課

実
績

きしわだ就職フェアR7.9.26参加者76名、岸和田貝塚合
同就職面接会R8.2.13開催予定

145 産業政
策課

評
価

希望者に就職につながる機会を提供することができた

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

日本語教
育ニュー
カマーの
人権及び
地域住民
の人権を
尊重しあ
うための
施策の推
進

ニューカ
マー の
子どもへ
の日本語
指導

①日本語指導補助員や通訳の派遣
②日本語指導加配教員の活用

5 ①

今後も人権
尊重に関す
る取り組み
を推進する
ため。

外国にルーツのある児
童生徒や日本語指導を
必要とする児童生徒が
増加しており、担当者
だけではなく市内全校
園の職員の人権感覚や
意識の高揚と、専門性
の向上が必要。

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

日本語教
育ニュー
カマーの
人権及び
地域住民
の人権を
尊重しあ
うための
施策の推
進

ニューカ
マーや帯
同家族へ
の日本語
学習の情
報提供

日本語サロン（外国籍の人のための日本語教
室）のチラシの配架。

5 ①

継続して実
施する必要
がある

引き続き実施する

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

日本語教
育ニュー
カマーの
人権及び
地域住民
の人権を
尊重しあ
うための
施策の推
進

関係団体
の活動及
び日本語
指導など
の支援

国際親善協会の活動の支援を実施予定。

5 ①

継続いて実
施する必要
がある

引き続き実施する

外
国
籍

多文化共
生理解の
教育と啓
発の継続

日本語教
育ニュー
カマーの
人権及び
地域住民
の人権を
尊重しあ
うための
施策の推
進

就労に向
けた支援
の実施

ハローワーク岸和田等と連携しつつ、就職面
接会を実施。

4 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

面接会等参加者を増や
し、就労支援を拡大す
る
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

146 人権･男
女共同
参画課

実
績

(1)映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]6月22日[作品]外島保養院から邑久光明園へ私た
ちは忘れない伝えたい/大切なひと[人数]3人
(2)映画上映　きしわだ男女共同参画フォーラム内
[日程]3月7日[作品]わたしと人権2[人数]（実施予定）
②感染症と人権について、以下の広報媒体を用いて啓発
を実施した。[広報媒体]市ホームページ、リーフレット

146 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が感染症と人権について認識を深めるきっかけと
なった。

147 人権･男
女共同
参画課

実
績

感染症と人権について、以下の広報媒体を用いて啓発を
実施した。[広報媒体]市ホームページ、リーフレット

147 人権･男
女共同
参画課

評
価

市民が感染症と人権について認識を深めるきっかけと
なった。

148 人権･男
女共同
参画課

実
績

(1)人権擁護委員と連携し、特設人権相談を実施した。
[実施日]6月3～5日(人権擁護委員の日関連)、12月6日、
12月9～12日(人権週間関連)[会場]市内公共施設[相談件
数]0件
(2)大阪府が作成したリーフレットを市内公共施設に配
架し、研修会等の参加者に配布した。

148 人権･男
女共同
参画課 評

価

(1)市の人権相談窓口と併せて、部落差別をはじめ、さ
まざまな人権問題についての相談支援体制を充実させる
ことができた。
(2)市民が部落差別について認識を深めるきっかけと
なった。

感
染
者

感染症と
人権問題
について
正しい知
識と理解
を深める
教育、啓
発の継続

誤解や偏
見の解消
に向けた
取組の推
進

啓発事業
などの実
施

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「感染症と人権」をテーマとした研修会や
講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

引き続き、関心を持っ
てもらえるような啓発
活動を検討していく。

感
染
者

感染症と
人権問題
について
正しい知
識と理解
を深める
教育、啓
発の継続

誤解や偏
見の解消
に向けた
取組の推
進

新型コロ
ナウイル
ス感染症
やワクチ
ン接種、
マスク着
用に関連
する人権
問題への
理解促進
及び人権
擁護意識
の醸成

新型コロナウイルス感染症やワクチン接種、
マスク着用に関連する人権問題への理解促進
及び人権擁護意識の醸成を図るため、様々な
広報媒体による啓発を行う。

4 ②

世論の認識
や社会情勢
の変化に応
じた啓発を
実施してい
く必要があ
る。

新しい情報に随時更新
していく必要がある

感
染
者

感染症と
人権問題
について
正しい知
識と理解
を深める
教育、啓
発の継続

誤解や偏
見の解消
に向けた
取組の推
進

国や大阪
府との連
携による
施策の推
進

掲-127.140
大阪法務局や人権擁護委員、岸和田市人権協
会、大阪府との連携を密にし、情報の共有や
啓発事業の共同開催等を進め、施策の効果的
な推進を図る。国や大阪府の動向を注視し、
必要な取組を進める。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

より多くの相談につな
がるよう周知していく
必要がある。

88



No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

149 学校教
育課

実
績

定期的な校園長会や指導主事の学校訪問を通じて随時取
り組んでいる

149 学校教
育課

評
価

校園長会や指導主事の学校訪問を通じて内容の更新をす
ることができた。

149 人権教
育課

実
績

人権教育担当者会や初任者研修等で個別の人権課題につ
いて研修を行った。一人ひとりの無意識の思い込みが差
別や偏見につながる危険性について理解をが育つ環境や
所属する集団の中で固定観念として位置付けられるなど
教職員が理解し、子どもたちへの教材や取組みに反映で
きるよう、支援助言をする。

149 人権教
育課

評
価

教職員を対象とした人権教育担当者会において、様々な
人権課題についての理解を深め、人権尊重の意識を高め
ることができた。また、授業で活用できる教材等につい
て情報提供することができた。

150 人権教
育課

実
績

①人権教育担当者会
「人権教育の推進について」
人権教育課　指導主事
　[参加者]：57人
②授業で活用できる教材の周知

150 人権教
育課

評
価

教職員を対象とした人権教育担当者会において、様々な
人権課題についての理解を深め、人権尊重の意識を高め
ることができた。また、授業で活用できる教材等につい
て情報提供することができた。

感
染
者

感染症と
人権問題
について
正しい知
識と理解
を深める
教育、啓
発の継続

教育現場
の取組の
推進

授業など
での取組
による理
解促進

大阪府教育委員会より情報提供のあった様々
な感染症と人権に関する事項について、随時
市内学校園と共有を行い、子どもへの学習機
会の提供にあたり、内容の更新に努める。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

特記事項なし

感
染
者

感染症と
人権問題
について
正しい知
識と理解
を深める
教育、啓
発の継続

教育現場
の取組の
推進

授業など
での取組
による理
解促進

①人権教育研修の実施
②授業で活用できる教材の周知

5 ①

今後も人権
尊重に関す
る取り組み
を推進する
ため。

学校で組織的に取り組
むことが必要である。
次年度も情報発信を行
い、実践につなげるこ
とができるよう支援を
行う。

感
染
者

感染症と
人権問題
について
正しい知
識と理解
を深める
教育、啓
発の継続

教育現場
の取組の
推進

教職員へ
の研修の
実施

人権教育研修の実施。

5 ①

今後も人権
尊重に関す
る取り組み
を推進する
ため。

次年度も教職員の正し
い知識と理解を向上で
きるよう研修内容の工
夫をする必要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

151 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)①映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]6月22日[作品]外島保養院から邑久光明園へ私た
ちは忘れない伝えたい/大切なひと[人数]3人
(2)岸和田市人権協会総会 人権研修[日程]7月31日[作
品]外島保養院から邑久光明園へ私たちは忘れない伝え
たい[参加人数]54名
②ハンセン病問題について、以下の広報媒体を用いて啓
発を実施した。[広報媒体]市ホームページ、広報きしわ
だ、チラシ･ポスター

151 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民がハンセン病問題について認識を深めるきっかけと
なった。

152 人権･男
女共同
参画課

実
績

(1)人権擁護委員と連携し、特設人権相談を実施した。
[実施日]6月3～5日(人権擁護委員の日関連)、12月6日、
12月9～12日(人権週間関連)[会場]市内公共施設[相談件
数]0件
(2)大阪府が作成したリーフレットを市内公共施設に配
架し、研修会等の参加者に配布した。

152 人権･男
女共同
参画課 評

価

(1)市の人権相談窓口と併せて、部落差別をはじめ、さ
まざまな人権問題についての相談支援体制を充実させる
ことができた。
(2)市民が部落差別について認識を深めるきっかけと
なった。

152 健康推
進課

実
績

ホームページにて周知。

152 健康推
進課

評
価

周知できた。

ハ
ン
セ
ン
病

ハンセン
病問題へ
の正しい
知識と理
解を深め
る教育、
啓発の継
続

誤解や偏
見の解消
に向けた
取組の推
進

啓発事業
などの実
施

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「ハンセン病問題」をテーマとした研修会
や講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発 5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

引き続き関心をもって
もらえるような企画を
検討する。

ハ
ン
セ
ン
病

ハンセン
病問題へ
の正しい
知識と理
解を深め
る教育、
啓発の継
続

誤解や偏
見の解消
に向けた
取組の推
進

国や大阪
府と連携
した施策
の推進

再掲-127.140.148
大阪法務局や人権擁護委員、岸和田市人権協
会、大阪府との連携を密にし、情報の共有や
啓発事業の共同開催等を進め、施策の効果的
な推進を図る。国や大阪府の動向を注視し、
必要な取組を進める。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

より多くの相談につな
がるよう周知していく
必要がある。

ハ
ン
セ
ン
病

ハンセン
病問題へ
の正しい
知識と理
解を深め
る教育、
啓発の継
続

誤解や偏
見の解消
に向けた
取組の推
進

国や大阪
府と連携
した施策
の推進

ハンセン病を正しく理解してもらえるよう、
ホームページにて周知。

3 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

多くの方にハンセン病
についての正しい理解
をしてもらえるよう、
より効果的な周知方法
を引き続き検討する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

153 人権教
育課

実
績

人権教育担当者会では、ハンセン病等、個別の人権課題
についての講義を行った。ハンセン病についての周知の
ため、府からの資料等を各学校に配付している。また、
授業で活用できる教材・動画の周知を行っている。

153 人権教
育課

評
価

教職員を対象とした人権教育担当者会において、人権尊
重の意識を高めることができた。また、授業で活用でき
る教材等について情報提供することができた。

154 人権教
育課

実
績

①人権教育担当者会
「人権教育の推進について」
人権教育課　指導主事　　[参加者]：57人
②③授業で活用できる教材の周知

154 人権教
育課

評
価

教職員に対して、授業で活用できる教材や参考資料等を
周知することができた。

155 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)人権問題専門講座「犯罪被害者とその家族の人
権」
[日程]11月12日[講師]伸子氏、福西毅氏[人数]71人
②刑を終えて出所した人の人権について、以下の広報媒
体を用いて啓発を実施した。[広報媒体]市ホームペー
ジ、チラシ･ポスター

155 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が刑を終えて出所した人の人権について認識を深め
るきっかけとなった。

156 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

岸和田地区推進委員会主催会議へ行政関係課として参画
第1回岸和田地区推進委員会　[日時]5月23日
第75回“社会を明るくする運動”市民集会　[日時]7月
12日

156 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

関係団体との連携により、「社会を明るくする運動」に
関する事業について、効果的に推進することができた。

ハ
ン
セ
ン
病

ハンセン
病問題へ
の正しい
知識と理
解を深め
る教育、
啓発の継
続

教育現場
の取組の
推進

授業など
での取組
による理
解促進

①人権教育担当者会の実施
②人権教育研修の実施
③授業で活用できる教材の周知

5 ①

今後も人権
尊重に関す
る取り組み
を推進する
ため。

次年度も資料や動画の
活用について引き続
き、周知し、取組を推
進する。

ハ
ン
セ
ン
病

ハンセン
病問題へ
の正しい
知識と理
解を深め
る教育、
啓発の継
続

教育現場
の取組の
推進

教職員へ
の研修の
実施

①人権教育担当者会の実施
②人権教育研修の実施

5 ①

今後も人権
尊重に関す
る取り組み
を推進する
ため。

教職員が個別の人権課
題について認識を深
め、実践につなげてい
ただけるよう引き続
き、様々な研修で伝え
いていく必要がある。

受
刑
者

地域から
の排除を
防止する
ための社
会全体の
理解促進

偏見や差
別の解消
に向けた
取組の推
進

啓発事業
などの実
施

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「刑を終えて出所した人の人権」をテーマ
とした研修会や講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

5 ②

継続的に実
施する必要
があるた
め。

幅広く市民が参加でき
るよう講座の開催を検
討していく必要がある
ため。

受
刑
者

地域から
の排除を
防止する
ための社
会全体の
理解促進

連携によ
る支援

「社会を
明るくす
る運動」
の実施

“社会を明るくする運動”岸和田地区推進委
員会との連携を密にし、情報の共有や啓発事
業の共同開催等を進め、施策の効果的な推進
を図る。

（詳細）
推進委員会主催事業への参画

5 ①

効果的な施
策の推進の
ため、継続
して関係団
体との連携
により実施
する必要が
あるため

特記事項なし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

156 関係各
課(生涯
学習課)

実
績

７月12日　市民大会実施
テーマ　楽物乱用防止教室
講師　更生保護団体有志
参加人数　211名
７月22日　南海本線岸和田駅周辺の落書き消し、清掃、
啓発活動の実施。
参加人数　約300名

156 関係各
課(生涯
学習課) 評

価

市民が薬物の危険性について再認識するきっかけとなっ
た。
中学生や関係団体と協力し、環境浄化活動をすることで
地域がきれいになり、犯罪を抑止する効果がある。

157 福祉政
策課

実
績

更生保護サポートセンターの取組みを市のホームページ
等で周知。

157 福祉政
策課

評
価

多くの市民に周知することができた。

158 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

下記の時間帯で相談支援を実施した。
[日時]火曜日～土曜日 9：00～17：00(祝日を除く)

158 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

部落差別に関する事案はなかったが、その他の事案に対
して、必要に応じ関係機関の紹介を行い、相談者の抱え
る不安の解消や問題解決につなげることができた。

159 福祉政
策課

実
績

更生保護サポートセンターの取組みを市のホームページ
等で周知。

159 福祉政
策課

評
価

多くの市民に周知することができた。

受
刑
者

地域から
の排除を
防止する
ための社
会全体の
理解促進

連携によ
る支援

「社会を
明るくす
る運動」
の実施

社会を明るくする運動市民集会の実施。なら
びに岸和田駅周辺の清掃と落書き消しの実
施。

5 ①

法務省主唱
の全国的な
運動であ
り、今後も
継続して実
施していく
必要がある
ため。

より多くの方に活動を
知ってもらうため、周
知方法や大会の内容を
検討していく。

受
刑
者

地域から
の排除を
防止する
ための社
会全体の
理解促進

連携によ
る支援

「更生保
護サポー
トセン
ター」の
支援

岸和田市再犯防止推進計画に基づき支援す
る。

5 ①

計画期間で
あり、継続
して実施す
る必要があ
るため。

特になし

受
刑
者

地域から
の排除を
防止する
ための社
会全体の
理解促進

自立生活
に向けた
支援

地域生活
への定着
支援

再掲-30,124
人権問題に関する相談窓口において、相談者
の訴えに基づく事案の解決に向け、必要に応
じ関係機関に繋げ、連携により支援を進め
る。

5 ①

相談者の訴
えに基づく
事案の解決
に向け、継
続して実施
する必要が
あるため。

より多くの方が相談窓
口を利用できるよう、
周知に努める必要があ
る。

受
刑
者

地域から
の排除を
防止する
ための社
会全体の
理解促進

自立生活
に向けた
支援

犯罪や触
法行為な
どへの関
与防止に
向けた取
組の推進

岸和田市再犯防止推進計画に基づき支援す
る。

5 ①

計画期間で
あり、継続
して実施す
る必要があ
るため。

特になし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

159 障害者
支援課

実
績

基幹相談支援センターにおいて相談があった場合は、関
係機関などと連携した。

159 障害者
支援課

評
価

犯罪や触法行為などへの関与防止に向けた取り組みを行
うことができた。

160 福祉政
策課

実
績

更生保護サポートセンターの取組みを市のホームページ
等で周知。

160 福祉政
策課

評
価

多くの市民に周知することができた。

160 障害者
支援課

実
績

医療観察法に基づき、保護観察所、保健所、事業所など
と連携し、必要な支援について検討した。

160 障害者
支援課

評
価

触法障害者の自立生活に向けた支援を行うことができ
た。

161 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)人権問題専門講座「犯罪被害者とその家族の人
権」
[日程]11月12日[講師]伸子氏、福西毅氏[人数]71人
②犯罪被害者の人権について、以下の広報媒体を用いて
啓発を実施した。
[広報媒体]市ホームページ、チラシ･ポスター

161 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が犯罪被害者の人権について認識を深めるきっかけ
となった。

受
刑
者

地域から
の排除を
防止する
ための社
会全体の
理解促進

自立生活
に向けた
支援

犯罪や触
法行為な
どへの関
与防止に
向けた取
組の推進

長期入院、入所等からの地域生活移行や支援
のため、地域や関連機関と連携に努める。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

触法障害者の地域移行
に際して各関係機関の
連携するため、中核と
なる機関が必要であ
る。

受
刑
者

地域から
の排除を
防止する
ための社
会全体の
理解促進

自立生活
に向けた
支援

触法障害
者や触法
高齢者の
支援

岸和田市再犯防止推進計画に基づき支援す
る。

5 ①

計画期間で
あり、継続
して実施す
る必要があ
るため。

特になし

受
刑
者

地域から
の排除を
防止する
ための社
会全体の
理解促進

自立生活
に向けた
支援

触法障害
者や触法
高齢者の
支援

医療観察法の趣旨に基づき、必要な支援を実
施する。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

触法障害者の地域移行
に際して各関係機関の
連携するため、中核と
なる機関が必要であ
る。

犯
罪
被
害
者

二次的被
害防止へ
の理解促
進

犯罪被害
者を社会
で支える
意識づく
りをめざ
した取組
の推進

啓発事業
などの実
施

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「犯罪被害者の人権」をテーマとした研修
会や講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

幅広く市民が参加でき
る研修会の開催を検討
していく必要があるた
め。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

162 人権･男
女共同
参画課 実

績

「犯罪被害者への支援」について、以下の広報媒体を用
いて啓発を実施した。[広報媒体]市ホームページ、広報
きしわだ、人権啓発紙「人の輪」、チラシ･ポスター

162 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が犯罪被害者への支援について認識を深めるきっか
けとなった。

163 人権･男
女共同
参画課

実
績

(1)人権擁護委員と連携し、特設人権相談を実施した。
[実施日]6月3～5日(人権擁護委員の日関連)、12月6日、
12月9～12日(人権週間関連)[会場]市内公共施設[相談件
数]0件
(2)大阪府が作成したリーフレットを市内公共施設に配
架し、研修会等の参加者に配布した。

163 人権･男
女共同
参画課 評

価

(1)市の人権相談窓口と併せて、部落差別をはじめ、さ
まざまな人権問題についての相談支援体制を充実させる
ことができた。
(2)市民が部落差別について認識を深めるきっかけと
なった。

164 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]6月22日[作品]外島保養院から邑久光明園へ私た
ちは忘れない伝えたい/大切なひと[人数]3人
(2)映画上映　きしわだ男女共同参画フォーラム内
[日程]3月7日[作品]わたしと人権2[人数]（実施予定）
②インターネット上の人権侵害について、以下の広報媒
体を用いて啓発を実施した。[広報媒体]市ホームペー
ジ、広報きしわだ、人権啓発紙「人の輪」、チラシ･ポ
スター

164 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民がインターネット上の人権侵害について認識を深め
るきっかけとなった。

犯
罪
被
害
者

二次的被
害防止へ
の理解促
進

犯罪被害
者を社会
で支える
意識づく
りをめざ
した取組
の推進

犯罪被害
者への支
援情報の
提供

様々な広報媒体により犯罪被害者への支援に
関する啓発を行う。

4 ②

市民が認識
を深める機
会づくりの
ため、継続
して実施す
る必要があ
るため。

より多くの方が相談窓
口を利用できるよう、
周知に努める必要があ
る。

犯
罪
被
害
者

二次的被
害防止へ
の理解促
進

犯罪被害
者を社会
で支える
意識づく
りをめざ
した取組
の推進

国や大阪
府、犯罪
被害者な
どの援助
を行う民
間団体な
どとの連
携による
施策の推
進

再掲-127.140.148.152
大阪法務局や人権擁護委員、岸和田市人権協
会、大阪府との連携を密にし、情報の共有や
啓発事業の共同開催等を進め、施策の効果的
な推進を図る。国や大阪府の動向を注視し、
必要な取組を進める。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

より多くの相談につな
がるよう周知していく
必要がある。

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

インター
ネットを
利用する
際のルー
ルやマ
ナーの理
解促進

メディ
ア・リテ
ラシーに
関する啓
発の推進

啓発事業
などの実
施

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「インターネット上の人権侵害」をテーマ
とした研修会や講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発 4 ②

継続的に実
施する必要
があるた
め。

テーマに合った世代の
集客に努める。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

165 学校教
育課

実
績

定期的な校園長会や指導主事の学校訪問を通じて随時取
り組んでいる

165 学校教
育課

評
価

校園長会や指導主事の学校訪問を通じて内容の更新をす
ることができた。

165 人権教
育課

実
績

各校における、年間の情報モラル教育に関する計画に基
づいて、子どもたちへの理解増進を図ることができた。
また、道徳の教材や携帯安全教室など講義を受けるなど
発達段階に合わせた取り組みを実施している。

165 人権教
育課

評
価

国や府からも様々な教材や動画があり、授業において、
子どもたちが視覚的にわかりやすい指導ができる。ま
た、道徳などでは、ネットモラルに関する内容もあり、
子どもたちが主体的に考え、行動できるような学習も
行っている。

166 学校教
育課

実
績

各校対象、全体対象それぞれのICT研修を実施するなど
随時取り組んでいる

166 学校教
育課

評
価

情報教育担当者会やＩＣＴ研修を通して、情報モラル教
育を推進することができた。

166 人権教
育課

実
績

人権教育研修や他課での生徒指導研修、情報担当研修な
どでインターネットの利用に際しての研修を行ってい
る。また、年間の初めに情報モラル教育に関する計画を
各学校から提出している。

166 人権教
育課

評
価

各学校の計画では、発達段階に合わせたネットモラルに
ついて取り組んでいる。また、授業で活用できる教材等
について情報提供を行うことができた。

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

インター
ネットを
利用する
際のルー
ルやマ
ナーの理
解促進

メディ
ア・リテ
ラシー教
育の推進

授業など
での取組
による理
解促進

大阪府教育委員会より情報提供のあった情報
モラル教育に関する事項について、随時市内
学校園と共有を行い、子どもへの学習機会の
提供にあたり、内容の更新に努める。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

特記事項なし

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

インター
ネットを
利用する
際のルー
ルやマ
ナーの理
解促進

メディ
ア・リテ
ラシー教
育の推進

授業など
での取組
による理
解促進

①人権教育担当者会の実施
②人権教育研修の実施

5 ①

今後も人権
尊重に関す
る取り組み
を推進する
ため。

児童生徒のスマホ所持
率の増加や所持の低年
齢化により、学校現場
でのSNSでのトラブル
が増加している。ネッ
トモラルについては、
今後もより一層強化し
て取り組む必要があ
る。

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

インター
ネットを
利用する
際のルー
ルやマ
ナーの理
解促進

メディ
ア・リテ
ラシー教
育の推進

教職員へ
の研修の
実施

教職員を対象に情報モラル教育に関する事項
も取り入れ、ICT研修を実施する。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

特記事項なし

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

インター
ネットを
利用する
際のルー
ルやマ
ナーの理
解促進

メディ
ア・リテ
ラシー教
育の推進

教職員へ
の研修の
実施

①人権教育担当者会の実施
②人権教育研修の実施

5 ①

今後も人権
尊重に関す
る取り組み
を推進する
ため。

児童生徒のスマホ所持
率の増加や所持の低年
齢化により、学校現場
でのSNSでのトラブル
が増加している。児童
生徒への学校での指導
については効果がある
ものの、家庭や地域と
の協力や連携した児童
生徒への指導が必要。
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主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
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(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

167 学校教
育課

実
績

定期的な校園長会や指導主事の学校訪問を通じて随時取
り組んでいる

167 学校教
育課

評
価

校園長会や指導主事の学校訪問を通じて内容の更新をす
ることができた。

167 人権教
育課

実
績

①いじめ問題啓発児童生徒作品展の実施
　令和8年2月16日～24日実施予定
②「ストップ！いじめ」啓発カードの配布
　令和8年3月配付予定

167 人権教
育課

評
価

いじめに関する作品展やカード配付により、いじめにつ
いての啓発に努めることができた。作品展応募作品にお
いて、児童生徒の作品からは、他者に対することばの重
みについて、啓発する作品が多くあった。

168 人権･男
女共同
参画課 実

績

大阪府下市町村の会議に参加し、情報収集に努めた。
また、実際にモニタリング事業開始。現時点、削除要請
該当なし。

168 人権･男
女共同
参画課 評

価

先進自治体の対応状況や課題等有意義な情報を得ること
ができた。

169 人権･男
女共同
参画課 実

績

①アニメ「めぐみ」の上映会を実施した。
[日程]12月13日上映[参加人数]8人
②北朝鮮人権侵害問題について、以下の広報媒体を用い
て啓発を実施した。[広報媒体]市ホームページ、広報き
しわだ、人権啓発紙「人の輪」、チラシ･ポスター

169 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が拉致問題について認識を深めるきっかけとなっ
た。

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

インター
ネットを
利用する
際のルー
ルやマ
ナーの理
解促進

メディ
ア・リテ
ラシー教
育の推進

ネットい
じめへの
対策

大阪府教育委員会より情報提供のあった情報
モラル教育に関する事項について、随時市内
学校園と共有を行い、子どもへの学習機会の
提供にあたり、内容の更新に努める。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

特記事項なし

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

インター
ネットを
利用する
際のルー
ルやマ
ナーの理
解促進

メディ
ア・リテ
ラシー教
育の推進

ネットい
じめへの
対策

①いじめ問題啓発児童生徒作品展の実施
②「ストップ！いじめ」啓発カードの配付

5 ①

今後もいじ
め防止に向
けた学校園
づくりを推
進する必要
があるた
め。

児童生徒のスマホ所持
率の増加や所持の低年
齢化により、学校現場
でのSNSでのトラブル
が増加している。児童
生徒への学校での指導
については効果がある
ものの、家庭や地域と
の協力や連携した児童
生徒への指導が必要。

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

人権を侵
害する書
込や差別
を助長す
る表現の
掲載への
対策

インター
ネット上
の差別的
な書込へ
の対応

対応方針
の検討と
実施

再掲-123.138
インターネット上の差別的な書込への対応策
について、大阪府、府内自治体及び関係機関
が開催する会議等に参加し、他の自治体にお
ける実態把握や先進事例等の情報の収集を行
いつつ、モニタリング事業を実施していく。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

対象サイト、実施頻度
は、必要に応じて検討
する。

北
朝
鮮

拉致問題
について
理解を促
すための
啓発

理解促進
に向けた
取組推進

啓発事業
などの実
施

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「拉致問題」をテーマとした研修会や講演
会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

4 ②

幅広い市民
が参加でき
るよう改善
を検討して
いく必要が
あるため。

上映会への参加が少な
い。
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令和８年度
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170 人権･男
女共同
参画課 実

績

①アニメ「めぐみ」の上映会を実施した。
[日程]12月13日上映[参加人数]8人

170 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が拉致問題について認識を深めるきっかけとなっ
た。

170 人権教
育課

実
績

人権教育担当者会などで「めぐみ」の活用について周知
し、国や大阪府よりチラシ、ポスター、情報提供などの
依頼があれば、学校園に周知している。また、視聴教材
の貸出を行っている。

170 人権教
育課

評
価

教職員を対象とした人権教育担当者会において、視聴教
材の紹介や、各種資料提供を行うことができた。

171 人権･男
女共同
参画課

実
績

(1)人権擁護委員と連携し、特設人権相談を実施した。
[実施日]6月3～5日(人権擁護委員の日関連)、12月6日、
12月9～12日(人権週間関連)[会場]市内公共施設[相談件
数]0件
(2)大阪府が作成したリーフレットを市内公共施設に配
架し、研修会等の参加者に配布した。

171 人権･男
女共同
参画課 評

価

(1)市の人権相談窓口と併せて、部落差別をはじめ、さ
まざまな人権問題についての相談支援体制を充実させる
ことができた。
(2)市民が部落差別について認識を深めるきっかけと
なった。

172 人権･男
女共同
参画課 実

績

①映画上映　きしわだ男女共同参画フォーラム内
[日程]3月7日[作品]わたしと人権2[人数]（実施予定）
②ホームレスの人権について、以下の広報媒体を用いて
啓発を実施した。[広報媒体]市ホームページ、チラシ･
ポスター

172 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民がホームレスの人権について認識を深めるきっかけ
となった。

北
朝
鮮

拉致問題
について
理解を促
すための
啓発

理解促進
に向けた
取組推進

アニメ映
画「めぐ
み」の活
用

拉致問題についての理解促進を図るため、映
画の上映会の実施及び視聴教材の貸出を行
う。

4 ②

幅広い市民
が参加でき
るよう改善
を検討して
いく必要が
あるため。

上映会への参加が少な
い。

北
朝
鮮

拉致問題
について
理解を促
すための
啓発

理解促進
に向けた
取組推進

アニメ映
画「めぐ
み」の活
用

①人権教育担当者会の実施
②視聴教材の貸出

5 ①

今後も人権
尊重に関す
る取り組み
を推進する
ため。

次年度も今年度と同様
に伝えていく必要があ
る。

北
朝
鮮

拉致問題
について
理解を促
すための
啓発

理解促進
に向けた
取組推進

国や大阪
府との連
携による
施策の推
進

再掲-127.140.148.152.163
大阪法務局や人権擁護委員、岸和田市人権協
会、大阪府との連携を密にし、情報の共有や
啓発事業の共同開催等を進め、施策の効果的
な推進を図る。国や大阪府の動向を注視し、
必要な取組を進める。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

より多くの相談につな
がるよう周知していく
必要がある。

ホ
ー
ム
レ
ス

ホームレ
スの人の
人権への
関心と理
解を促す
教育と啓
発

誤解や偏
見の解消
に向けた
取組の推
進

啓発事業
などの実
施

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「ホームレスの人の人権」をテーマとした
研修会や講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

幅広い市民が参加でき
る研修会を開催を検討
していく必要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

173 福祉政
策課

実
績

事業利用者　17件

173 福祉政
策課

評
価

当事業利用中に適切な制度につないでいる。

174 福祉政
策課

実
績

巡回件数　0件（R7.12時点）

174 福祉政
策課

評
価

相談支援を継続して実施している。

175 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)岸和田市人権施策推進プラン推進本部職員研修
「性的マイノリティの現在と人権教育・啓発の課題」
[日程]8月20日、8月28日[講師]石元清英氏[人数]102人
(2)映画上映会「はあとふるシアター」
[日程]5月18日[作品]夕焼け/言葉があるから[人数]12人
(3)出前講座(東光地区）
[日程]7月13日[人数]30人[作品]パパは女子高生だっ
た！
②性的マイノリティ(少数者)の人権について、以下の広
報媒体を用いて啓発を実施した。[広報媒体]市ホーム
ページ、チラシ･ポスター

175 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が性的マイノリティ(少数者)の人権について認識を
深めるきっかけとなった。

ホ
ー
ム
レ
ス

専門機関
との連携
による、
定住や定
職が困難
な状況に
ある人へ
の自立支
援

自立を支
援する事
業の推進

自立生活
に向けた
支援の実
施

生活保護申請につなげる等、支援対象者が安
定した生活を営めるよう支援することを目的
として、宿泊場所や食事の提供を行う。〔一
時生活支援事業〕

5 ①

毎年一定の
利用者数が
見込まれる
ため

市役所近隣の宿泊場所
の確保

ホ
ー
ム
レ
ス

専門機関
との連携
による、
定住や定
職が困難
な状況に
ある人へ
の自立支
援

自立を支
援する事
業の推進

巡回相談
の定期実
施

定期的に巡回を実施し、対象者には面談、聞
き取りを行い、生活保護申請等の支援につな
げる。〔巡回相談事業〕

5 ①

継続して実
施する必要
があるため

特になし

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

ＳＯＧＩ
を正しく
理解し、
多様性を
尊重する
教育、啓
発の実施

ＳＯＧＩ
を理由と
する差別
や偏見の
解消に向
けた取組
の推進

啓発事業
などの実
施（★）

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「性的マイノリティ(少数者)の人権」を
テーマとした研修会や講演会、映画上映会の
実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

幅広い市民が参加でき
る研修会を開催を検討
していく必要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

176 人権･男
女共同
参画課 実

績

当事者を直接会場にお呼びしたわけではではないが、
SOGIについて学習する機会を設けた。
(1)出前講座(東光地区）
[日程]7月13日[人数]30人[作品]パパは女子高生だっ
た！

176 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民がSOGIについて認識を深めるきっかけとなった。

176 人権教
育課

実
績

①人権教育担当者会
「人権教育の推進について」
人権教育課　指導主事
　[参加者]：57人
②男女共生教育担当者会
人権教育課　指導主事［参加人数］54人
③セクハラ相談窓口担当者会
人権教育課　指導主事［参加人数］54人

176 人権教
育課

評
価

性的マイノリティに関する理解を深め、各学校園におけ
る、一人ひとりのこどもたちへの具体的な支援について
考えることができた。今年度は、本内容における、当事
者を招聘した研修は実施していないが、大阪府や岸和田
市作成の資料等を提示しながら、教職員の理解を深める
ことができた。

177 人権･男
女共同
参画課 実

績

市内事業所に対して、公正採用に関する国や大阪府の取
組や関係機関が実施する研修会について随時情報提供を
行った。

177 人権･男
女共同
参画課 評

価

市内事業所が公正採用について認識を深める機会となっ
た。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

ＳＯＧＩ
を正しく
理解し、
多様性を
尊重する
教育、啓
発の実施

ＳＯＧＩ
を理由と
する差別
や偏見の
解消に向
けた取組
の推進

ＳＯＧＩ
を理由と
する生き
づらさや
ハラスメ
ントを当
事者から
学ぶ機会
の提供

SOGIに関する認識を深めるため、当事者やそ
の関係者から学ぶ機会を提供する。

4 ②

継続的に実
施する必要
があるた
め。

研修のテーマとして取
上げるべき課題は多
く、今後の研修で、
テーマや開催方法等検
討が必要。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

ＳＯＧＩ
を正しく
理解し、
多様性を
尊重する
教育、啓
発の実施

ＳＯＧＩ
を理由と
する差別
や偏見の
解消に向
けた取組
の推進

ＳＯＧＩ
を理由と
する生き
づらさや
ハラスメ
ントを当
事者から
学ぶ機会
の提供

①人権教育研修の実施
②男女共生教育担当者会の実施
③セクハラ相談窓口担当者会の実施

5 ①

今後も性の
多様性の理
解を深める
ための取り
組みを推進
する必要が
あるため。

当事者の方を招聘した
研修等も計画をしてい
く必要がある。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

ＳＯＧＩ
を正しく
理解し、
多様性を
尊重する
教育、啓
発の実施

ＳＯＧＩ
を理由と
する差別
や偏見の
解消に向
けた取組
の推進

事業所に
おける差
別解消な
どの取組
の支援

再掲-29.116.126.139
岸和田市人権啓発企業連絡会と連携し、公正
採用選考人権啓発推進員制度の円滑な推進を
図り、市内事業所の人権啓発の充実と雇用の
機会均等に向けた取組を支援する。

（詳細）
国や大阪府、関係機関からの情報の提供

4 ②

研修会への
参加を促す
ため、申
込、周知方
法の改善を
検討する。

参加しやすい日程や参
加方法を検討する。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

177 産業政
策課

実
績

相談があれば取り次ぎ、窓口等へパンフレットを配置し
た

177 産業政
策課

評
価

相談体制の構築と、パンフレットを配置することで、多
くの市民に周知することができた

178 人権･男
女共同
参画課 実

績

当事者を直接会場にお呼びしたわけではではないが、
SOGIについて学習する機会を設けた。
(1)①岸和田市人権施策推進プラン推進本部職員研修
「性的マイノリティの現在と人権教育・啓発の課題」
[日程]8月20日、8月28日[講師]石元清英氏[人数]102人

178 人権･男
女共同
参画課 評

価

市職員ががSOGIについて認識を深めるきっかけとなっ
た。

178 人権教
育課

実
績

①人権教育担当者会
「人権教育の推進について」
人権教育課　指導主事
　[参加者]：57人
②男女共生教育担当者会
人権教育課　指導主事［参加人数］54人
③セクハラ相談窓口担当者会
人権教育課　指導主事［参加人数］54人

178 人権教
育課

評
価

性的マイノリティに関する理解を深め、各学校園におけ
る、一人ひとりのこどもたちへの具体的な支援について
考えることができた。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

ＳＯＧＩ
を正しく
理解し、
多様性を
尊重する
教育、啓
発の実施

ＳＯＧＩ
を理由と
する差別
や偏見の
解消に向
けた取組
の推進

事業所に
おける差
別解消な
どの取組
の支援

再掲-126.139
①大阪府（大阪府人権協会、大阪府労働相談
センター）や労働基準監督署への取り次ぎ
②窓口等へパンフレットの配置

3 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

相談窓口を認知しても
らえるよう努める

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

ＳＯＧＩ
を正しく
理解し、
多様性を
尊重する
教育、啓
発の実施

ＳＯＧＩ
を理由と
する差別
や偏見の
解消に向
けた取組
の推進

市職員へ
の研修の
実施

SOGIに関する認識を深め、職務遂行に必要な
人権感覚の向上を図る機会を提供する。

（詳細）
①岸和田市人権施策推進プラン推進本部の幹
事及び実務者を対象とした研修会を実施
②当事者やその関係者を講師とした研修会の
実施

4 ②

継続的に実
施する必要
があるた
め。

職員研修のテーマとし
て取上げるべき課題は
多く、今後の研修で、
テーマや開催方法等検
討が必要。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

ＳＯＧＩ
を正しく
理解し、
多様性を
尊重する
教育、啓
発の実施

ＳＯＧＩ
を理由と
する差別
や偏見の
解消に向
けた取組
の推進

市職員へ
の研修の
実施

①人権教育研修の実施
②男女共生教育担当者会の実施
③セクハラ相談窓口担当者会の実施
④授業で活用できる教材の周知

5 ①

今後も性の
多様性の理
解を深める
ための取り
組みを推進
する必要が
あるため。

多様性を尊重する社会
を実現するために、児
童生徒だけではなく、
大人や地域への啓発が
今後も必要であり、引
き続き研修の機会を設
けていきたい。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

179 人権教
育課

実
績

市作成の男女共生リーフレットを活用し、現在、小学校
１年生、５年生、中学２年生に配付をしている。活用の
仕方など人権研修で伝えている。次年度以降、対象学年
を増やして、リーフレットの種類も増やすべく検討を
行ってる。

179 人権教
育課

評
価

各学校からは、視覚的にもわかりやすく、発達段階に応
じて、「こころ・からだ・つながり」についての「性と
生の学習」を進めることができたとの感想があった。
リーフレットをきっかけとして、子どもたちが興味関心
を持って学習を進めることができた。

179 産業高
等学校

実
績

全学年で実施する性教育講話だけでなく、授業や学校行
事・ホームルームなどあらゆる機会をとらえLGBT･SOGI
の理解や支援方法などについて適切な生徒啓発に努め
る。

179 産業高
等学校

評
価

教職員を対象とした人権教育研修等を通じ、性的マイノ
リティに関する知識理解を深め、多様性を尊重しようと
する意識を日常の教育活動に活かして生徒の意識向上に
つながった。

180 人権教
育課

実
績

人権教育担当者会や、男女共生教育担当者会、セクハラ
相談窓口担当者会などでSOGIの理解や支援方法などの研
修を実施する。

180 人権教
育課

評
価

教職員に対して、男女共生教育の推進や、性的マイノリ
ティについての理解を深めることができた。また、多様
性を尊重しようとする意識の高揚や各校での人権教育を
推進しようとする意欲の向上につながった。

181 関係各
課(企画
課) 実

績

・市民意識調査において、性別欄に無回答欄を設けた。
（設定項目：「男性・女性・無回答」の３択）
・「無回答」の回答数は52件で全体（1,308件）の4.0％
であった。

181 関係各
課(企画
課) 評

価

・当事者のアンケート回答時における支障を解消するこ
とに寄与した。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

ＳＯＧＩ
を正しく
理解し、
多様性を
尊重する
教育、啓
発の実施

教育現場
の取組の
推進

授業など
での取組
による理
解促進

①人権教育研修の実施
②男女共生教育担当者会の実施
③セクハラ相談窓口担当者会の実施
④授業で活用できる教材の周知

5 ①

今後も性の
多様性の理
解を深める
ための取り
組みを推進
する必要が
あるため。

リーフレットを活用し
た好事例を拡げ、リー
フレットの改善などを
通して、子どもたちに
わかりやすいリーフ
レットを研究していく
必要がある。また、
リーフレットの種類を
増やしたり、必要に応
じて改訂を行ったりす
る必要がある。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

ＳＯＧＩ
を正しく
理解し、
多様性を
尊重する
教育、啓
発の実施

教育現場
の取組の
推進

授業など
での取組
による理
解促進

①性の多様性に関する人権教育研修への参加
②男女共生教育担当者会への出席
③セクハラ相談窓口担当者会への出席
④授業で活用できる教材の情報共有

5 ①

今後も性の
多様性の理
解を深める
ための取り
組みを推進
する必要が
あるため。

職員や生徒への多様性
についての理解は深
まってきたが、生徒自
身が性のあり方、命の
大切さについて、より
一層人権学習を通し
て、深めていく必要が
ある。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

ＳＯＧＩ
を正しく
理解し、
多様性を
尊重する
教育、啓
発の実施

教育現場
の取組の
推進

教職員へ
の研修の
実施

①人権教育研修の実施
②男女共生教育担当者会の実施
③セクハラ相談窓口担当者会の実施

5 ①

今後も性の
多様性の理
解を深める
ための取り
組みを推進
する必要が
あるため。

職員や児童生徒への多
様性についての理解は
深まっているが、今後
も家庭や地域全体の理
解を深めていくことが
必要。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

社会生活
で当事者
が抱える
困難の解
消

困難の解
消に向け
た取組の
検討・推
進

行政文書
及び庁内
システム
上の性別
欄の検討

都市政策研究事業で実施している市民意識調
査において、性別欄に無回答欄を設ける。

5 ①

引き続き当
事者のアン
ケート回答
時における
支障を取り
除く必要が
あるため。

特になし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

181 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

文書主担課とは協議を行っていないが、令和7年度に実
施した「人権問題に関する市民意識調査」の作成におい
て、性別欄に「いずれでもない」の項目を設けた。

181 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

配慮した文書を作成することを心掛けた。

181 関係各
課(郷土
文化課) 実

績

実習会の際のアンケート中、性別欄を「男、女、答えた
くない」にした。実習会60回実施

181 関係各
課(郷土
文化課) 評

価

参加者からの意見などはなかった

182 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

下記の時間帯で相談支援を実施した。
[日時]火曜日～土曜日 9：00～17：00(祝日を除く)

182 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

性的マイノリティ(少数者)に関する事案に対して、必要
に応じ関係機関の紹介を行い、相談者の抱える不安の解
消や問題解決につなげることができた。

183 人権･男
女共同
参画課 実

績

[対象団体]2団体

183 人権･男
女共同
参画課 評

価

関係団体の活動の一助とすることができた。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

社会生活
で当事者
が抱える
困難の解
消

困難の解
消に向け
た取組の
検討・推
進

行政文書
及び庁内
システム
上の性別
欄の検討

性別欄を設ける行政文書について、性自認に
より困難を抱える人に配慮した文書を作成す
るため、必要に応じて文書の主担課と協議を
行う。

4 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

必要に応じて対応でき
るよう備えておく。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

社会生活
で当事者
が抱える
困難の解
消

困難の解
消に向け
た取組の
検討・推
進

行政文書
及び庁内
システム
上の性別
欄の検討

実習会の際のアンケート中、性別欄の「その
他」を「答えたくない」に変更する。

5 ②

概ね、男か
女に〇がつ
けられてい
るが、少数
は完全無記
入で、「答
えたくな
い」は１件
であった。

引き続き同じく運用し
ていくが、性別欄の必
要性を考える時期かも
しれない。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

社会生活
で当事者
が抱える
困難の解
消

困難の解
消に向け
た取組の
検討・推
進

困難の解
消に向け
た支援の
実施

再掲-30.124.158
人権問題に関する相談窓口において、相談者
の訴えに基づく事案の解決に向け、必要に応
じ関係機関に繋げ、連携により支援を進め
る。

5 ①

相談者の訴
えに基づく
事案の解決
に向け、継
続して実施
する必要が
あるため。

より多くの方が相談窓
口を利用できるよう、
周知に努める必要があ
る。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

社会生活
で当事者
が抱える
困難の解
消

困難の解
消に向け
た取組の
検討・推
進

関係団体
の活動支
援

男女共同参画センターを関係団体の活動の場
として提供する。

4 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

特記事項なし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

184 人権･男
女共同
参画課

実
績

(1)人権擁護委員と連携し、特設人権相談を実施した。
[実施日]6月3～5日(人権擁護委員の日関連)、12月6日、
12月9～12日(人権週間関連)[会場]市内公共施設[相談件
数]0件
(2)大阪府が作成したリーフレットを市内公共施設に配
架し、研修会等の参加者に配布した。

184 人権･男
女共同
参画課 評

価

(1)市の人権相談窓口と併せて、部落差別をはじめ、さ
まざまな人権問題についての相談支援体制を充実させる
ことができた。
(2)市民が部落差別について認識を深めるきっかけと
なった。

185 人権･男
女共同
参画課 実

績

(1)「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」につい
て、以下の広報媒体を用いて周知した。
[広報媒体]市ホームページ、チラシ･ポスター

185 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」につい
て認識を深めるきっかけとなった。

186 人権･男
女共同
参画課

実
績

①人権啓発企業連絡会研修会「外国人労働者へのハラス
メントについて」
[日程]1月28日[講師]村田浩治氏（堺総合法律事務所弁
護士)[参加人数]15人
②市内事業所に対して、公正採用に関する国や大阪府の
取組や関係機関が実施する研修会について随時情報提供
を行った。

186 人権･男
女共同
参画課

評
価

市内事業所が公正採用について認識を深める機会となっ
た。

186 産業政
策課

実
績

雇用労働講座等でセミナーを開催した
１回目　R7.9.8
２回目　R8.3.4開催予定
第２回目の第２講にて「カスタマーハラスメントに対す
る社内における体制整備の重要性について」を開催する

186 産業政
策課

評
価

ハラスメントの専門的な講座を開催することにより、労
働者の就業環境に対する意識を向上することにつながる

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

社会生活
で当事者
が抱える
困難の解
消

困難の解
消に向け
た取組の
検討・推
進

国や大阪
府との連
携による
施策の推
進

再掲-127.140.148.152.163.171
大阪法務局や人権擁護委員、大阪府との連携
を密にし、情報の共有や啓発事業の共同開催
等を進め、施策の効果的な推進を図る。国や
大阪府の動向を注視し、必要な取組を進め
る。

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

より多くの相談につな
がるよう周知していく
必要がある。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

社会生活
で当事者
が抱える
困難の解
消

困難の解
消に向け
た取組の
検討・推
進

大阪府
パート
ナーシッ
プ宣誓証
明制度の
周知と必
要な施策
の推進

様々な広報媒体により「大阪府パートナー
シップ宣誓証明制度」の周知を行う。また大
阪府、府内自治体及び関係機関が開催する会
議等に参加し、当該制度の取組に関する実態
把握や情報の収集行い、岸和田市における必
要な施策について検討する。

4 ①

市民が認識
を深める機
会づくりの
ため、継続
して実施す
る必要があ
るため。

より多くの方に周知し
ていく必要がある。

労
働
者

職場にお
ける人権
侵害行為
の予防啓
発

ハラスメ
ントの防
止に関す
る啓発

啓発事業
などの実
施（★）

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「ハラスメント」をテーマとした研修会や
講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

5 ①

研修会への
参加を促す
ため、申
込、周知方
法の改善を
検討する。

参加しやすい日程や参
加方法を検討する。

労
働
者

職場にお
ける人権
侵害行為
の予防啓
発

ハラスメ
ントの防
止に関す
る啓発

啓発事業
などの実
施（★）

雇用労働講座等でセミナーを開催。

4 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

事業を継続し、様々な
視点で労働者をめぐる
人権について考えてい
く
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

187 人権･男
女共同
参画課 実

績

労働関係法令に関する情報について、以下の広報媒体を
用いて周知を行った。
広報内容の作成にあたり、産業政策課と情報共有を密に
行った。[広報媒体]市ホームページ

187 人権･男
女共同
参画課 評

価

多くの市民に周知することができた。

187 産業政
策課

実
績

労働関係法令に関する情報について、市ホームページを
用いて周知を行った。広報内容の作成にあたり、人権・
男女共同参画課と情報共有を密に行った。

187 産業政
策課

評
価

多くの市民に周知することができた

188 人権･男
女共同
参画課

実
績

①人権啓発企業連絡会研修会「外国人労働者へのハラス
メントについて」
[日程]1月28日[講師]村田浩治氏（堺総合法律事務所弁
護士)[参加人数]15人
②市内事業所に対して、公正採用に関する国や大阪府の
取組や関係機関が実施する研修会について随時情報提供
を行った。

188 人権･男
女共同
参画課 評

価

市内事業所が公正採用について認識を深める機会となっ
た。

188 産業政
策課

実
績

相談があれば取り次ぎ、窓口等へパンフレットを配置し
た

188 産業政
策課

評
価

相談体制の構築と、パンフレットを配置することで、多
くの市民に周知することができた

労
働
者

職場にお
ける人権
侵害行為
の予防啓
発

ハラスメ
ントの防
止に関す
る啓発

労働関係
法令の周
知（★）

様々な広報媒体により国や大阪府での労働関
係法令に関する情報を提供する。

5 ①

最新の情報
を提供する
ため、継続
して実施す
る必要があ
る。

引き続き、多くの方に
周知できるよう周知活
動に努める。

労
働
者

職場にお
ける人権
侵害行為
の予防啓
発

ハラスメ
ントの防
止に関す
る啓発

労働関係
法令の周
知（★）

市の広報やホームページに掲載。

4 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

啓発依頼があれば、積
極的に広報する

労
働
者

職場にお
ける人権
侵害行為
の予防啓
発

ハラスメ
ントの防
止に関す
る啓発

事業所で
の差別解
消などの
取組の支
援

岸和田市人権啓発企業連絡会と連携し、公正
採用選考人権啓発推進員制度の円滑な推進を
図り、市内事業所の人権啓発の充実と就職の
機会均等に向けた取組を支援する。

（詳細）
①ハラスメントをテーマとした研修会の実施
②国や大阪府、関係機関からの情報の提供 5 ①

研修会への
参加を促す
ため、申
込、周知方
法の改善を
検討する。

参加しやすい日程や参
加方法を検討する。

労
働
者

職場にお
ける人権
侵害行為
の予防啓
発

ハラスメ
ントの防
止に関す
る啓発

事業所で
の差別解
消などの
取組の支
援

再掲-126.139.177
①大阪府（大阪府人権協会、大阪府労働相談
センター）や労働基準監督署への取り次ぎ
②窓口等へパンフレットの配置

3 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

啓発依頼があれば、積
極的に広報する
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

189 人権･男
女共同
参画課 実

績

①岸和田市人権啓発企業連絡会と連携し、啓発物品(ポ
ケットティッシュ)を市内事業所及び公共施設へ配布。
②[日程]6月3日[場所]南海岸和田駅周辺[内容]駅利用者
等に街頭啓発を行った。[参加人数]14人
③広報きしわだ6月号に啓発記事を掲載。

189 人権･男
女共同
参画課 評

価

市内事業所及び市民が就職差別について認識を深める
きっかけとなった。

189 産業政
策課

実
績

窓口等へパンフレットを配置した

189 産業政
策課

評
価

窓口等へパンフレットを配置したことで、市民に周知す
ることができた

190 人権･男
女共同
参画課 実

績

多様な働き方に関する情報について、以下の広報媒体を
用いて周知を行った。
[広報媒体]市ホームページ、チラシ･ポスター

190 人権･男
女共同
参画課 評

価

多くの市民に周知することができた。

190 産業政
策課

実
績

週１回、相談・就職支援を実施

190 産業政
策課

評
価

相談者の抱える不安の解消や問題解決につなげることが
できた

労
働
者

公正採用
選考の実
現

就職差別
の解消

就職差別
撤廃のた
めの啓発
事業など
の実施

岸和田市人権啓発企業連絡会と連携し、就職
差別撤廃月間(６月)に合わせ、就職差別の撤
廃を訴えることにより市民や市内事業者の意
識の向上を図る。

（詳細）
①啓発物品の作成・配布
②街頭啓発の実施
③広報紙にて啓発記事を掲載

5 ①

市内事業所
や市民が認
識を深める
機会づくり
のため、継
続して連携
する必要が
あるため。

引き続き、継続する必
要がある。関心をひく
ような啓発物品を岸和
田市人権啓発企業連絡
会と連携し、検討して
いく。

労
働
者

公正採用
選考の実
現

就職差別
の解消

就職差別
撤廃のた
めの啓発
事業など
の実施

窓口等へパンフレットの配置。

3 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

啓発依頼があれば、積
極的に広報する

労
働
者

様々なラ
イフスタ
イルの理
解促進

働き方の
多様性の
理解促進

不就労者
への自己
責任の追
及や社会
からの排
除を防ぐ
啓発の実
施

様々な広報媒体により国や大阪府での多様な
働き方に関する情報を提供する。

4 ①

最新の情報
を提供する
ため、継続
して実施す
る必要があ
る。

引き続き実施していく
必要がある。

労
働
者

様々なラ
イフスタ
イルの理
解促進

働き方の
多様性の
理解促進

不就労者
への自己
責任の追
及や社会
からの排
除を防ぐ
啓発の実
施

若者サポートステーションと連携し、不就労
者へのサポートを実施。

4 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

啓発依頼があれば、積
極的に広報する
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

191 人権･男
女共同
参画課

実
績

(1)自分の時間や生活をあきらめない！がんばらない介
護を考えよう!![日程]6月29日[人数]24人
(2)年収の壁ってなあに？私にベストな働き方[日程]8月
30日[人数]24人
(3)『本気のラジオ体操』　があなたを変える！！～健
康のスイッチ・オンでワーク・ライフ・バランスを手に
入れよう！～[日程]11月9日、12月7日[人数]計33人
(4)美味しいコーヒーの淹れ方[日程]11月22日[人数]16
人
(5)美味しいスパイスカレーの作り方[日程]1月17日[人
数]15人
(6)おじさんきっちんきしわだのハンバーグ講座[日程]2
月28日[人数]（実施予定）
(7)きしわだ男女共同参画フォーラム『共育て』で叶え
るワーク・ライフ・バランス～あそびで家族を楽しも
う！～[日程]3月7日[人数]（実施予定）
(8)国際女性デーにちなんでミモザアイシングクッキー
を作ろう[日程]3月8日[人数]（実施予定）
②以下の広報媒体を用いて啓発を実施した。[広報媒体]
市ホームページ、広報きしわだ、チラシ･ポスター、男
女共同参画センター情報紙「クレアシオン」

191 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民や市職員がワークライフバランスについて認識を深
めるきっかけとなった。

191 産業政
策課

実
績

雇用労働講座等でセミナーを開催した
１回目　R7.9.8
２回目　R8.3.4開催予定
第１回目の第１講にて「仕事と育児・介護の両立支援で
企業価値を高める」を開催した

191 産業政
策課

評
価

ワークライフバランスの専門的な講座を開催することに
より、労働者の就業環境に対する意識を向上することに
つながる

労
働
者

様々なラ
イフスタ
イルの理
解促進

働き方の
多様性の
理解促進

ワークラ
イフバラ
ンス実現
の啓発事
業などの
実施
（★）

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「ワークライフバランス」をテーマとした
研修会や講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

講座の内容や周知方法
に工夫が必要。

労
働
者

様々なラ
イフスタ
イルの理
解促進

働き方の
多様性の
理解促進

ワークラ
イフバラ
ンス実現
の啓発事
業などの
実施
（★）

労働講座等でテーマとなるセミナーを開催。

4 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

事業を継続し、様々な
視点で労働者をめぐる
人権について考えてい
く
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

192 人権･男
女共同
参画課 実

績

他機関が主催する学習会について、以下の広報媒体を用
いて周知を行った。
[広報媒体]チラシ･ポスター

192 人権･男
女共同
参画課 評

価

多くの市民に周知することができた。

192 産業政
策課

実
績

きしわだ就職フェアR7.9.26参加者76名、岸和田貝塚合
同就職面接会R8.2.13開催予定

192 産業政
策課

評
価

希望者に就職につながる機会を提供することができた

192 産業高
等学校

実
績

・教育課程に基づき、専門知識・技能の習得を支援する
とともに、各種資格取得の支援を行った。
・進路説明会や職場見学、職業適性検査、進路体験等を
実施した。

192 産業高
等学校

評
価

・資格取得や専門知識・技能の習得を支援するとともに
就職について考える機会を提供することができた。

193 人権･男
女共同
参画課 実

績

労働相談窓口に関する情報について、以下の広報媒体を
用いて周知を行った。
[広報媒体]市ホームページ、チラシ･ポスター

193 人権･男
女共同
参画課 評

価

多くの市民に周知することができた。

労
働
者

労働に関
する支援

労働に関
する相談
と支援

就労に向
けた支援
の実施

就職を希望する人を対象とした学習機会の充
実を図る。また、様々な広報媒体により国や
大阪府、岸和田市での就労支援に関する情報
を提供する。

4 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

幅広い市民が参加でき
る研修会を開催を検討
していく必要がある。

労
働
者

労働に関
する支援

労働に関
する相談
と支援

就労に向
けた支援
の実施

再掲-145
ハローワーク岸和田等と連携しつつ、就職面
接会を実施。

5 ①

継続して実
施していく
必要性があ
るため

面接会等参加者を増や
し、就労支援を拡大す
る

労
働
者

労働に関
する支援

労働に関
する相談
と支援

就労に向
けた支援
の実施

専門教科の学習を充実させ、高度な資格や専
門知識・技能の習得を支援する。
年間を通じ、就職について考える機会を提供
する。
【設置学科】商業科、情報科、デザインシス
テム科

（詳細）
①進路説明会
②進路体験学習

5 ①

今後も就
職・進学等
の生徒が希
望する進路
実現に向け
た支援を行
う必要があ
るため。

生徒の希望と就職先の
業務内容とのミスマッ
チを防止する取り組み
を行っていく。

労
働
者

労働に関
する支援

労働に関
する相談
と支援

労働に関
する相談
窓口の充
実

様々な広報媒体により国や大阪府、岸和田市
での労働相談窓口に関する情報を提供する。

4 ①

最新の情報
を提供する
ため、継続
して実施す
る必要があ
る。

引き続き、周知する必
要がある。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

193 産業政
策課

実
績

労働相談件数　15件（11月末現在）

193 産業政
策課

評
価

相談者の抱える不安の解消や問題解決につなげることが
できた

194 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)人権を考える市民の集い
「誰もが輝ける場所が必ずある」◆障
[日程]12月6日[アンケート]テーマに対する理解・関心
が深まった93.8％[人数]210人
(2)人権問題専門講座「犯罪被害者とその家族の人権」
◆犯被
[日程]11月12日[講師]伸子氏、福西毅氏[人数]71人
②各人権課題について、以下の広報媒体を用いて啓発を
実施した。[広報媒体]市ホームページ、広報きしわだ、
人権啓発紙「人の輪」、チラシ･ポスター

194 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が人権問題について認識を深めるきっかけとなっ
た。

195 福祉政
策課

実
績

開催日時：令和7年10月23日
参加人数：50人
開催内容：第一部　講演「認知症と受診の基礎を学ぶ」
　　　　　第二部　座談会

195 福祉政
策課

評
価

ご家族の方や当事者の方、介護職の方などが、日ごろの
思いや悩みなどを気軽に話せる機会となった。

労
働
者

労働に関
する支援

労働に関
する相談
と支援

労働に関
する相談
窓口の充
実

市の広報やホームページに掲載し、相談窓口
の充実を図る。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

相談件数は月により
様々であるが、引き続
き実施していく

被
差
別
当
事
者
家
族

少数派の
家族であ
ることを
理由とし
た不利益
や人権侵
害のない
社会をめ
ざした啓
発

家族の人
権問題を
考える機
会の提供

啓発事業
などの実
施

１人ひとりが人権の意義についての理解を深
め、すべての人の人権を尊重する意識や行動
を身につけるため、人権に関する学習機会の
充実を図る。

（詳細）
①「被差別の当事者の家族の人権」をテーマ
とした研修会や講演会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた啓発

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

幅広い市民が参加でき
る研修会を開催を検討
していく必要がある。

被
差
別
当
事
者
家
族

少数派の
家族であ
ることを
理由とし
た不利益
や人権侵
害のない
社会をめ
ざした啓
発

家族の人
権問題を
考える機
会の提供

「認知症
の人を支
える家族
のつど
い」の実
施

再掲-77
「認知症の人を支える家族のつどい」の実
施。詳細は未定。

5 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

より多くの市民に周知
することが課題。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

196 人権･男
女共同
参画課 実

績

家族の会に関する情報について、以下の広報媒体を用い
て周知を行った。
[広報媒体]チラシ･ポスター

196 人権･男
女共同
参画課 評

価

多くの市民に周知することができた。

197 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

社会資源及び各種サービスに関する情報について、以下
の広報媒体を用いて周知を行った。
[広報媒体]市ホームページ、チラシ･ポスター

197 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

多くの市民に周知することができた。

198 関係各
課(福祉
政策課) 実

績

計12回虐待対応実務者会議を開催した。
[対象]関係機関の虐待対応実務者

198 関係各
課(福祉
政策課) 評

価

虐待対応実務者が虐待対応について認識を深める機会と
なった。
関係機関と連携し、相談者の問題解決につなげることが
できた。

被
差
別
当
事
者
家
族

少数派の
家族であ
ることを
理由とし
た不利益
や人権侵
害のない
社会をめ
ざした啓
発

家族の人
権問題を
考える機
会の提供

様々な家
族の会に
関する情
報の共有

様々な広報媒体により国や大阪府、岸和田市
での家族の会に関する情報を提供する。

4 ①

最新の情報
を提供する
ため、継続
して実施す
る必要があ
る。

引き続き、多くの方に
周知できるよう周知活
動に努める。

被
差
別
当
事
者
家
族

様々な家
族の会や
各種サー
ビスなど
の被差別
の当事者
家族の支
援につな
がる情報
発信

当事者家
族の負担
解消のた
めの施策
の推進

社会資源
の情報及
び各種
サービス
の提供

様々な広報媒体により国や大阪府、岸和田市
での社会資源及び各種サービスに関する情報
を提供する。

4 ①

最新の情報
を提供する
ため、継続
して実施す
る必要があ
る。

引き続き、多くの方に
周知できるよう周知活
動に努める。

被
差
別
当
事
者
家
族

様々な家
族の会や
各種サー
ビスなど
の被差別
の当事者
家族の支
援につな
がる情報
発信

当事者家
族の負担
解消のた
めの施策
の推進

家族が抱
える介護
負担に起
因する虐
待防止に
向けた取
組の推進

①高齢者虐待対応実務者の会議を１回/月開
催し、関係機関との対応の連携を行う。
②地域包括支援センターとの連携により虐待
防止に繋げる。

5 ①

引き続き会
議への参加
に努める。

特になし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

198 関係各
課(障害
者支援
課) 実

績

(1)虐待通報窓口を掲載したクリアファイルを障害福祉
サービス事業所へ配布できた。また、自立支援協議会PR
イベントにおいても、市民向けに同じものを配布でき
た。
(2)2か月ごとに障害者虐待防止ネットワーク実務者会議
を開催し、虐待事案の分析に取り組んでいる。

198 関係各
課(障害
者支援
課) 評

価

(1)障害者の虐待防止について啓発できた。
(2)障害者虐待防止に向け、関係機関と連携ができた。

199 福祉政
策課

実
績

夜間と休日の見守り情報発信を委託し、体制を整備して
いる。

199 福祉政
策課

評
価

当事者家族の負担解消につながった。

200 子育て
支援課

実
績

会員の募集（ＨＰ・広報誌）、登録、相互援助活動の調
整（きしわだファミリー・サポート・センター）、相互
援助活動に必要な講習会の開催（年度で10回、合計143
名の参加）、会員間の交流会等の開催（年度で２回、
100名の会員が参加）、広報（ＨＰ・広報誌・市民課の
協力でチラシの配布）を実施した。

200 子育て
支援課

評
価

多くの市民に制度を説明し、周知することができた。

被
差
別
当
事
者
家
族

様々な家
族の会や
各種サー
ビスなど
の被差別
の当事者
家族の支
援につな
がる情報
発信

当事者家
族の負担
解消のた
めの施策
の推進

家族が抱
える介護
負担に起
因する虐
待防止に
向けた取
組の推進

①チラシ･ポスターなどの広報媒体を用い
て、障害者虐待防止に関する啓発を行う。
②障害者虐待防止ネットワーク実務者会議等
を開催し、関係機関との協働により、具体的
援助の検討を行う。

4 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

（1）より多くの市民
に相談窓口を知っても
らうためにより効果的
な周知方法を検討する
必要がある。
（2）毎年虐待通報件
数が増加しており、令
和７年度は実務者会議
で虐待事案の分析を
行っているが、令和８
年度の実務者会議をど
のように行っていくの
か検討する必要があ
る。

被
差
別
当
事
者
家
族

様々な家
族の会や
各種サー
ビスなど
の被差別
の当事者
家族の支
援につな
がる情報
発信

当事者家
族の負担
解消のた
めの施策
の推進

認知症高
齢者等見
守りネッ
トワーク
の連携に
よる支援

認知症高齢者等見守りネットワークの連携に
よる支援。

5 ①

継続して実
施する必要
があるた
め。

情報発信手順について
今後検討していく余地
がある

被
差
別
当
事
者
家
族

様々な家
族の会や
各種サー
ビスなど
の被差別
の当事者
家族の支
援につな
がる情報
発信

当事者家
族の負担
解消のた
めの施策
の推進

きしわだ
ファミ
リー・サ
ポート・
センター
の機能充
実

きしわだファミリー・サポート・センターで
は、地域における育児の援助を行いたい者と
受けたい者で組織するきしわだファミリー・
サポート・センターの活動を支援する。育児
に関する相互援助活動を支援することによ
り、安心して子育てできる環境づくりを進め
る。

（詳細）
会員の募集・登録、相互援助活動の調整、相
互援助活動に必要な講習会の開催、会員間の
交流会等の開催、広報。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため。

依頼会員（援助を受け
たい者）の登録数の増
加に伴い、受け皿とな
る協力会員（援助を行
いたい者）も増やして
いく必要があるため。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

201 学校教
育課

実
績

随時取り組んでいる

201 学校教
育課

評
価

随時取り組んだ

201 人権教
育課

実
績

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等
の専門家による保護者へのコンサルテーションを実施し
た。

201 人権教
育課

評
価

それぞれのケースに応じて、保護者への相談支援等を実
施することができた。一人ひとりの子どもや各家庭への
支援の充実に資することができた。

202 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

下記の時間帯で相談支援を実施した。
[日時]火曜日～土曜日 9：00～17：00(祝日を除く)

202 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

必要に応じ関係機関の紹介を行い、相談者の抱える不安
の解消や問題解決につなげることができた。

被
差
別
当
事
者
家
族

様々な家
族の会や
各種サー
ビスなど
の被差別
の当事者
家族の支
援につな
がる情報
発信

当事者家
族の負担
解消のた
めの施策
の推進

教育現場
における
保護者へ
の相談支
援

【概要】大阪府教育委員会より情報提供の
あった情報モラル教育に関する事項につい
て、随時市内学校園と共有を行い、子どもへ
の学習機会の提供にあたり、内容の更新に努
める。

5 ①

継続して実
施していく
必要がある
ため

教育相談室における相
談体制を引き続き充実
させていく必要があ
る。

被
差
別
当
事
者
家
族

様々な家
族の会や
各種サー
ビスなど
の被差別
の当事者
家族の支
援につな
がる情報
発信

当事者家
族の負担
解消のた
めの施策
の推進

教育現場
における
保護者へ
の相談支
援

【概要】教育相談の実施。

4 ①

今後も支援
の必要な子
どもたちへ
の取り組み
を推進する
必要がある
ため。

ホームページ等活用
し、相談窓口について
の周知を行う。

被
差
別
当
事
者
家
族

様々な家
族の会や
各種サー
ビスなど
の被差別
の当事者
家族の支
援につな
がる情報
発信

当事者家
族の負担
解消のた
めの施策
の推進

関係機関
との連携
による支
援

再掲-30,124,158.182
【概要】人権問題に関する相談窓口におい
て、相談者の訴えに基づく事案の解決に向
け、必要に応じ関係機関に繋げ、連携により
支援を進める。

5 ①

相談者の訴
えに基づく
事案の解決
に向け、継
続して実施
する必要が
あるため。

より多くの方が相談窓
口を利用できるよう、
周知に努める必要があ
る。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

203 人権･男
女共同
参画課

実
績

①(1)人権を考える市民の集い
「誰もが輝ける場所が必ずある」◆障
[日程]12月6日[アンケート]テーマに対する理解・関心
が深まった93.8％[人数]210人
(2)人権問題専門講座「犯罪被害者とその家族の人権」
◆犯被
(3)[日程]11月12日[講師]伸子氏、福西毅氏[人数]71人
映画上映会「はあとふるシアター」
1回目◆子、外、性/2回目◆ハン、同、イ/3回目◆北
4回目◆高/5回目◆障、イ、い[実施回数]5回8作品[参加
人数]計26人（４回目まで合計）
(4)校区別人権問題研修「なるほど！人権セミナー」◆
子
[日程]10～11月[作品]あなたのいる庭[場所]市内小学校
区20か所[講師]職員
(5)出前講座
[実施回数]5回[場所]各地区◆外、障、災、性、子
②各人権課題について、以下の広報媒体を用いて啓発を
実施した。[広報媒体]市ホームページ、広報きしわだ、
人権啓発紙「人の輪」、チラシ･ポスター

203 人権･男
女共同
参画課 評

価

市民が人権問題について認識を深めるきっかけとなっ
た。

様
々
な
人
権

様々な人
権問題に
対する正
しい理解
の普及・
啓発の推
進

普及・啓
発に向け
た取組の
推進

啓発事業
などの実
施

再掲-3
【概要】１人ひとりが人権の意義についての
理解を深め、すべての人の人権を尊重する意
識や行動を身につけるため、人権に関する学
習機会の充実を図る。
【主な事業】
①各人権課題をテーマとした研修会や講演
会、映画上映会の実施
②様々な広報媒体を用いた人権教育・啓発に
関する啓発

4 ②

幅広い市民
が参加でき
るよう開催
日時や、申
込や周知方
法の改善を
検討してい
く必要があ
るため。

若年層を集めるために
は内容や周知活動に工
夫が必要である。
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

204 健康推
進課

実
績

①
１.職員・関係機関職員対象
・ゲートキーパー養成研修：初級編
［参加人数］63人
・ゲートキーパー養成研修：傾聴編
［参加人数］55人
２.市内在中（勤・学）対象
・ゲートキーパー養成講座
［参加人数］41人
３.教職員対象
・ゲートキーパー養成研修
［参加人数］47人
［講師］（１、２、３ともに）国際ビフレンダーズ大阪
自殺
　防止センター所長　北條達人氏
②［開催回数］３回
　［相談件数（見込み）］30件
③自殺予防週間と自殺対策強化月間に併せて、広報、動
画モニター、ホームページ、SNS（X,Facebook）、デジ
タルサイネージに啓発記事等を掲載。図書館と連携し、
図書館に啓発コーナーを設置。市施設と駅にポスターを
掲示。

204 健康推
進課

評
価

・第２次岸和田市いのち支える自殺対策計画の策定に伴
い、職員向けゲートキーパー養成研修の必須受講対象者
を主幹級だけでなく、３年目職員も対象とし、実施する
ことができた。
・相談を必要とする人に、相談会を利用してもらうこと
ができた。
・さまざまな媒体を活用し、啓発活動を実施することが
できた。

204 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

実
績

①「困ったときの相談窓口」として各種相談支援を実施
した。　②岸和田市人権施策推進プラン及び岸和田市Ｄ
Ｖ対策基本計画に沿った啓発を実施した。
［主な事業］研修会･講演会･映画上映会の開催、様々な
広報媒体による周知
③センター事業にあたりメンタルヘルス等に関する資料
やリーフレットを配布した。

204 関係各
課(人
権･男女
共同参
画課)

評
価

基本施策「自殺対策を支える人材育成の強化」「市民へ
の啓発と周知」「生きることへの促進要因への支援」の
観点で、計画推進の一助となった。

様
々
な
人
権

様々な人
権問題に
対する正
しい理解
の普及・
啓発の推
進

普及・啓
発に向け
た取組の
推進

岸和田市
いのち支
える自殺
対策計画
に基づく
施策の推
進

①人材育成（ゲートキーパー養成研修）
【概要】自殺対策を支える人材育成強化のた
めにゲートキーパー養成研修を実施
②対面型相談（いのちと暮らしの相談会）
【概要】自殺の多くが複合的な悩みを起因と
して発生している現況を鑑み、市民が気軽に
一か所で様々な相談を行うことができる「い
のちと暮らしの相談会」を実施
③啓発活動
＜自殺予防週間＞
【概要】自殺について、正しい知識の普及啓
発を図るため、各種広報媒体等で自殺予防週
間（９月10日～16日）の周知及び自殺予防に
かかる相談窓口についての案内の実施
＜自殺予防月間＞
【概要】自殺について、正しい知識の普及啓
発を図るため、各種広報媒体等で、自殺対策
強化月間（３月１日～３１日）の周知及び自
殺予防にかかる相談窓口についての案内の実
施

5 ①

第２次岸和
田市いのち
支える自殺
対策計画の
計画期間が
令和７年度
～11年度で
あり、継続
して実施し
ていく必要
があるた
め。

・必要な方に相談窓口
などを利用してもらえ
るように、より効果的
な周知方法を検討す
る。
・多くの方にゲート
キーパーの知識を普及
できるように、より効
果的な周知方法を検討
する。

様
々
な
人
権

様々な人
権問題に
対する正
しい理解
の普及・
啓発の推
進

普及・啓
発に向け
た取組の
推進

岸和田市
いのち支
える自殺
対策計画
に基づく
施策の推
進

【概要】自殺対策基本法に基づき、令和２年
３月に策定した「岸和田市いのち支える自殺
対策計画」に沿って自殺対策施策を進める。
【主な事業】
①各種相談窓口の設置
②人権及びＤＶ防止に関する啓発
③男女共同参画センターの運営 5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

特記事項なし
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No
主要
課題

主項目
(共通課題）

推進施策 個別事業 担当課
令和７年度　事業概要

詳細（主な事業・活動・取り組み・刊行物等）
(1)

令和７年度取組実績
(2)

達成度
(3-①)
方向性

(3-②)
方向性の理由

令和８年度
課題

205 人権･男
女共同
参画課 実

績

(1)大阪府下市町村の会議でインターネット上の人権侵
害をﾃｰﾏの研修会に参加した。先進自治体の取組報告や
モニタリング事業について意見交換を行った。
(2)大阪府主催の府内自治体を対象とした会議に出席。
先進自治体の情報収集に努めた。

205 人権･男
女共同
参画課 評

価

先進自治体の対応状況や課題等有意義な情報を得ること
ができた。

様
々
な
人
権

様々な人
権問題に
対する正
しい理解
の普及・
啓発の推
進

普及・啓
発に向け
た取組の
推進

大阪府や
他市町
村、関係
機関との
連携によ
る様々な
人権課題
の実態把
握、情報
収集

【概要】大阪府、府内自治体及び関係機関と
連携し、様々な人権課題に関する実態把握を
行う。
【主な会議】大阪人権行政推進協議会、市町
村人権相談担当課長連絡会議、おおさか人権
協会連絡会他、一般財団法人大阪府人権協会
が主催する交流事業など

5 ①

継続的に実
施する必要
があるた
め。

引き続き情報収取に努
める。

114


